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〈午前１０時００分 開議〉 

 

○議長（倉又 稔君） 

おはようございます。 

これより本日の会議を開きます。 

欠席通告議員はありません。 

定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（倉又 稔君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員には、１番、吉川慶一議員、１９番、樋口英一議員を指名いたします。 
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日程第２．一 般 質 問 

 

○議長（倉又 稔君） 

日程第２、一般質問を行います。 

発言通告者は１１人でありますが、議事の都合により、本日５人、５日４人、６日２人を予定し

ております。 

一般質問の質問時間は、答弁を除き１人３０分であります。 

所定の時間内に終わるよう質問・答弁とも簡潔に、要領よくお願いいたします。 

また、質問は通告の範囲内にとどめるよう、ご協力をお願いいたします。 

通告順に発言を許します。 

笠原幸江議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 〔２番 笠原幸江君登壇〕 

○２番（笠原幸江君） 

おはようございます。 

創生クラブ、笠原幸江です。 

事前に提出いたしました発言通告書に基づき、一般質問をさせていただきます。 

１、高速道路にかかる跨道橋修繕（撤去含む）計画について。 

平成２８年１月現在、当市は市道橋５３１橋、農道橋２８橋、林道橋４１橋、合計で６００橋を

管理し、計画的に点検や工事の実施を行っています。さらに、財政負担の軽減、平準化による財政

見直しの観点から、当市の最上位計画である総合計画との整合を図る中で進められているところで

すが、特に高速道路にかかる跨道橋は、高速道路の建設により分断された既存の道路など、施設の

機能補償のために、高速道路管理者が設置すると同時に、当市に移管され管理しているが、１６カ

所の修繕計画にどのように反映されているか。また、財政計画はどのようになっているか、以下の

項目について伺います。 

(1) 供用開始から３０年、コンクリートの寿命は大丈夫か。 

(2) 定期点検はどのように行っているか。 

(3) 現在、使われる頻度の少ない跨道橋は、今後どのように取り扱うか。 

(4) 国からの財源確保はどのようになっているか。 

(5) 各地区の該当する関係者への周知はどうか。 

(6) 高速道路跨道橋の基金積み立て準備が必要と考えるがいかがか。 

以上、１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 
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おはようございます。 

笠原議員のご質問にお答えいたします。 

１点目につきましては、これまでの点検結果から一部に老朽化が見られますが、当面は大きな問

題がないものと考えております。 

２点目につきましては、新潟県橋梁定期点検要領に基づき、目視点検を行っております。 

３点目につきましては、ライフラインの設置状況や橋梁本体の老朽化を考慮し、将来的には撤去

についても検討してまいります。 

４点目につきましては、国土交通省と農林水産省の交付金や過疎債等の優良債により、財源確保

に努めてまいります。 

５点目につきましては、橋梁長寿命化修繕計画について関係地区に説明をするとともに、定期点

検や詳細調査等の結果により、撤去を含む修繕計画が具体化しましたら、改めて関係地区と協議を

してまいります。 

６点目につきましては、公共施設の改修及び整備などに充てることを目的に、平成２７年度から

公共施設等総合管理基金を設置いたしております。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 

○２番（笠原幸江君） 

２回目の質問に入ります。 

当市は、公共施設総合管理指針が、平成２８年の３月にこのような形でまとめてあります。その

ほかに、また当市の橋梁長寿命化修繕計画なども、平成２８年の１月にこのようにしてまとめられ

ております。 

今後、これらを中心に、各種個別計画も徐々に管理指針の基本に照らし合わせて、総合計画に反

映されながら見直しを図って整合性を図っていくということが、この中にうたわれております。 

糸魚川市も３０年持続可能な当市を目指しておりますが、私が、なぜここで一般質問させていた

だいたかと申しますと、今後、この中にもうたわれておりますが、人口減少。今、５年先、１０年

先でなくて、２０年、３０年後の糸魚川市の人口が人口推計にもあらわれておりますけれども、今、

４万４,０００人。しかし、この先いきますと、そうならないように、今、市長が一生懸命４万

４,０００人を維持するために、いろんな施策を打っておりますが、人口減少は粛々とやってまい

ります。私も、大体そのころにはもう、人口減の真っただ中に入っておりますけれども、約３万

６,０００人台に入ってくるのではないかということを危惧しております。 

それと、財政です。とても財政が、人口が減れば減るほど財政が困難になってくることも、この

指針の中にうたわれております。乏しい財源になっていくということも、この総合管理指針の中に

もうたわれておるということで、実は今回、高速道路にかかる跨道橋に特化して質問させていただ

いていきますけれども、これらを踏まえて質問をさせていただいていることを、ご承知していただ

くとありがたいと思います。 
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まず１点目、供用開始から約３０年になります。それで、コンクリートの寿命、一部老朽化とい

うこと、先ほど市長のほうからも説明ありましたが、市内に、まず基本的なことをお伺いいたしま

すが、跨道橋は青海、糸魚川、能生で各何本ずつありますでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

見辺建設課長。 〔建設課長 見辺 太君登壇〕 

○建設課長（見辺 太君） 

おはようございます。 

お答えします。 

高速道路にかかる跨道橋につきましては、能生地域に２本、それから糸魚川地域には１４本、青

海地域にはございません。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 

○２番（笠原幸江君） 

青海地域にはゼロで、糸魚川１４本、それから能生が２本ということでありますが、３０年前に

このような形で便利になりました。しかし、今、何が実際に出てきているかというと、３０年前の

人口、それはある程度利用している人たちも減ってきているということが、約３０年たって、こう

いう実態であらわれてきているわけです。 

今、一部老朽化しているとおっしゃっておりますが、その一部老朽化の現状を聞かせてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

見辺建設課長。 〔建設課長 見辺 太君登壇〕 

○建設課長（見辺 太君） 

高速道路にかかる橋につきましては、平成２４年に一度、全橋を点検いたしております。その中

で２橋、市道橋と農道橋でございますが、それについてコンクリートの剥離が一部発見されまして、

その部分を平成２５年度にシートでもって覆って、高速道路の下に落下しないような形にというこ

とで、平成２５年度に補修工事を行っております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 

○２番（笠原幸江君） 

もうそろそろ、場所によって塩害とかさまざまな要件は、それぞれその場所その場所によって違

うと思うんですけれども、既に３０年近くなって２橋、老朽化が目に見えるような形であらわれて

きているということは、ほかの場所、あるいはあと１６橋といいますか、そこにも随時、今後出て

くる可能性が高いということが、皆さんの検査の結果でわかっておりますよね。 
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じゃ、この検査、２番の定期点検はどのようにして行っているか、道路交通法の改正がありまし

て５年に１回ということでありました。５年に１回で、この改定が平成２５年の９月に改定されて

おりますけれども、５年に１回の検査で、その前は新しく高速道路の跨道橋ができてから、それは

何年に１回ずつ、今、５年というのは私、理解してるんですが、その前は何年に１回ずつは検査さ

れてたものなんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

見辺建設課長。 〔建設課長 見辺 太君登壇〕 

○建設課長（見辺 太君） 

橋梁の点検につきましては、最近といいましても平成１０年代ごろから橋梁の老朽化、全国的な

問題でございますが、非常に問題視されてきておりました。そんな中で、国交省のほうからも、い

ろいろと点検をしなさいという指導もございまして、５年に１度といったものにつきましては、平

成２６年度、これは中央道の笹子トンネルの事故に起因して道路法が改正されまして、平成２６年

７月から５年に１度の点検といったことでございますが、それ以前は何年に１度といったことでは

ないですけども、点検をするように指導がありました。 

糸魚川市におきましても近々でいいますと、平成１９年からそれぞれ代表的な橋から順に点検を

始めておりまして、平成２３年までに、これは遠方目視といいまして遠くから見ると。傷んでない

か、遠くから見るという簡単なものも含めて５００橋を点検いたしております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 

○２番（笠原幸江君） 

平成１９年から随時目視をされてきておると、今、説明ありましたけれども、実は高速道路を利

用するときに、やはり糸魚川市の中に跨道橋がたくさん多いということが何げなく、ここにもある

ここにもあるという感じで、私も承知しております。最近は、高速バスで新潟とかあちらへ出向く

ときは、その通るたんびに天井を見ながら関心を持つようになりました。とっても関心を持つよう

に、先ほど課長がおっしゃったように、中央道の笹子トンネルがあって、多くの方が犠牲になられ

て以来、私も随分こういうものに関心を持つようになりまして、車に乗ってても上見るだけでは安

全もままならぬということもあるので、関心を持つようになってきました。 

それで、点検された後、１本１本にそのデータというのは蓄積されて、そのデータは当市だけの

管理で行ってるのか、その点検されたものは国とか県とかへ上げなくてもいいのか、そこの見解を

聞かせてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

見辺建設課長。 〔建設課長 見辺 太君登壇〕 

○建設課長（見辺 太君） 

点検結果のデータにつきましては当市で保管し、当市で有効活用といいますか、している状況で
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ございます。ほかには出しておりません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 

○２番（笠原幸江君） 

そうしますと、当市で全て管理をしているということは、全て糸魚川市で責任を持つという理解

でよろしいでしょうか。例えば、跨道橋から老朽化された落下物が高速道路に落ちて、そのとき先

に車が通過して、その車を傷めた、あるいは事故になったというときは、全て当市がその分を責任

を持つという理解でよろしいでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

見辺建設課長。 〔建設課長 見辺 太君登壇〕 

○建設課長（見辺 太君） 

お答えします。 

この橋につきましては、道路公団から市が譲り受けまして、市のものとなっております。道路管

理者たる糸魚川市が責任を持つという形でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 

○２番（笠原幸江君） 

そうしますと、３０年経過してまいりました。先ほども一部、２橋については老朽化が目立って

きたという話を聞いており、それ、とても大事なことで。そうしますと、今、３番目に入りますけ

れども、現在使われる頻度の少ない跨道橋は、今後、先ほども市長の答弁では計画的にということ

だったんだけれども、もうそんな待ってる時間がなくなってきてると思いますが、頻度の少ない跨

道橋は今どれぐらい、データの中で何本ぐらいあるというふうにして管理していらっしゃいますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

おはようございます。 

１６橋のうち、建設課のほうで管理しておりますのが９つでございまして、残りの７つが商工農

林水産課のほうで管理しております。両方の課にまたがりますので、私のほうから今、議員の質問

についてお答えをさせていただきますけども、１６橋のうち橋梁長寿命化計画の中に、１０年間の

間に１１橋、計画を入れてあります。残りの５橋につきましては、その１０年の先ということでご

ざいまして、今、長寿命化計画の中にはそのように位置づけて、修繕計画を捉えているということ

でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 
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笠原議員。 

○２番（笠原幸江君） 

１１橋。そうしますと、これは１１橋を今後、撤去の方向で進んでいくということでありますけ

れども、この１１橋、７つが商工農林水産課ということなんですけれども、ということは、いわゆ

る農道あるいは林道、それらがこの中に入っていると理解して、この図面の中にもうたわれており

ますけれども、そうしますとこの中で、近々に撤去をしなければいけない跨道橋というのは何本あ

りますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

見辺建設課長。 〔建設課長 見辺 太君登壇〕 

○建設課長（見辺 太君） 

お答えします。 

１６橋のうち、１０年間で補修を予定しておるのは１１橋でございます。それで、それ以外が

１０年以降という形で、それはあくまでも健全度の話でございまして、撤去をしようと今現在考え

ておるのは７橋でございます。７橋を撤去したいというふうに考えておりますが、これにつきまし

ては、平成２４年度に点検を行っておりますが、その後、これから平成２９年・３０年２カ年にわ

たりまして、さらにもう一回点検を行って、もう５年もたっておりますのでさらに点検を行って、

その新たな点検結果を見まして、それから交通量もしっかりと確認した上で、地元の皆さんのご意

見もお伺いしながら、どの橋を撤去するかということを、今後考えていきたいということでござい

ます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 

○２番（笠原幸江君） 

候補として１１橋挙がっているのに、平成２９・３０年度ともう一度調査をして、それから考え

るということは遅いんじゃないですか。もう、今から考えていかないと、老朽化が始まると補強、

修繕修繕でいっても、将来的に今、１１橋を目指してやってるわけだから、この図面から見ても頻

繁に短い間隔で幾つか挙がっている、跨道橋の利用者が少なくなってきているということなので、

その調査に行ったときにいつごろ、春・夏・秋・冬のうちのどの辺に調査に入るものなんですか。

そこが確かに使われているかどうかというのは、今現在ではわからないですか。それ、聞かせてく

ださい。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

見辺建設課長。 〔建設課長 見辺 太君登壇〕 

○建設課長（見辺 太君） 

お答えします。 
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それで、今後の予定につきましては、先ほど平成２９・３０年ということでお話しさせていただ

きましたが、そこでもってまず、平成２４年に点検をした後、どの程度老朽化が進んでいるか。そ

の進みぐあいによって早く撤去しないと、あるいは補修しないと落ちてしまう、事故になってしま

う危険性のある橋があるかもしれませんから、まず点検をした上で、その落橋あるいは補修といっ

たものを、選択していきたいというふうに考えております。 

それから交通量につきましては、平成２７年の１１月に一部交通量調査を行っております。その

中では、糸魚川中学校のグラウンドの横を通る美山に上がっていくメーンの橋、道路がございます

が、大野糸魚川２号線ということで、その橋が松ノ木原橋ということでございますが、そこには自

動車は１日に１,３７５台通っております。人・２輪車も１８３おります。それからあと、後生山

線という道路で後生山橋がございます。これは、蓮台寺パーキングへ向かう道路でございまして、

ここは自動車としては５６７台、人としては３１人というふうに捉えております。ほかは、ほとん

ど測定はしておりませんが、一部測定をしたところにつきましては、二、三十台の車両の運行があ

ったものと、あと１０人以下の人が通ったといったような状況でございます。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 

○２番（笠原幸江君） 

人が通って、その跨道橋を渡って次、作業するとか、あるいは畑があったり田んぼがあったり、

生活の道路になっているところであれば、それは修繕して住民の方たちに使っていただかなければ

いけないんですけれども、明らかに橋はあるんだけど、反対側には余り耕作地もなくなったりとか、

人が住んでなかったりとか、そういう橋はないんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

撤去を検討する跨道橋の数が７橋でございまして、このうち農道橋が３橋、農業用水路橋が３つ

でございます。高速道路の計画がされて、このように跨道橋を建設をしていただいたわけでありま

すけども、その当時の用地の利用の形態と、今の用地の利用の形態が違いますので、状況を確認す

る中で撤去についても検討していく橋梁は出てくるというふうに考えております。市長の１回目の

答弁でもございましたけども、この長寿命化計画、関係する地区にこの計画をもってまず説明をす

る中で、詳細の設計、検討していきたいというふうなことで考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 

○２番（笠原幸江君） 

私も少し取り越し苦労になるのかもしれませんけれども、跨道橋、山からここらだったり、南か
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ら北側に跨道橋がついてるわけですが、明らかにそこの生活圏だとか、あるいは畑・田んぼ、今、

耕作できなくなっている土地があるとしたならば、そこの場所から行き来ができなくなった場合に、

動物の道になってはいないでしょうかという心配をしております。民家のほうに、あるいは人里の

ほうにおりてくるときの交通が、人や車でなくて、動物が行き来するようなところはないですかと

お聞きすればよかったんですけど、そういうところは今のところないですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

けもの道に化していないかということでございますけども、そのようなところはないかと思って

おります。 

ただ、先ほど答弁しましたように、高速道路建設の当時の用地の利用の形態と、今の利用の形態

が変わってきておりますので、その状況をしっかりと把握する中で、撤去についても検討していく

必要があるんじゃないかなというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 

○２番（笠原幸江君） 

しっかりと調査をして、将来的には撤去を目的としている跨道橋もあるわけです。 

実は私、木浦のところにある屋知橋という橋に行ってきました。行くにはちょっと急峻で、農作

業したりとか、近くの人たちがとてもきれいにやぶ刈りしてあって、とてもきれいになってました。

それから、ただ、橋を渡って反対側に行ったときに不便というか、余り使われてないそういう環境

を目の当たりにしたとき、すごく行くまでは急峻で、やぶ刈りがとてもきれいにしてあって、この

やぶ刈りというのは地域の人たちが管理を一生懸命やってらっしゃるというのを見てきたんですけ

れども、大事にしてらっしゃる橋なのかなと思って上っていったら、反対側はやはり荒れていって

いました。側道もありますので、遠回りすればそこに行けないことはないんだけど、あるけども不

便を感じているんじゃないかなと思っておりますが、この屋知橋については、このデータから見る

と農林水産課の担当になってるんですけど、実際に行かれたことはあって、あそこの橋、高速跨道

橋が修理されておりました。実は天井のほうに、実際高速道路に行って通るときに上を見たら、き

ちりと整備されてたんですけど、あれは一体どれぐらい予算かけてやったものなんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

今、お話いただきました屋知橋につきましては、鬼舞の集落付近に高速道路をまたいでおる橋梁

でございます。この橋梁につきましては、平成２５年に１２６万円かけまして、先ほど建設課長が

答弁しましたように、高密度のポリエチレンネットを設置して剥落の防止工事を終わらせたところ

でございます。特に、この地形から北西の潮風が非常に強く、橋梁の壁面も富山方面の壁面と上越
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方面の壁面で色が変わるほど、やはり塩害が生じていたというところでございます。そのようなこ

とから、剥落防止工事をさせていただいたところであります。 

今、お話ありましたように、高速道路を挟みまして側道が北側と南側に整備されています。お話

にありましたように、地域の皆さんが草刈りをして管理をしていただいているわけでありますけど

も、上部の屋知橋の越えたところの農地につきましては、さほど今、農地としての利用は大きく目

立っておりません。 

それから、屋知橋に行く手前で側道間を結ぶアンダーのボックスが２カ所ございます。そういう

ことからしますと、今後の農地利用等を考えて、地元とお話をしながら撤去するということも考え

ていかなきゃいけない橋梁でないかなというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 

○２番（笠原幸江君） 

高速道路北陸道ができまして３０年近く。この屋知橋が、今２８年、１９８８年の１月に完成さ

れたものなんですけれども、高速道路にかかる跨道橋というのは事例といいますか、撤去された事

例というのは実際にあるものなのか、建設課のほうで確認というか情報が入ってるものなのか、聞

かせていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

見辺建設課長。 〔建設課長 見辺 太君登壇〕 

○建設課長（見辺 太君） 

お答えします。 

直接、全国に確認したわけではございませんが、インターネット等で調べますと、中央道であっ

たり関越道で実際に撤去をしておるとか、撤去の計画があるといったものがございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 

○２番（笠原幸江君） 

それでは、４番目のところに入りますが、国からの財源確保はどうなってるかということなんで

すが、１回目の質問で市長が答弁してくださったように優良債、このデータで見ますと優良債の種

類というのは３本くらいありまして、手当てされてるんですが、優良債といってもこれ、皆、借金

になるわけで、一般財源的に当市にかける割合というのも、このデータの中からは出ております。

１０年後先のデータもしっかりと出てきておりました。１０年で３１億円かかります。もちろん地

方債とか国庫支出金、それから一般財源も入れてでありますけれども合計で３１億円。５橋を除い

ての計算でありますけれども、この表を見ますと、いかに一般財源が乏しいかということが一目瞭

然わかります。 

ところで、国はいつまでこれを高速道路にかかる跨道橋に対して保証していただけるかどうかと
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いう、優良債についての見通しというのはどうなんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

お答えいたします。 

今、当市で橋梁等の修繕に使っている地方債については、主に過疎債というものを使っておりま

す。過疎債については、補助残の１００％充当で後年度交付税で７割補てんされるというものであ

ります。過疎債については、法定期間が定められて延長延長という形できておりますので、いつま

でということははっきりは言えませんけれども、当面は大丈夫だと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 

○２番（笠原幸江君） 

そうです。これは１０年先なんですけど、私、冒頭でも言いましたが、将来の人口推計が私の中

では約３万６,０００人ぐらいに入っていくだろうという予測をしておりますが、その人口規模が

５年ごと５年ごと追っていくうちに、財政が大きく逼迫していくことは間違いなくこれにもうたっ

てあるわけだからいいんですけど、大丈夫だろうという考え、課長の今、答弁ありましたけれど、

私は大丈夫じゃないと思って質問させていただいてるんですが、過疎債を充当しているといっても、

高速道路の跨道橋だけにかけるわけじゃなくて、市内にあるさまざまな橋梁、あるいは道路全てに

かかってくる計算になってますから、跨道橋だけを突出してどうこうしなさいということは言いま

せんけれども、今から準備しなければいけないんじゃないかなと思ってるんですけども、大丈夫と

いうのは安心していいんでしょうか、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

お答えいたします。 

先ほど、私が大丈夫と言ったのは、過疎債の制度が存続するだろうという意味で大丈夫という表

現を使いましたけれども、当市の財政運営として大丈夫かというと、笠原議員ご心配のとおり、や

はり人口減少というのは市税や、それから普通交付税、そういったものにもかかわってまいります

ので、そういう中では、今回の第２次総合計画の中でも重点課題としておりますけれども、人口減

少社会に対応したまちづくり、そういう中で施設の適正配置や効率的な管理、そういったものも進

めていかなければならないと思ってますし、また将来に備えるという意味で、ことしの３月に公共

施設等の総合管理基金というものを設置しております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 
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○２番（笠原幸江君） 

５番目のほうに入りますが、先ほど市長のほうからも、ある程度、地区の関係者へ説明できるよ

うな状態になれば説明をしていきますということでありました。ぜひ、私は近々の課題だと思って

おります。地区に入って説明しても５年、６年あるいはもう少しかかるかもしれない。お互いに理

解を深めていくには今からやらないと、計画の中にはもう撤去する検討に入ってるわけですから、

時間をかけて地区の皆さんと、地区の皆さんイコール地域の皆さん全員がわかるような形で説明に

入っていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思っておりますがいかがでしょうか。

しっかりやっていただけるでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

見辺建設課長。 〔建設課長 見辺 太君登壇〕 

○建設課長（見辺 太君） 

お答えします。 

平成２９・３０年に、先ほど点検をしますというお話をさせていただきましたが、その前にやは

り議員言われるように、早いうちにこれから地元に入ってご説明をさせていただいて、地元として

どの橋が重要なのかといったこともよくお聞きしながら、その上で点検結果を踏まえて計画を策定

してまいりたいというふうに考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 

○２番（笠原幸江君） 

よろしくお願いいたします。 

６番目に入ります。高速道路の跨道橋の、私は基金積み立てを今から。先ほど総合管理基金を充

当するということでありますが、充当するといっても跨道橋だけに使うわけじゃないし全体に係る

公共施設でありますから、とてもそれだけで賄い切れるようなものではないし、特にこの指針を見

ますと今、私、橋梁長寿命化のほうだけをやってますけれども、この１ページのところに公共施設

全体の管理に関する上位計画として、総合計画などとして位置づけていくということを書いてあっ

て、今後策定する各種個別計画という言葉が上がってるんですが、この各種個別計画というのは、

まさに今、橋梁長寿命化計画のこういうものがその１つではないかと思うんですけれども、企画財

政課長にお聞きしますけど、各種個別計画というのは、もう当然できてるんですよね。私、今これ

だけを見て言ってるんですけど、幾つかあると思うんですができてますよね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

お答えいたします。 

長寿命化計画については、国の方でも今、非常に力を入れております。橋梁も学校もそうなんで
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すけれども、こういった長寿命化計画をつくらないと補助対象にはしませんよという、そういう形

で進んでおりますので、そういった財源対策として必要なものについてはもう先行して長寿命化計

画はつくられております。 

それ以外にもやはり、公民館とかいろんな施設ありますので、そういった施設についても長寿命

化計画をつくるようにということで、各課のほうへ指示を出しておりまして、おおむね２年間以内

には各施設においた長寿命化をつくるようにということで考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 

○２番（笠原幸江君） 

ということは、まだあと２年ぐらいかかるということで。できてるのは、橋梁長寿命化計画だけ

ができていて、ほかのはまだできていないというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

お答えします。 

私の今、頭の中にある限りでは、あと学校のほうでもできていると思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

見辺建設課長。 〔建設課長 見辺 太君登壇〕 

○建設課長（見辺 太君） 

お答えします。 

建設課におきまして、公営住宅長寿命化計画というものを平成２６年の３月、それから公園施設

長寿命化計画というものを、これも同じく平成２６年３月に策定いたしております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 

○２番（笠原幸江君） 

私、何でしつこく聞いているかというと、高速道路跨道橋の基金を積み立てて、今から準備した

らどうですかと言ったら、総合管理基金を充当するとおっしゃるものですから、ほかのところも全

部できておればもう、それにも充当しなければいけない。今、建設課のほうで２点ほど入れて長寿

命化計画がもうできていると言うから、それだったらわかるんですけれども、まだこれから２年先

といったら総合計画にも影響してくるんじゃないかなと、ちょっと今、瞬間に一抹の不安を覚えた

んですが、もう既にこれできてなければいけない。これをもとに、これを基本にして各さまざまな

各種個別計画というのができ上がっていかなきゃいけないとこれに書いてある、これを基本としま

しょうと書いてあるんだけど、建設課のほうが早い対応で、早く手を挙げなさいとこれには全国的
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な課題として、国は平成２６年の４月、公共施設などを総合的にかつ計画的に管理するために、公

共施設など総合管理計画を速やかに策定するようにというからこれは間違いないんだけれども、お

金のことになると心配になってくるので、私は高速道路の跨道橋を撤去するための基金を今から準

備されたらどうかなと思っておりますが、高速道路には減価償却というその計算方法というのはな

いものなんでしょうか、聞かせてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤産業部長。 〔産業部長 斉藤隆一君登壇〕 

○産業部長（斉藤隆一君） 

ご質問の減価償却という考え方は、高速道路についても持っておりません、ありません。 

ただ、笠原議員が一番ご心配いただいているのは財政的な面で、もちろん橋梁だけがインフラ資

産でありませんので、インフラ資産も今、公共施設等総合管理指針の中にしっかり位置づけをして

おりますけれども、そのうちの今、ほんの一部が高速道路にかかる橋の修繕であったり撤去という

位置づけでありますので、このことは、前段のご質問でもありましたしっかりと財源確保していく

という話の中に尽きるわけですけれども、国の補助金・交付金それから優良債・過疎債になります

けれども、こういった手当をしっかりしていくことで、必ずしも基金がなければできないというこ

とにはならないような財政面での手当てをしっかりまた、国へ声を上げていくということが一方で

は必要だというふうに考えています。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 

○２番（笠原幸江君） 

国も元気で地方も元気であれば、２０年・３０年先を保証できるかと思うんですが、今、国も大

変厳しい状態。それから、地方も少子化によって厳しい状態であります。一番かかる跨道橋の撤去

も検討に入っていかなければいけない時期に、少しずつでも基金を積んでいったほうが、それに充

当できるかなというふうな考えでありますが、この基金を積むとか積まないとか、取り扱うとかと

いうのはどなたが決めるものなんですか。行政の中では誰が、これを決めていこう、これはやっと

かなきゃいけないぞというのはどなたが指示されるものなんですか、聞かせてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

ここまで、笠原議員のほうから話がありましたように、公共施設の総合管理指針をことしの春、

策定いたしまして、全体的に糸魚川市の中にインフラ、それから公共施設、たくさんあります。お

っしゃられるように、このまま２０年・３０年先まで維持することは困難だよというのが、この指

針の中にうたっております。 

そういう中におきまして、インフラ等は長寿命化を保てるように点検等をしながら使っていくん
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だけれども、総量的には人口規模に応じて落としていく必要があるというような観点で進めており

ます。 

そういう中において、財源の問題でございますが、今後、特に２０年・３０年後に更新の費用が

非常にかかるというのが、指針の中にも書いてございます。総体的な全体的な施設の更新に充てる

ために、先ほど企画財政課長のほうでも申し上げております総合管理基金というものを充当してお

ります。それぞれの分野ごとに基金を持つのも１つの考え方でございますけれども、公共施設全体

を更新する計画の中で総合的な基金を持って、財政運営の一部に将来的に充当していこうと。その

間に有利な国からの補助制度、あるいは有利な起債、これらを含めながら、長期財政見通しを

１０年間立てておりますが、それを長期財政見通しの中で見直しをしながら当面の５年・１０年の

財政計画もその中で考えて、長期的な視点と中期的な視点と両方を兼ね備えながら、財源対策をと

ってまいりたいというふうに考えて基金をつくってございます。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 

○２番（笠原幸江君） 

合併から１１年です。もう既に、公共施設総合管理指針の中にもたくさん、今おっしゃられたよ

うな跨道橋だけじゃないんです。私、きょうは跨道橋だけを突出して質問しておりますが、総合管

理基金その中で賄うということは容易じゃないです。だって、まだ行政改革だって道半ばでしょう。

平成１７年に合併したときから行政改革、行政改革とやってきたのにもかかわらず、その方向がま

だ見えてないじゃないですか。その中にも、たくさん施設あります。それがまだそのまま残ってい

るわけだから、その中でその総合管理基金を充当していくといっても、なかなか跨道橋の撤去とい

うのは大変な作業になると思うんですね。その中も全部含めてやるという、そのほかにまた市道が

あったりとか、先ほど私も一般質問の冒頭で言いましたが、あれだけの数、橋があったり、建設課

だけでお話しするだけではいかないかもしれない６００の橋が、そのほかにまだ見えない橋がある

わけでしょう。それの中をこの１つで絡めてやるというんじゃなくて、しっかりと見据えてやらな

いと、子供たちあるいは次世代に負の資産を残していくわけにいかないと思うんですよね。だから、

しっかりとそれを決める、私、先ほど誰が決めるんですかと言ったけど、金子部長は誰が決めると

はおっしゃらなかったんですけど、市長いかがですか。やはり将来、自分たちの子供たち、孫やそ

の子供たちにそういうインフラ資産、あるいはこの総合公共施設に係る基金が幾らあっても足らな

い時代に入ってきてます。心配しております。財政がだんだん厳しくなってきている中で、ぜひ、

市長のご決断を聞かせていただきたいんですけどいかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

今、問題いただいております高速道路の跨道橋につきましては、今、使われていないところはも
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う撤去するというのありきで話をしておるんですが、やはり設立の目的また、ある一定の基準でつ

くられておるこの施設でございますので、使われなくなったからではなくて、撤去しなくちゃいけ

ないぐらい老朽化してきたらどうするのか。今は撤去する数も入れておるんですが、まだまだそう

いうところには行っておりません。そういう中で、我々は全体的な中で捉えていくべきであろうと

思っておりますし、当然、危険なものになったらもうそれはやらなくちゃいけないんですが、逆に

撤去するよりも、やはり多少の維持管理、メンテナンスの中でこの延命ができるとしたら、またさ

らに続けていくものもあろうかと思うわけであります。最終的なやはりそのところは、撤去という

ことになるんだろうと思います。それを見ながら、どれを優先的にしていくかというのはまだ、数

多い橋があるわけでございますので、そういう中で捉えていきたいと思いますし、これは全ての施

設もそうでございますが、この老朽化の中で撤去するのか存続するのか、メンテナンスの中で対応

していくのか、非常に大変な数あるわけでございますので、その辺をしっかり見据えながら進めて

いきたいと思っております。あくまでも、何年たったから壊すんだ、撤去するんだというところは

考えてございません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

笠原議員。 

○２番（笠原幸江君） 

ありがとうございました。これで私の一般質問を終わります。 

○議長（倉又 稔君） 

以上で、笠原議員の質問が終わりました。 

関連質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

関連質問なしと認めます。 

次に、吉川慶一議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 〔１番 吉川慶一君登壇〕 

○１番（吉川慶一君） 

おはようございます。 

創生クラブの吉川慶一です。よろしくお願いいたします。 

１、糸魚川市の農業の持続と農地の維持について。 

当市は、耕作条件が厳しい中山間地域を多く抱えており、担い手も６５歳以上の割合が８０％を

超えております。農家の高齢化、米価の下落で農業を引き継ぐ人が減少しております。また、農業

資材の高騰で経営に一層厳しさを増しています。集落営農でコスト低減を狙って作業手数料などを

下げなければやっていけない状況となっています。山間地域の集落がこれからも存続するためにも、

農業の持続が不可欠であります。 

また、農業を取り巻く環境は、不安定な需給による米価の下落、平成３０年から国による米の生
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産目標数量配分と米の直接支払交付金の廃止、ＴＰＰによる将来的不安など、特に稲作を中心とす

る当市の農業に大きな影響を及ぼす懸念があります。以下のことについてお伺いします。 

(1) 中山間地域の農業の持続について。 

① 中山間地域の農業を持続させるための課題は何か。 

② どのような施策を行い、今後どのような展開を図るか。 

(2) 平成３０年度から米政策が大きく転換されることについて。 

① 国による米の生産調整が廃止されるが、農家にとってどのような影響があるか。 

② 当市としての対応と対策はどのように行うのか。 

③ 糸魚川産米の販売と消費拡大の取り組みはどのように行うのか。 

(3) 農地の維持・保全について。 

① 耕作放棄が進む現状をどう捉えているか。 

② 営農を持続するための基盤整備についてどうか。 

③ 基盤整備における地元負担、完了までの長い事業期間についてどうか。 

④ 耕作放棄地とならないための対応についてどうか。 

２、市民の健康と医療受診について 

市民の高齢化と人口減少化が大きな社会問題となっています。健康を保つためにも、病気の早期

発見・治療が重要であります。また、医療保険料と介護保険料が年々負担増になることが予想され

ます。市民が健康を維持していくためにどのような指導を行うのか、地域医療についてお伺いしま

す。 

(1) 市民の受診（ドック）状況の推移と結果について。 

(2) 再検診の状況と市内と市外の再検の実施状況について。 

(3) 医療費の推移と今後の予測について。 

(4) 医療費の削減対策について。 

(5) 糸魚川市の基幹病院の受診状況について。 

(6) 市内２次病院の機能の現状と課題について。 

(7) 糸魚川総合病院の医師確保への糸魚川市医師会の協力に感謝しておりますが、医師確保の

今後の対応について。 

(8) 市民の成人病対策の健康維持のための指導メニューの計画について。 

(9) 健康福祉施設の利用状況と施設の必要性について。 

(10)健康施設の利用者数と指導者の確保について。 

(11)運動施設（スポーツ施設）の利用方法と各運動コースのプランについて。 

(12)新潟県のドクターヘリの今後の運用計画と隣県との広域運用についての課題は何か。 

１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

吉川議員のご質問にお答えいたします。 
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１番目の１点目につきましては、日本型直接支払制度をフルに活用し、農村環境の保全活動や農

業用水路等の長寿命化を支援しております。 

２点目の１つ目につきましては、国が策定する需給見通し等を踏まえつつ、生産者がみずからの

経営判断や販売戦略に基づいた作付が必要になります。 

２つ目につきましては、県及び出荷業者の動向について情報収集をするとともに、ＪＡを初め関

係機関と検討を進めております。 

３つ目につきましては、エコライス栽培等のこの糸魚川産米のブランド化を進めるとともに、消

費拡大を市民に呼びかけたいと考えております。 

３点目の１つ目につきましては、農地の持つ多面的機能が阻害されるだけではなくて、集落の存

続にもかかわる大きな課題と捉えております。 

２つ目につきましては、担い手への農地集積や圃場の大区画化を推進する必要があると考えてお

ります。 

３つ目につきましては、地元負担率を軽減するとともに事業期間の短縮について、国、県に要望

してまいります。 

４つ目につきましては、担い手への農地集積や基盤整備の推進と、山菜やヨモギなどの地域振興

作物の導入を促進しております。 

２番目の１点目につきましては、各種検診の受診率は向上いたしており、さらに新規受診者の増

加を図るなど、向上に努めております。 

２点目につきましては、精密検査の受診状況はおおむね９０％から９５％で、ほとんどが市内の

医療機関を受診いたしております。 

３点目につきましては、国保加入者の１人当たり医療費は年々増加いたしており、県平均よりも

高い状況が続いております。 

６５歳以上の割合は年々増加する中で、この傾向は続くものと考えております。 

４点目につきましては、検診受診率の向上を図り、早期発見・早期治療につなげ、重症化予防に

努めております。 

５点目につきましては、通院の患者数は減少傾向となっておりますが、入院患者数は前年並みと

なっております。 

６点目につきましては、糸魚川総合病院において救急医療体制を確保しており、受け入れ実績は

増加をいたしております。 

非常勤医師が不在の脳神経外科については、市外搬送も多く課題となっております。 

７点目につきましては、大学への要望活動を県と一緒に継続するとともに、研修医や総合診療医

の育成支援や修学資金貸与事業により医師確保に努めております。 

８点目につきましては、第２次健康いといがわ２１に基づいて、高血圧や慢性腎臓病対策等の健

康づくり施策を実施いたしております。 

９点目から１１点目につきましては、健康づくりセンターの利用は年々増加傾向で、平成２７年

度は約８万４,０００人の方からご利用いただいており、指導者については指定管理者が育成をし、

スキルアップを図っております。 

また、フィットネスルームでのトレーニングやスタジオで豊富な運動メニューを提供いたしてお
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ります。 

１２点目につきましては、来春に２機目の快速型ドクターヘリが配備される予定で、全県３０分

圏内となっておりますが、隣県との広域連携についても県に要望いたしております。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

２回目の質問、よろしくお願いいたします。 

市長からいろいろ答弁いただいたんですが、若干詳細をお伺いたします。 

地域農業を守るために、担い手不足が非常に問題になっておりまして、多くを考えなければなら

ないと思っておった。若い人が、やはり農業を続けていただきたい、担い手になっていただきたい

ということですが、問題はやはり重労働と収入が低く安定しないと聞いております。それとか集約

の土地の確保が難しくなるとしておりますが、こういう問題に対して市としてどのような対策を考

えておられますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

当市におけます、中山間地農業は非常に大きな課題と捉えております。特に担い手の問題につき

ましては、長期かつ複数の対策が必要となると考えております。 

まずは、所得の向上が第一でありまして、農地の集積・集約化、経営の複合化・多角化を進める

必要があると思いますし、雇用の受け皿となります農業生産法人の育成も必要と考えております。 

また、担い手を定着するにはやはり行政や関係機関だけでなくて、地域の支援も必要不可欠であ

りまして、市民とともに推進していく必要があるというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

そのように思いますが、しかし、市内には中山間地が大変多ございます。これに耕作方法を具体

的に指導するのをどのようにお考えでしょうか。事例がありますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 
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○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

糸魚川市の水稲、田んぼの状況からしますと、河川沿いに非常に圃場が多いという土質の問題、

それからここ２年ほど、台風によることの白穂の被害等ございました。県内でも、単収は県の平均

よりも低い状況にございます。 

そういう中で、農協と一緒になってきめ細かな指導をするということを、今、徹底しておるとこ

ろであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

具体策方法として、ぜひ、そういうことを進めていただきたいと思います。農家の方は、やはり

大変でございますので、そこでもう一歩踏み込んで、農業支援として農地中間管理機構、この集積

の進捗状況をお聞きしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

農地中間管理機構、スタートした当時は非常に集積・集約が面積的に延びなかったわけでありま

すけれども、平成２７年度末現在におきましては、農地中間管理機構の機構から担い手のほうへの

転貸面積が４３ヘクタールとなっておりまして、前年の３倍に延びているという状況でございまし

て、全国的にもやはり農地中間管理機構の利用が伸びているという状況と当市の状況を比べますと、

粛々と進んでいるのかなというふうに感じております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

農地集積は、特に中山間地の山間部は非常にいいと思うんですが、平地部、この辺が若干まだ進

みが悪いんじゃないかなと思っておりますが、ぜひ、そういう事例をもとにして進めていただきた

いなと思っております。 

続きまして、これの補助事業で小規模農地に対する補助はどのように行われておるのか。集落農

業の組織化支援の課題等々はどうでしょうか、お伺いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

１つ目の小規模農地に対する支援ということでございますけども、県単の補助事業を使いました

り、あるいは農地が災害に遭った場合には、市単独の災害復旧費用も用意しておるところでござい

ますし、また、地域の皆さんが農業用施設などを修理する際の補助につきましても、ここ数年前か
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ら９割を補助して、地元が１割負担というふうな状況で支援させていただいておるところでござい

ます。 

２点目の集落営農についてでございますけども、組織化の課題についてはしっかりと問題と捉え

ておりますけども、やはり個々の経営を継続したいという方々が多いように見られます。機械や経

営を１つにして取り組もうというところには、少し抵抗があるのかなというふうに考えております。

個々の経営を存続させながら、農作業の受委託や、リタイアした方々の受け皿となるような集落組

織をつくっていく必要があるなというふうに考えておりまして、今、呼びかけているところでござ

います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

ぜひ、集落営農の組織化を進めていただきたいと思っております。やはり、支援がないとなかな

か農家の人たちは、うまく話に乗ってくれないのかなと思っております。ぜひ、よろしくお願いし

ます。 

それから続きまして、最近、鳥獣被害がこう聞いております。鳥獣被害の対策、イノシシ、熊、

猿、ことしは特に多く出ておるんじゃないかなと思います。また、聞いてもおります。この対策に

ついて、お伺いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

イノシシの鳥獣害対策につきましては、主に電気柵、今、２４４キロ、市内に設置をしていただ

いております。まだまだ地元のほうからの設置の要望もいただいておるところでございます。 

それからあわせまして、今年度からでありますけども、スマートフォンを使いましたイノシシの

捕獲システム、これは四国のほうで既に取り組みをされておりまして、イノシシハンターという機

械を使いまして、スマートフォンに映し出されるイノシシの群れを、ボタン操作で群れごと捕獲し

ようというふうなシステムでございまして、今年度、糸魚川市の中で１カ所、能生の島道地区で取

り組んでいただけることになりました。その動きを見ながら、他の地域もモデルとして来年度以降

取り組んでいただけるように、お声をかけているところであります。 

いずれにいたしましても、市、また猟友会の皆さんのお力をしっかりと受けながら、鳥獣害対策

に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

大変な問題だと思っております。特に、糸魚川市内でどこの地区が一番被害が多いですか、お伺

いします。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

平成２６年と２７年度を比較しますと、平成２７年は比較的被害が少なくありました。平成

２６年度と比較して、約４割ぐらい被害が少なかったというふうに捉えております。特に、能生谷

地域も非常に多いというふうに考えておりまして、どこが一番多いかというところにつきましては、

なかなか特定はできませんけども、そのように捉えておりますし、先ほど申し上げましたように、

能生の島道地域でスマートフォンを使った捕獲システムをことし取り組みいたしますので、その状

況を見ながら被害の多い地区については、順次入れていきたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

ぜひ、状況を調査を、市内全体に情報を流していただきたいなと思います。よろしくお願いしま

す。 

続きまして、担い手の育成についてお伺いいたしますが、非常に問題、大変だなと思っておりま

す。若い担い手を育成するための施策、具体的案、お伺いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

農業を担っていただきます若手農家の皆さんとは、毎年、懇談会をさせていただいております。

ここ２週間足らずの中におきましても、４会場ぐらいで若手農業の皆さんと懇談をさせていただい

ております。個々の担い手に応じた関係機関によるケース会議を開きながら、懇談会で出た意見を

どのように行政機関で反映していけばいいかというふうな材料として、対応しているところであり

ますけども、やはり今後は、雇用の受け皿となります農業生産法人の育成、それからやはり、地域

との協働がしっかりと取り組まなければならないというふうに考えておるところであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

ぜひ、若い人が働けるような環境づくりに、ひとつ施策を設けていただきたいなと思いますんで、

よろしくお願いいたします。 

続きまして、平成３０年度から米の政策が大きく転換されると聞いております。米政策というの

は食糧管理法が改正され、生産調整、備蓄による価格の調整がされてきましたが、農作物の価格調

整は作柄の変動で、大きな過剰価格変動となっております。市として、農家保護のための対策、こ

れを具体的にどのようなお考えがあるでしょうか、お伺いいたします。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

ご質問の件につきましては、行政の中では３０年問題というふうに捉えております。生産数量目

標面積の配分がなくなるのが、平成３０年度からでございます。またあわせて、経営所得安定対策、

１０アール当たり７,５００円の交付金は平成２９年度で終わるわけでございまして、同時にその

平成３０年に大きな問題が発生してくるということを捉えております。 

特に、平成３０年産米の米政策につきましては、今、新潟県内で８ブロックに分けまして、県が

主催しながら意見交換会をさせてもらっておるところであります。まだ具体的な動きは出ておらな

いわけでありますけども、そこから出てきた意見を踏まえて、できれば平成２９年度に何か試行的

に取り組む部分がないかなというふうなところを、今、県と考えて意見交換させてもらっておると

ころであります。これにはやはり、関係機関それから農協も含めまして、しっかりと情報共有し現

状を踏まえながら、どのような政策展開がいいかというところを、今、検討させてもらっておると

ころであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

生産調整、米価の下落、これ大きく左右してまいります。やはり補助金をもらった中で農業をや

っているのは多いと思いますので、ここで交付金、補助金等に変化があるんでしょうか、お伺いい

たします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

今現在、需給調整のために主食用米をつくらずに、非主食用米をつくるとか、あるいはソバの転

作をするとかヨモギの栽培をしていただくとかいう部分に、各種の支援金・補助金・交付金が出て

おります。３０年問題を控えましてそれらの補助金が、今後どのように進んでいくのかというとこ

ろは、もう少し情報収集して、今後の政策展開に反映していきたいというふうに考えておるところ

でございます。 

いずれにいたしましても、糸魚川の中山間地農業、非常に厳しい状況でありますので、今現在、

農林水産省のほうで支援金・交付金が用意されておるわけでありますので、それをフルに活用し糸

魚川市の中山間地農業をしっかりと力強いものにするということが、今、必要なときかなというふ

うに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 
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○１番（吉川慶一君） 

ぜひ、大いに生かしていただきたいなと思います。寂しい話じゃなくて、いい話を向けていただ

きたいなと思います。 

それから、糸魚川産米の作柄、今年の。それから、管外への販売状況でどのような動きがあるか、

教えていただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

平成２７年産米につきましては、台風のフェーン現象によりまして、一等米比率が県の平均より

も下回ったという状況で、これが２年続いたわけであります。台風１０号も心配していたわけであ

りますけども、大きな被害も出ず過ぎたわけでございますけども、管外への販売の状況でございま

すけども、関東・関西それから県内ということで、大体おおむね３分の１ぐらいずつの販売の状況

になっているところであります。 

それから米価につきましては、８月３０日にＪＡひすいのほうが農家組合長会議を開いていただ

きまして、平成２８年産米の仮渡金の発表があったわけであります。一等米コシヒカリでは、昨年、

６０キロ当たり１万３,０００円でございましたけども、ことしの仮渡金では１万３,６００円とい

うことでアップされたという状況を聞いておるところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

アップ、大変喜ばしいことだと思いますが、ここで糸魚川産米のもっと消費拡大の取り組み、今

後の対応、このお考え、農協等の連携はどうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

米の消費が伸びないのは、今、日本人は年間６０キロを食べないという数字が出てきております。

やはり消費の拡大を進めなきゃならんというふうに思います。 

特に、糸魚川市で取り組んでおりますのは、「新潟米おにぎり食べようキャンペーン」。これは、

新潟県が主催しておりますけども、そのキャンペーンに手を挙げていただいております店舗数が、

今、４店舗ございます。それから、ＪＡひすいでは１週間に１回、「おわん１杯のご飯を余計食べ

ませんか」というふうな取り組みを、毎週水曜日に行っておられるそうでございます。そのような

取り組みをしっかりとＰＲしながら、米の消費の拡大につなげていきたいというふうに考えており

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 
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吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

いろいろ、あの手この手と取り組みをしていただいておるんですが、やはり消費を上げないと、

どうしても米価が下がる、やってても張りが出ないとなるわけですので、もう少し付加価値を上げ

ることをひとつ、ぜひ、やっていただきたいなと。これは行政だけでもない、農協だけでもない、

三位一体でないですか、そのようにしていただいて進めていただきたいなと思います。よろしくお

願いします。 

続きまして、農地の維持・保全について、若干お伺いいたします。 

今の農業政策で、農家が守られているだろうかという疑問も多々あります。認定農業者、法人な

ど担い手を見ても、構造政策は進んでいるとは言えません。今後、農地の流動化が進めば容易に法

人化、農業法人の実質農地の収得も可能になってくるのではないかと。こうなると、担い手に構造

政策の大きな影響も出てくるのでないかなと思います。これについて、お考えはありますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

やはり、担い手づくりに当たりましては、所得の確保がやはり重要だというふうに捉えておりま

す。そのためには、農地の流動化を進めて集積・集約化による効率的な経営を目指す必要があると

いうふうに捉えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

米価の安定が一番、価格が一番だと思っております。やはり、農業離れが大きな問題となるんで

すが、やはり農業をやっておられんて、農村から都会へ出ていくというのが大きな問題になるんじ

ゃないかなと思います。逆に、都会から来て農業をやってみたいということが、事例がありますか、

お伺いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

最近の動向といたしましては、新規就農者の動向でございますけども、最初からやはり、一人で

ひとり立ちした農家になるということじゃなくて、農業生産法人に籍を置いて技術を教えていただ

き、そこで地域とのつながりをつくり、自分でひとり立ちしていくというふうなケースが最近見ら

れますし、年間３人から４人程度の就農者が見られます。今年度におきましても、能生地域の農業

生産法人に雇用されて農業を学んでいるという女性も、お聞きしているところでございます。 

いずれにいたしましても、糸魚川市における農業は水稲が中心でありますけども、その中心の水

稲だけでは、やはり難しい面もございます。いかに冬の所得の確保をするかということが非常に大
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きな課題だというふうに捉えております。 

ただし、糸魚川のお米につきましては、非常に首都圏の皆さんからもおいしいという評価をいた

だいております。農家の皆さんには、やはり糸魚川のお米を自信を持ってつくっていただくという

ことを、しっかりとお話ししていく必要があるなというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

大変明るい話もいただいておるわけでございますが、１つだけ問題があるのは農地の放棄地。耕

作放棄がふえているということがあります。やはり問題が多々あります。非常に耕地条件が悪い、

それから農地機械が入らん、用水の確保には大変重労働だと。それとか農道が狭いとか、高齢化に

なってきた、こういう問題が出ております。なかなかこういう問題をクリアするには、非常に大変

だと思いますが、ぜひこの問題の解決に向かって、ひとつ行政からも向かっていっていただきたい

と思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

それから今、大変農家で６次産業化を推進していただいておるわけでございます。市の取り組み、

ご指導としてどのように今、指導されているのかお伺いいたしますが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

やはり農家の皆さんの所得を向上するということが、必要なことだというふうに考えております。

能生地域におけます農家レストラン、あるいはワサビの加工・販売、それから農業法人でお煎餅を

つくっているというふうなことが、最近での大きな事例だというふうに思っております。 

そのような大きな６次産業化もさることながら、やはり農家の皆さんが自分で加工品をつくりた

いというふうなところには、市の単独でわずかではありますけども支援制度も考えております。そ

のようなことを進めながら、６次産業化はやはり市内でも取り組んでいただきましたワサビにつき

ましても、非常に大きな事業規模になりました。なかなかそのような大きな事業規模というのは、

毎年毎年のように出るわけでございませんけども、小さな６次産業についてもしっかりと支援をし

ていきたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

６次産業化を進められていることはいいんですが、なかなか取り組む方も少ないわけでございま

すんで、やはりこれには米を利用した加工品、それから農作物をいかにして付加価値をつけて直販

できるかどうか。こういう商品開発と販路拡大、これをぜひ取り組んでいただくようご指導願いた

いと思いますんで、よろしくお願いいたします。この件について何かお考え、補足ありますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

補足というよりも、少し事例をご紹介させていただきます。 

ＪＡひすいの食彩館では、年間約１億２,０００万円ぐらいの売り上げがあります。そこでの米

を利用した商品としては、餅の売り上げが非常に好評だというふうなお話もお聞きしております。

また、平成２８年産米のお米から、高品質とか良食味米を区分しながら販売するということもお聞

きしておりますので、ブランド化に向けた取り組みとして、市も支援してまいりたいというふうに

考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

ぜひ、よろしくお願いします。高齢化もしてまいりますので、やはり何かで活動できるような場

もつくっていただきたいなと思いますので、今後ともお願いします。以上です。 

続きまして、２番目のほうに移らせていただきたいと思います。 

糸魚川総合病院では医師が不足、外科診療が手薄だとお聞きしております。新潟大学、富山大学

からの派遣に頼っております。糸魚川総合病院の現状としてこのままの状態が続けば、医療スタッ

フの人員削減となり、基幹病院の機能が保てなくなる懸念があります。そこで、医療スタッフの雇

用が、確保が大変重要となってまいります。 

新潟県の医療政策とし、推選や支援を受けた医師を地域基幹病院に緊急的に配備する必要がある

と推察しますが、国策として派遣できる医師が不足であれば、緊急に私は、緊急に医師を増員要請

し派遣すべきでないかと考えます。 

しかし、それを解決するには基幹病院の運営責任者の手腕をはるかに超えており、病院存続に地

元住民による何らかの社会的医療システムの要望運動が、私は必要であると思います。 

ここでお聞きいたします。地域の健康維持には病気の早期発見と運動による健康づくりかと思い

ますが、健康体制は整備されておりますか。また、当市の健康診断の受診率を教えていただきたい

と思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

健康診査は集団検診や糸魚川総合病院での検診、また市内委託医療機関での施設検診など、いろ

んな方法で受診をしていただいております。また、土曜日、日曜日の検診、がん検診と同時実施す

るなど、受けやすい体制づくりに努めております。 

受診率につきましては、特定検診は平成２７年度の速報値ですが、５０.５％です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 
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吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

５０.５％、半分の方が受けてくださっておると思いますが、やはり健康診断が質的に病気の善

悪、要するに重症になるか軽症であるかということを大きく左右するんじゃないかなと、私は思い

ます。そこで、もう少し上げる方法は、行政としてお考えはありますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

５０.５％ということで約半分の方が受けていらっしゃいますが、残り半分の方は受けていらっ

しゃらないということになりますので、未受診の方につきましては保健師等の訪問活動や、あるい

は電話等で受診勧奨をしております。また今、夏・春の検診が終わりまして今後、秋の検診に向け

まして個別に受けていない方にご案内を申し上げまして、秋の検診、ぜひ受けていただくようにし

ております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

いろんな方法でやっていただいておると思いますが、ぜひ、受けない方のどういう理由か、追跡

調査も必要だと思います。ぜひ、受けていただいて健康維持をしていただきたいと思います。 

それから続きまして、医療費が年々増加しております。また、医療費が上がってまいりました。

ここで、じゃ、医療費を減少させる施策、具体的にお考えありますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

医療費分析や検診の状況を見ますと、検診を受けていない方は検診を受けている方に比べ、約

３倍医療費が高くなっております。また、生活習慣病の占める割合が大きいことから、市民の方が

みずから健康づくりに取り組めるよう支援するとともに、検診受診率の向上と重症化を予防するこ

とが重要だと考えております。 

また、今年度は特に若い世代へのアプローチに力を入れ、生活習慣病の発症を抑制することと、

また検診結果で高血圧と判定される方が県平均を上回っていることから、高血圧対策を重点推進項

目に掲げ、取り組んでまいります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

じゃ、今の施策をひとつ方法もご検討いただいて、随時、進めていただきたいと思うのでお願い



 

－ 72 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

いたします。 

続きまして、先ほども言いましたように、糸魚川市の基幹病院の現状を聞かせていただきたいな

と思います。基幹病院の現状と受診状況についてお伺いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

外来の患者数は減少傾向となっておりますが、入院患者数は前年並みとなっております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

減少傾向と、非常に聞いたとこはいいんですが、これをどうとればいいのか、私はちょっとわか

らないのですが、人口に左右するのかみんな健康であるのかわかりませんけども、何かの施策をし

たのか、この辺ちょっとお伺いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

人口の減少もあるかと思いますが、科別に見ますとやはり、一部、常勤医師が不在になっている

科がございますので、そちらの外来ですとか減少傾向となっておりますし、また一部、外来も入院

も上昇している科もございます。全体的な患者数につきましては、減少傾向とはなっているんです

けども、先ほど申し上げましたとおり、入院患者数は前年並みとなっている状況でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

ぜひ、また減少になるように進めていただきたいと思います。 

続きまして、糸魚川病院で２次診療、要するに入院の必要性があると。この２次診療の受診状況

はどうなっておるのか、お伺いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

救急で入院となる患者さんにつきましては、全体的に減少傾向となっております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 
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○１番（吉川慶一君） 

救急患者が減ることは、大変喜ばしいことと思いますが、糸魚川病院へかからないで他の地区へ

かかるようでは、いささか疑問視されると私は思っております。ぜひ、そういう問題を、いま一度

分析をしていただきたいと思います。 

それから続きまして、糸魚川総合病院の医師が不足というのをお聞きしております。その補充と

して、糸魚川市の医師会から協力をいただいております。大変感謝申し上げるんですが、医師の不

足の問題、課題、この点についてお伺いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

医師確保については、非常に厳しい現状であると受けとめております。特に、常勤医師が不在の

診療科につきましては、救急医療の運営においても大きな課題であり、今後も病院や県とともに大

学への要望に努め、医師の偏在対策についても引き続き、国へ要望してまいりたいと考えておりま

す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

ぜひ、ご努力をいただきたいと思います。医師が不足になると、患者数も減り経営も大変になる

んじゃないかなと思いますんで、よろしくお願いします。 

それに関連しまして、地域医療体制の医師と医療技術者の確保、これをどのように行政として進

められていくのか、お伺いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

先ほど市長が答弁しました医師確保対策を進めるとともに、修学資金については積極的に周知を

図り、地元へ帰っていただける方の増加を目指したいと考えております。 

また、医師や医療技術者が働きやすい環境となるよう、病院と連携しながら取り組んでまいりた

いと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

ぜひ、重点的に進めていただきたいと思います。この件については、補助等々いろいろあると思

いますが、環境整備もしながら、ひとつ進めていただきたいと思います。 

続きまして、成人病が社会問題となっており、やはりふえております。これを少しでも軽減する
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方法とし、運動の健康づくり、これが必要となると思います。先ほど市長からも答弁ありましたが、

具体的にお伺いするということと関連し、心の健康づくりの支援体制についてお伺いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

運動につきましては、生涯学習課と連携し、スポーツの普及を図るとともに、地区運動教室の数

をふやしたりしております。また、今年度は新規に、男性限定の教室を開催するなど、運動習慣の

定着を図っております。 

心の健康づくりは、介護施設などでの研修会の開催を初め、食育のストレス対策や相談支援体制

の充実を図っております。今後も、地域や職場、家庭での見守り体制を強化するため、ゲートキー

パー養成などによる対応力向上を図ってまいりたいと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

具体的に入ると健康施設を、そうなると健康づくりの支援体制で健康施設を有効にやっぱり使っ

ていただかなきゃならんわけですが、その有効にやる方法と、指導者の確保が必要になろうかと思

います。その体制についてお伺いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

施設の利用される方の声を常に確認しながら、利用しやすい施設となるよう努めております。 

指導者につきましては、指定管理者が育成しておりまして、充足しているものと認識しておりま

す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

ということは、具体的に行政は何人ぐらいいるか把握しておりますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

現在、健康づくりセンターのほうで運動メニューを提供しているのが、約１８種類ぐらいメニュ

ーがございます。ですので、それに合わせた形で指導者が充足していると。お一人一人が、いろい

ろダブって教えていらっしゃる方もいるんですけれども、きちんとスキルアップも図りながら指導
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していただいております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

よろしくお願いします。 

続きまして、２．５次の救急医療体制についてお伺いします。 

糸魚川病院の医師減少の中、２４時間救急医療体制を確保していただいております。高齢化によ

り患者が増加しておるようにお聞きしておりますが、市外へ救急搬送もふえてるんじゃないかと思

います。市内で対応をできる体制整備、喫緊の課題と考えますが、市としてどのような対応をお考

えでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

市内で医療が完結できるよう、ハイケアユニットを整備し、より高度な医療に対応できる体制が

維持されておりますが、議員おっしゃるとおり常勤医師が不在の診療科において、市外搬送が多い

ことが課題であります。今後も医師確保に努めてまいりたいと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

今現在、糸魚川病院、土曜日が医師が不在だと思うんですが、これは市内の医師から協力をいた

だいておると。適応医師がやはりいなければ、管外、市外へ搬送になると思っていいわけでしょう

か。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

土曜日につきましては、救急対応ということで糸魚川総合病院から対応していただいております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

じゃ、２４時間対応をいただいておるという認識をしていいわけですね。 

続きまして、先ほどドクターヘリについて市長から回答ありましたように、２機目が間もなく運

用になるということでございますが、２機目になったときも近県との対応、広域運用というのは現

在のままの運用になるわけでしょうか、お伺いします。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

岩﨑市民部長。 〔市民部長 岩﨑良之君登壇〕 

○市民部長（岩﨑良之君） 

２機目につきましては、来年の２月以降からの運航となります。運航につきましては、新潟県と

してはまた近隣との連携運用もございますし、私どもとしては、県のほうには富山との連携のドク

ターヘリについても要望をしているところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

再度確認しますが、富山県等は確認しておるんですが、長野県等はどうなるんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

岩﨑市民部長。 〔市民部長 岩﨑良之君登壇〕 

○市民部長（岩﨑良之君） 

糸魚川総合病院へ富山大学から先生が来ていただいたり、実際、富山のほうへ入院される方も多

いということで、比較的富山と一番結びつきが深いことから、まず富山県を優先して連携という形

で動いておりまして、長野県については、今のところ働きかける等はしておりません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

じゃ、ひとつ新潟県と富山県が連携とれるように進めていただきたいと思います。 

最後になりますが、お願いでございますが、市内の福祉施設の防犯対策の現況についてお聞きし

たいんですが、全国的に見ますと福祉施設の不審者等々、またあります。こういう緊急時の対応マ

ニュアル、行政との連携基準はあるかお伺いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

水嶋福祉事務所長。 〔福祉事務所長 水嶋丈明君登壇〕 

○福祉事務所長（水嶋丈明君） 

神奈川県で発生いたしました障害者施設の事件につきましては、大変心が痛むところでございま

す。今回、この事件が発生した時点で、早急に市内の各福祉施設のほうに、その辺の管理の点検に

ついて指示をさせていただいたところであります。 

ただ、何でも外部と交流を閉ざすというのは、福祉施設としてちょっと違うのかなというふうに

考えておりますので、その辺も考えながら、今後も検討していきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 
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吉川議員。 

○１番（吉川慶一君） 

十分協議していただいて事故のないように、ひとつお願いしたいと思います。 

以上で、一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（倉又 稔君） 

以上で、吉川議員の質問が終わりました。 

ここで昼食時限のため暫時休憩をいたします。 

再開を午後１時といたします。 

 

〈午前１１時５９分 休憩〉 

 

〈午後１時００分 開議〉 

 

○議長（倉又 稔君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

休憩前に引き続き一般質問を行います。 

次に、古畑浩一議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 〔２０番 古畑浩一君登壇〕 

○２０番（古畑浩一君） 

奴奈川クラブの古畑浩一でございます。 

通告書に従いまして、これより一般質問を行います。 

１、柵口温泉権現荘の放漫経営の責任と今後の取り組みについて。 

柵口温泉権現荘事業をめぐっては、これまで一向に改善されない経営収支をめぐり論議され、窮

余の一策として経営の健全化を図るため、民間から支配人を登用いたしましたが、７年間で１億円

超えの累積赤字となり期待を大きく裏切る結果となりました。やはり、行政が直接やるべき事業で

はないという結論から、民間経営・指定管理へ移行すべきとする議会側の要求に対し、４億円もの

大型リニューアル後に指定管理に移行するとした方針を示したものの、予算案通過後に行政直営方

式継続へと急遽方針を転換。その際に、２年間で４,０００万円の経常利益を確約するも、初年度

で２,７００万円の赤字を計上。黒字化への約束を果たせぬまま、またも市民の血税で補填すると

いう最悪の結果となりました。 

こうした経営上の問題点を調査する中で、経営計画を策定するに当たり、何ら過去の会計上のデ

ータを分析することなく、全く根拠もない場当たり的な数値によって積算し、予算計上してきた事

実も発覚。さらに、食材の原価計算・日計表や棚卸しなど、基本的な経理も全くされていない放漫

経営の実態や、年間１,５００時間を超える時間外勤務により労働基準法違反で是正勧告を受けた

労務管理など、いたずらに支出の増額を招き、市民の信用を失墜させた支配人の現場責任及び糸魚

川市直営施設として行政の監督責任が問われ、あわせて支配人の勝手な判断による特別室の無断で
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の個人使用や、独断での飲食の無料サービス、取引業者や友人との不適切な交友関係も明らかにな

ったにもかかわらず、全く職務責任が問われないという事態は、隠蔽とすりかえ工作を組織的に行

った異常と言わざるを得ない行為であります。ずさんな管理と放漫経営を続けた罪は重く、改めて

支配人及び行政としての責任を問うものであります。 

次に、リニューアル後、１年を経過する中で目標とするノルマを達成できなかったとして、小林

支配人の契約を更新しないとする方針を公表しましたが、その後の権現荘の経営及び管理について

は、どうなっていくのか。指定管理移行の時期を前倒しにするとの方針もあわせて発表されました

が、その意図とたび重なる方針変更による混乱と責任はどうなるのかお答えいただきたい。 

また、今後の権現荘の経営については、どう健全化を図っていくのか。地元地区と地域振興につ

いて十分協議されるべきと考えるがどうか。 

(1) 権現荘事業に対する経営実態の調査と赤字に至る経緯と原因について。 

① なぜ赤字となったのか。検証結果をお聞かせください。 

② 食材原価率はどのように計算されていたのか。宿泊・日帰り宴会別にお聞かせください。 

③ 来れば来るほど赤字になるとした、日帰り入浴客の収支計算はやり直したのか。 

④ 商品発注・納品確認・在庫確認・支払いはどのように行われていたのか。 

⑤ 仕入れ取引、会計等に不正はなかったのか。 

⑥ 食材、備品等の仕入れ業者の選定は誰の権限で決定されていたのか。 

⑦ 仕入れ価格は適正であったのか。 

⑧ 地産地消のはずが、なぜ地元業者を利用してこなかったのか。 

(2) 労働基準法を逸脱した労務内容の実態調査について。 

① １,５００時間を超える時間外労働、労働基準法違反の実態になぜ気がつかなかったの

か。 

② 勤務内容は把握していたのか。 

③ 労働基準法違反の責任は誰がとるのか。 

(3) 支配人の業務実態と違法性の検証について、以下の項目についてお伺いいたします。 

① 特別室無断使用。 

② 無料での飲食サービス。 

③ 取引業者との不適切な関係。 

④ 勤務中の飲酒・泥酔。 

⑤ 職員研修に友人・取引業者を同行させることは許されることなのか。 

⑥ 糸魚川市制定の不祥事防止マニュアルは遵守すべきではないのか。 

(4) 行政責任の明確化。 

① 支配人の現場責任・能生事務所の管理責任・行政の監督責任・市長、社長としての全責

任を、それぞれどのようにとるのか。 

(5) 権現荘の経営健全化と指定管理移行前倒しの方針について。 

① 後任の支配人は配置するのか。 

② 指定管理者選定をどう進めていくのか。 

③ 地域振興の拠点という本来の目的は、どう推進されるのか。 
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④ たび重なる方針転換は極めて無責任であります。その責任についてお聞かせください。 

以上で、１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

古畑議員のご質問にお答えいたします。 

１点目の１つ目につきましては、権現荘のリニューアルは、赤字体質からの脱却をするために行

ったもので、収支は平成２７年８月からリニューアル後１年間は、約４００万円の黒字となってお

ります。平成２７年度につきましては、休館による収入減や食事の原価管理が不十分だったことに

より、２,３００万円の赤字となったものであります。 

２つ目につきましては、宿泊・日帰り宴会・日帰り昼食を含め、食材と飲料の仕入れに係る諸経

費・諸費を食堂等売上収入で除したものであります。食材は共有していたもので、個々に管理はい

たしておりません。 

３つ目につきましては、日帰り入浴客のみ収支計算を試算してみましたが、正確な把握はできま

せんでした。 

４つ目につきましては、商品の発注・納入・在庫の確認・納入書と請求書のチェックについては

権現荘で行い、支払手続は能生事務所が行っておりました。 

５つ目につきましては、不正はなかったものと考えております。 

６つ目につきましては、食材の仕入れ業者は、支配人と料理長で相談をして決めております。備

品の購入につきましては、入札や見積もり合わせにより行っております。 

７つ目につきましては、適正な価格であったと考えております。 

８つ目につきましては、価格・品質保証・安定供給・配達の有無などで仕入れをしておりました

が、４月以降、見直し作業を行っており、変更できるものは市内業者に切りかえております。 

２点目の１つ目につきましては、権現荘の現場に任せていたことと、月ごとの時間外勤務のチェ

ックが不徹底だったことによるものであります。 

２つ目につきましては、基本的にはフロント・サービス・厨房それぞれの部門ごとに業務管理を

していたため、全体の労務管理が不十分であったということであります。 

３つ目につきましては、一義的には現場責任者である支配人と、それを監督すべく能生事務所長

に責任があると考えております。 

３点目の１つ目につきましては、宿泊者の安全を確保するために、やむを得ず宿泊する際に使用

していたものであります。 

２つ目につきましては、支配人の裁量でリピーターをふやすために、おもてなしの一環として行

ったものであり、一定の基準が必要であると感じております。 

３つ目につきましては、利害関係者と必要以上に密接にならないようするべきであると考えてお

ります。 

４つ目につきましては、お客様をもてなす中で、飲食をすることもあったと聞いております。 

５つ目につきましては、休日での自主研修でありましたが、職員だけで参加するべきであり、不
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適切だったと思っております。 

６つ目につきましては、不祥事防止のための行動指針は、遵守するべきものと考えております。 

４点目につきましては、さまざまな検討を行った結果、支配人については９月末までとして雇用

を終結することといたしました。 

また、行政の管理監督責任についても、一定の段階で責任を明確にいたします。 

５点目の１つ目につきましては、現在、検討中であります。 

２つ目につきましては、所管の委員会に報告をできるよう、現在、検討を進めているところであ

ります。 

３つ目につきましては、指定管理者制度へ移行しても、権現荘経営計画における地域振興の方針

に沿って進めてまいりたいと考えております。 

４つ目につきましては、４点目で申し上げたとおり、一定の段階で責任を明確にいたします。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もございますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

これ、一番最初にお聞かせいただきますが、今回の通告書の中に、支配人の答弁というものを

要求したんですが、今回も市長の判断でかなわなかったと思いますが、市長の見解をお聞かせく

ださい。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

議場での出席につきましては、地方自治法１２１条の１項の規定によりまして、市長、それか

ら市長の委任・委嘱を受けた者ということになっております。市長のほうで、委任・委嘱をする

者は部・課長ということでこれまで来ておりまして、その状況を踏まえて委任を受けた者がここ

に出席をするということで、機関の長については除く考えで対応させていただいております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

いいですか。小林支配人は特別職でしょう。級からいっても部長級ですよ、市の幹部職員であ

ります。ましてや現場の責任者として、小林支配人しか知り得ない情報もたくさんある。それを

要求して、前回、私だけで２時間にも及ぶ一般質問になってしまった。 

じゃ、今回はそういったことも含めて、あのような遅延行動はしないと、遅延には結びつかな

いと断言できますか。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

質問の内容によるものと思っておりますけれども、可能な限りスムーズにお答えできるように

努めてまいりたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

皆さん、私に短くしてくれというふうに言われますけど、私の持ち時間は３０分でありますの

で、長くなるのは行政側の答弁のせいでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

それでは最初、権現荘の経営悪化は合併直後からの課題であり、予算委員会・常任委員会でも

経営改善に向けて、厳しい意見集約を何度も続けてまいりました。その都度、経営改善に努力す

ると言ってこられましたが、市長として、これまで何ら積極的な改善指示がなかったのではない

かというふうに考えます。 

権現荘のトップ、社長として長年の累積赤字解消のための経営改善に向けて、具体的にどのよ

うな指示を出されたのかお聞きいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

合併前から赤字体質になっていた経過があるわけでございまして、やはり合併の大きな課題と

して捉え、それに向けて進めてまいりました。いろんな事柄を行ってまいっておるわけでござい

ますが、やはり明確な改善は図られなかったのも事実でございます。しかしながら、いろいろの

ものを取り組みながらさせていただきました。小林支配人の採用についても、その一環で行って

まいっております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

支配人の採用も含めて、今、市長がおっしゃられたとおり、やはり全責任は市長の肩にかかっ

てくるということだ。 

しかし、ここ最近の動向を見ますと、そこは総務文教常任委員会で、この権現荘問題を話し合

われても、一切出てきてませんよね。みんな、織田副市長以下にお任せして、全部やられている。 

私、市長として、今回の事態に対する認識が甘いんじゃないかと思いますがいかがですか。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

今回の権現荘のことにつきましては、市長というよりは、権現荘の日常管理の管理運営状況をき

ちんと把握をしなかったということと、リニューアル後の収支をきちんとチェックをしなかったと

いう、こういう業務の総括的な最終的な責任は私にあると思っております。 

したがいまして、今回、総務文教常任委員会もそうでありますけども、そういった立場できちん

と答弁させてもらったということであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

織田副市長。私、あなたは偉いと思います。しかし、あなたが何を言われようと、最終責任は市

長であるということは間違いないことですよ。幾らあなたが頑張ろうと、市長にならない限り無理

ですから。 

それでは、今回の調査報告書、公会計では無理があり企業会計にすべきという集約なんですが、

これは一体どういう意味なんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

公会計としては、適法に会計処理をしたということでの内部監査の結果であります。ただ、収支

を適時適切に把握するためには、企業的な会計で把握する必要があるということで、内部監査にお

いては報告になったものであります。 

それを受けて、４月以降につきましては、簡易ではございますけれども、月ごとの収支を把握し

次月の取り組みに反映させ、改善率を見ていくということでの取り組みをいたしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

これ、内部監査制度による実態調査の報告書があります。 

月次収支の把握につきましては、収入が発生主義、支出は現金主義を採用しており、毎月の棚卸

し等を行っておらず、月例の収支が作成できていない。 

支出の部門別管理については、支出については部門別の管理ができていないため、部門別の収支

状況を明らかにするためにも、支出の部門別管理が必要である。 
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食材の原価管理については、食材の原価率管理は明確な収支計算まで行っていなかった。 

これ、一体どういうことなんですか。これから直せばいいという問題じゃないでしょう。今まで

やってこなかったということに対しては、責任どう感じているんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

正確に営業体の状況をつかむためのちゃんとした計算の仕方、また経理の仕方をしてこなかった

ということについては、責任を感じております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

じゃ、こうした公会計が無理があって、企業会計にすべきだという集約、これはそのことに気づ

いたのは、一体何がきっかけだったんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

公会計のところでは、なかなか収支を適時適切には把握するというのが、仕組み上なかなか難し

いというところは、既に前年度の監査委員のご意見の中のときにもそのようなお話がありまして、

それで年間を通じた中で、収支を企業会計的な損益計算を出すようにということで、平成２７年度

につきましては、簡易な形のものでありますけれども損益計算を出すようにいたしました。その間

に、今回のようなお話がありまして、さらに随時適切な収支管理を行うために、月ごとの収支を把

握できるように取り組むということで実施をしてきたところであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

日計表が、棚卸しが全くできていなかったということは、いつ気づいたんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

日計表の作成については、私が就任しました平成２６年の４月のときから、日計表の存在はなか

ったですし、棚卸しは年に一遍だけ、決算のときにやるというところだけしか認識しておりません。 

すみません。決算を結んだときに、見させてもらっただけです。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

いつ気づいたかって考えて、いいかね。これらはみんな、私も含めた議会側の指摘によって気づ

いていったんだ。何年も何年も、経営健全化します、黒字に転換しますと言っておきながら、議会

側に具体的な指摘ができるまで、こういったことに気づいてこなかったんでしょう。私は、それを

聞いておるんですよ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

先ほど申し上げましたけれども、損益計算を企業的な会計の見える化の形の中でやるようにとい

うことでは、平成２６年度の決算の監査委員の監査のときにそのようなご意見をいただき、そのよ

うな視点で改善に努めてきたところであります。そういう状況の中で、今回、議員の皆さんからご

指摘のあったような状況で、さらに一歩踏み込んだ取り組みを、４月以降いたしているということ

であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

金子部長。あなた、本当、すりかえの天才ですね。それだったら何で、本年の予算審査やそうい

った部分の中で、こちらが言われる前に棚卸しや日計表をつけてなかったので本年度からつけるこ

とにしますとかって、先んじて答弁なかったんですか。こちら側の指摘からじゃないですか。 

それから先ほども聞きましたけど、客が来れば来るほど赤字になるという、前回のほうに答えま

したこの日帰り入浴客。この収支計算やり直したのかと聞いたら、できなかったという答弁ですよ

ね。これは、どうなっておるんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

日帰り入浴部門の、部門別の収支の試算ということでお出しした表でございました。これ、５月

１５日の総務文教常任委員会に、私のほうから出させてもらった資料でありますけれども、そのと

きの表現の中で、来れば来るほど赤字になると言ったつもりはありませんし、私自身、そのような

ことを言った覚えもございませんので、そこはちょっと見解が違うというふうに考えております。 

また、やり直したかということではなくて、部門ごとの入りと出、ちゃんと合ってるのかどうか

というのを検証したかったがためにやったということでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

あなたは、基本的には一人頭のお客さんに対する原価がかかり過ぎて、結果的には客数がふえれ

ばふえるほど赤字になっていくという答弁してるじゃないですか。表現は、来れば来るほどじゃな

いかもしれないけどね、そういう言葉の部分の言葉尻じゃなくて、ちゃんと答えてくださいよ。 

それで基本的には、入浴部門の収支は黒字なんですか赤字なんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

これ、平成２７年のもので計算しましたけれども、正確にはわからないということであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

２,０００万円も３,０００万円も赤字を出してきて、わからんてあるんですか。 

それから、次。私も、平成２７年の決算見て、ちょっと気づいたんですけど、売店事業。平成

２７年度決算において、対前年度仕入れが２８２万円の増に対して、収入は１１３万円しかないん

ですよね。これは、どういうことなんですか、計算が合わないじゃないですか。 

○議長（倉又 稔君） 

暫時休憩します。 

 

〈午後１時２５分 休憩〉 

 

〈午後１時２６分 開議〉 

 

○議長（倉又 稔君） 

休憩を解き会議を再開します。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

平成２７年度でありますけれども、これは４月１日ごろはリニューアル工事をやっておりまして、

売店等々には１つの在庫も置いていなかったということで、これは５月１４日から再開するときに、

売店の在庫分も一緒に含めて買ったがために、その逆転現象が起きたというものであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 
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古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

いいですか。この売店だけだって、仕入れで２８２万円増額して仕入れしておいて、何で収入は

１１３万円なんですか。普通の小売の商売やっててもうかるわけないじゃないですか、これじゃ。 

それから今ほど出てきましたけど、会計上説明のつかないというこの赤字部分。これはっきり言

って使途不明金じゃないですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

平成２７年度のところの赤字でございますけれども、これは先ほど市長が回答したとおり、休館

による収入減ということで、ここのところを計算しますと大体２,４００万円ぐらいでございます。

また、６月以降もこちらが目標とした数字に達しなかったというところの収入減があります。そう

いうことで、結果的に赤字になったということでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

結果的なことを聞いておるんじゃない。積算根拠と赤字になった理由。明確な赤字になった理由

を答えることができなきゃ、これ使途不明金でしょう。何に使ったかわからんで赤字になっておる

んじゃないですか。これを許せますか、しかも７億円。基本的に７年間をかけて、そういったずさ

んな放漫な経営の仕方が１億円を超えるような大きな莫大な赤字を、累積赤字になっていったんじ

ゃないんですか。その反省に立った今、答えるべき時期じゃないんですか。わからんわからん、で

きないできないで、どうやってこれから健全化していくんですか。 

それからやっぱり、過去の責任、明確にしてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

先ほど、原所長申し上げましたけれども、若干補足をさせていただきますが、平成２７年度の決

算におきましては、一般会計からの基準外繰り入れ、繰入金でございますが、いわゆる赤字繰り入

れと言われるものでありますが、これが約２,３７０万円。これの原因につきましては、先ほど市

長申し上げましたように、休館による収入減、それから食事の原価管理が不十分だったこと、これ

が原因の主な大きなところだというふうに思っております。これらについての現場での管理、ある

いは行政側の管理監督責任、これについては、先ほど市長申し上げたような形で、私も責任を感じ

ております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

リニューアル工事を、台風が来たみたいな言い方やめてくださいよ。もともと織り込み済みだっ

たでしょう。 

じゃ、お聞かせいただきますけど、リニューアルした後、直ちに指定管理へ移行すると約束して、

予算案通してきましたよね。この方針はなぜ変更されたんですか。また、そのときの条件はどうだ

ったんですか、お答えください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

リニューアルしてから２年間営業して、その収支状況を見てできるだけ有利な条件で指定管理へ

行きたいということで、２年間営業させてもらいたいということで、そういうことで説明をさせて

もらっております。そういったことで、指定管理料をできるだけもらうという考え方で、そういっ

たことで、したということであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

そのときの目標数値として年間２,０００万円、２年間で４,０００万円の目標数値を立てた方は

どなたなんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

どなたというよりは、予算編成の中でそういった編成をさせてもらったというものであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

私、結構議員生活長いんですけど、今みたいな答弁聞いたの初めてですね。予算、誰がやったか

というよりもって、結果的にそうなったと。そんな予算の立て方あるんですか。恥ずかしくないで

すか、行政マンとしてそんな答弁。もう一回やり直してくださいよ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 
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織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

予算編成の一番最終的な編成権者は市長でありますし、私のほうでもその辺の実務的な数字等に

つきましては、私がきちんと把握する役割であったと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

じゃ、これ年間２,０００万円、２年間で４,０００万円の黒字をしますと約束したのは誰なんで

すか。私、無理だと言いましたよね。指定管理にすぐ移行すべきだって、やったじゃないですか。

その私に対して、あなた方、説得してきたんでしょう。必ず黒字にする、年間２,０００万円の黒

字を達成する。その結果、有利な条件の中で指定管理に移行した場合、私たちは指定管理者から家

賃を取るぐらいの結果を出してから、指定管理に移行するんだって。それが最終的に議会や市民納

得させて、この方針転換を認めた回答じゃないですか。何を今さら。 

もう一回答弁してください。この年間２,０００万円、２年間で４,０００万円を黒字にするとし

て約束しながら、その約束を果たせなかったのは、議会に対しての欺き、詐欺行為じゃないですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

今、ご指摘いただいておる点については、確かに４,０００万円の黒字を出して、そして指定管

理に移行するという１つの計画でありました。それの組み立て方は、やはり現場と、そしてまた事

務所と、そして我々が組み立ててきたものでございます。しかし、その計画が少し甘いところがあ

ったと思っております。 

それで赤字が出た理由は、要するに工事期間中の収入が、やはりきつかったということであるわ

けでございます。 

しかしながら、リニューアル後の１年間は、先ほども報告させていただいたように黒字になって

おるわけであります。ですから、我々といたしましては、赤字体質を改善しながら、今、指定管理

に移行できる環境に持っていったと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

それは、私が指摘したんだ。だから、取り壊しとリニューアルは同時に行って工事期間をうんと

短くしないと、ゴールデンウィーク前にかかっていくと、赤字がふえますよと言ったじゃないです

か、私が。やる前から指摘してるんですよ、そんなことは。聞かんかったとは言わせませんよ、聞
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きましたよね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

当然、我々は聞かせていただいて、非常に工事期間を圧縮させてもらいました。そのほうがやは

り、プラスになったと思っております。ですから、もしかしたら赤字の経理上の２,４００万円は、

もっとふえていたかもしれません。しかし、この現実的な今の経理の締めくくりの中においては、

そういう数字で出てきておるわけでありまして、そしてこの施設は指定管理に移るのには、今の権

現荘はどのような施設であるのかというところは、やはり我々はしっかり見えたものと捉えて、

２年間ということを切り上げ、早目に指定管理に移していきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

それじゃ、お聞きしますけど、権現荘の指定管理移行の前倒しの方針についてのとこへ飛びます

けど、じゃ、後任の支配人の配置はどうするんですか。指定管理者選定をどう進めていくんですか。

この辺についてお答えください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

後任の支配人並びに権現荘の体制につきましては、今、内部で検討しているところであります。

この定例会の総務文教常任委員会のときまでには、きちんとしたものを説明をしたいと思っており

ますし、指定管理につきましても、指定管理の大枠につきましても、今、総務文教常任委員会で報

告すべく、検討しておるというところであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

だから、場当たり的じゃないんでしょうかというの。前倒しの方針を決めてから中身を考えよう

としてるじゃないですか。今までこういうの、何回やってきたんですか、土壇場で方針を急遽転換

してくるというやり方を。方針転換するんなら、その辺のことぐらい細かく決めておく必要があっ

たんじゃないですか。 

それからこの指定管理者も同時に進めるという話で、既に３社１団体でしたっけね、申し込みが

あったんでしょう。じゃ、次の指定管理が公募されたんだから、この指定管理の中から応募があっ
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た中から選ぶということでいいんですね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

指定管理者の選定のあり方、あるいはどういう形にするかも含めまして、現在、庁内で検討中で

あります。先ほど副市長が申し上げましたように、総務文教常任委員会のほうに報告できるよう、

現在、協議を進めておるところであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

だから遅いっていうの、対応が。だから、支配人の処分については４月１日から契約を切るんじ

ゃなくて、残り９月いっぱいまで状況を見ると。それで判断は８月の中で行うと。それに応じて、

その期間を猶予期間として準備期間として、そこまで延ばすという話じゃなかったんですか。支配

人の契約は打ち切り、指定管理者に前倒しで移行するならば、この時点で細かい事については全て

議会側に報告できるようになってないといけないじゃないですか。総務文教常任委員会だけに相談

すりゃいい話ですか。これだけ市民を巻き込んで大きな問題になっている事柄について。極めて場

当たり的じゃないですか。それがまたあれですか、心優しいあれですか議員にお願いして、また数

の論理で通していくつもりですか。そういう場当たり的なことが、いつまでも通用すると思ったら

大間違いですよ。行政のトップとしての責任、しっかりやんなさいよ。何を言ってるんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

場当たり的ということにつきましては、甘んじてお受けをしたいと思っております。 

ただ、私のほうでは、やはり所管の総務文教常任委員会できちんとした報告をさせてもらいたい

と思っています。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

いいですか。その決定が１０月から１２月ならいいですよ、それで。９月いっぱいには決めんな

らん方針でしょう。いいかげんにしてほしいと思いますわ。 

それから、また直営継続に戻したり、１回方針を出したら、第三セクターでやってくとか、そう

いういいかげんな受け皿探しはだめですよ。そういうことはないですね。あくまでも、民間の皆さ

んに経営委託をしていくという考え方でよろしいですね。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

今、いろんな面で、多方面のことで検討しているということであります。したがいまして、古畑

議員のおっしゃるような枠が、果たしてあるかないかも、その辺も含めまして検討させてもらいた

いと思っています。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

いいですか。指定管理への移行はもう先行してて、指定管理選考委員会もできて、それに対して

応募しているのが３社１団体でしたかね、ちょっと今、はっきりしませんけど。既に応募があって、

その中をどう選ぶかという段階まで来てるんでしょう。だから私、むちゃなこと聞いてない。どこ

へするなんか聞いてないですよ。だからもう、市がかかわるというような指定管理制度はとらない

んだねって言ってるの。直営を継続するとか、第三セクターで進んでいくとか、そういうことがな

いかだけ確認してるんじゃないですか。それぐらい答えなさいよ、ちゃんと。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

これまで、指定管理の申し込みがあったというふうに、古畑議員言われましたけれども、先ほど

副市長が言いましたように、リニューアル後２年間の運営状況を見た上で指定管理に移行するとい

う方針でありました。そのときに、指定管理に移す場合に興味をといいますか、気持ちがあって状

況を確認したいという民間の皆さんがいらっしゃれば説明をいたしますし、状況も現場を見たり説

明をいたしますということで、お申し出のあったところが、先ほど来お話がありますように４者あ

ったということであります。その状況も踏まえた上で、指定管理をどうするかについて、先ほど来

お話ししておりますように、内部で協議を進めておるということであります。既に、指定管理の募

集をして申し込みがあったということではございませんので、その辺につきましては、今、内部で

協議中だということでよろしくお願いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

直営方式は、今はもう考えておりませんし、新たな３セクをつくるということも考えておりませ
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ん。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

もう単純明快ですね。そうしてください。第三セクターも含めて、もう公が絡むんじゃなくて、

もう純粋に民間の方にやっていただきたい。今の市長の答弁で、私は納得します。 

次、支配人の業務の実態と違法性の検証のほう行きます。 

支配人の特別室無断使用というのは、これ自体もう背任行為じゃないですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

支配人が客室に泊まっていたという部分でございますけれども、これは支配人の判断でございま

すが、お客さんが多いときにはシルバー人材センターの夜警さん１人では大変であるし、非常に心

配であるということで、自主的に部屋に泊まって、自分も応急対応があったときには飛び出すとい

うことの考え方でその部屋を使っていたということであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

この支配人の無断使用の実態がわかったのは、いつからですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

私がはっきり認知したのは、この３月のときに委員会であったときに初めてわかりました。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

３月の予算委員会で古畑議員の質問でって、はっきり言えばいいじゃないかね。 

あなた方、必要に応じるとか必要だったんでって言ってるんですけど、気づいたのはことしの

３月ですよ。７年間も、８年目に入って雇用しておきながら、その間は無断で使ってるんだよ。し

かも特別室ですよ。お客さんよりいい部屋へ泊まる従業員、どこにおるんですか。それはおかしい

でしょう。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 
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原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

それで、前回の委員会の前に、平成２１年当時から働いていた職員、またやめた事務所長等から

もヒアリングをして実態を聞いてみましたけれども、当時の職員は知っていたのかと私が質問しま

したら、知っていたということで、その部屋を使っていたという事実も知っていました。ただ、当

時はまだ本館があったもんですから、本館を中心に使っていたという報告であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

それはもう、全くの誤りですよね。私が告発された方からとった情報も、権現荘を退職された職

員からの裏づけ捜査でも、そういうことは言っていません。夏場はカメムシが出るから嫌だ、冬は

すき間風が入って寒いから嫌だ、そんなぼろいとこ泊まれるかって言って、この特別室にしか泊ま

ってないんですよ、この人は。うそついたらだめですよ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

本人から私も直接聞いた話では、冬期間のごく寒いときには、暖房がきかないので３２１を使っ

ていたけれども、本館があったときには本館のほうに泊まっていたという、本人の言葉を私は信じ

ております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

これはもう、水かけ論になるからやめますね。これは本当に、百条委員会をつくって、どちらが

言ってるのが正しいのかということを、これ明確にせんとだめですわ。原さんも聞いてきた話、私

も聞いてきた話なんだ。これだめだね、水かけ論。いずれ、どっちが正しいかをはっきりさせまし

ょう。市民の皆さんにも、これはっきりさせたほうがいい。 

それから繁忙期、忙しいときに限ってこの方は、特に特別室へ泊まってきたと言いましたよね。

てことは、忙しいときというのは部屋数がないんだ。支配人が泊まったことによって、お客さん断

ってますよね。その数というのはどのぐらいの数ですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

特に繁忙ということで、部屋がもう足りないと、この部屋も使わなきゃならないというときには、

この部屋は客室として掃除をして、全部セットして客室として使っております。本人は、じゃ、そ
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のときどうしているかというと、宴会場であるとかあいた部屋へ寝具を持ち込んで、そこで待機を

していたということであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

客室として使えないから、宿直室として使っていたんじゃないんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

今、古畑議員が言われる部屋につきましては、客室の１つでありますけれども、騒音がするとか、

あるいはお客様から非常に苦情が多い場所だということで、できるだけ使わないでいたと。さらに

満杯になって、直前になっていろんな事情もあって使わなければならないときには、今言うように、

お客さんも入れていたというようなことであります。そういう状況の中で、その部屋を通常の早目

の予約のときには、そういう苦情があるもんですから使わないできたというようなことで、最終的

にその日があいている状態であれば、支配人が宿直室というような形で使っていたということであ

ります。満杯でさらにそのトラブルみたいなことがあって、その部屋を使わなければならない状況

のときには、原所長が申し上げたような状況であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

金子部長。論理破綻した答弁を繰り返すの得意ですね。あなたともう答弁しない、もうやらない。 

これは、宿泊客を断った回数を私は明確にしてほしいんですよ。これは調べてください。 

それから、こういう話知ってますか。板場の板長さんは、本館に泊まってたらしいんですよ。だ

けども毎月、宿泊料として２万円を払っていたというんです。この事実は知っていますか。しかも、

夏はカメムシ、冬はすき間風と言われるその本館の１室を、月額２万円で払っていたというんです。

何で支配人ばかりただで泊まってるんだという話が出てますけど、どういうことですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

私自身、きょう初めて聞いた内容でありまして、全く知らなかったです。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 
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また、私からの情報ですね。あなた方、ちゃんとそういうこと調べてきてやってきたんじゃない

んですか。しっかりやってくださいよ。 

それから、そもそも宿直室が要る。特別室の騒音がうるさいなら、なぜリニューアル時に直さな

かったんですか。これが大体一番、議員側が納得できん話ですよ。どういうことですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

私が行った平成２６年４月のときには、もう既にその３カ月ほど前から設計書の契約ができて、

長岡の設計士がもう設計書を持ってきて、４月５日の日に第１回目の協議をさせていただきました

けれども、そのときにも部屋の改修というのかそういう部分が入っておりませんでした。もともと

そういうことが、念頭になかった計画だったんだろうと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

今回のリニューアルについては、今の使っている部屋はほかのところが工事しておるときには使

わなくちゃいけない建物であるわけでございますので、そこはかまうと全館休館になる可能性があ

ります。そのようなことで、そこはやはりそのまま使いながらリニューアルに入ったわけでありま

す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

だったら、戸外だとか隣接したところにつくりゃいい話じゃないですか。何を言ってるんだか。

それからこの、急遽、スタッフルームというのに転用したというんですけど、これ誰の指示なんで

すか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

私のほうで、指示をさせてもらいました。どうしても、宿泊しなきゃならんということならば、

そのときだけスタッフルームという名前できちんとしなさいよということで、指示をしたところで

あります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 
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○２０番（古畑浩一君） 

我々は、４０室ほどあった権現荘を３０室に減らしてリニューアルするときも、客室が減って大

丈夫なのかという論議やってきた。いいですか。じゃ、３０室を有効に使って稼働率を上げていこ

うという話もやってきた。それを、何を勝手にスタッフルームにしてるの。これ、完全な目的外使

用じゃないですか。議会側に説明したことと違う使用をやってる。しかも、特別室ですよ。ベッド

が２つあって和室があって、冷蔵庫ついてテレビがついて、浴室とトイレが全部ついてる一番いい

部屋が、これ何、勝手にスタッフルームにしておるんですか。あなたの持ち物なんですか、これは。

何で、議会にも委員会にも相談せんで勝手に決めておるんですか。どっかで承認とりましたか。予

算・決算ではこういう説明、私、一切聞いてないよ。だめだって、そういう勝手なことをしたら。

あなたの持ち物じゃないんだ。何を勝手にこんなことしてるんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

支配人が宿泊するときはスタッフルームですけども、満室になって客室として使用しなきゃなら

んときは、３２１ですか、そういう部屋ということであります。そういったことでやってるという

ことであります。したがいまして、客を泊めないということではないと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

総文の委員会では、スタッフルームとして使うために、全部中の荷物出したりレイアウト変えた

りするって言ってなかったですか。違いますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

宿直につきましては、以前の状況の中では支配人が現場責任者として宿直が必要だという判断を

して、今のような形をとってまいりました。そのような状況の中で、今後、宿直の正式な仕組み・

制度をつくりましょうという中で、現在、取り組みをしております。 

そういう中で、じゃ、どの部屋を使うか、あるいは宿直室を新たに設けるかというような点につ

いて、現在も庁内で検討しておりまして、その過渡的な経過の中で、今、言うように中にある物を

一時的に出して、そこの場所を宿直として使うときには、今言うようにスタッフルームというよう

な形で使うことに、現在、日々の中ではやっております。そのようなことを、総務文教常任委員会

の中でお話ししたかというふうに思っております。現在のところは宿直を取り組みながら、部屋に

ついては過渡的な状況であるということで進めております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

先ほどの質問で、宿泊を断った件数はないかということでありましたけれども、一度も断ってい

ないということでございます。 

また、料理長が月２万円で部屋代を払っていたという部分につきましては、当時、料理長はまだ

家が確保できていなくて、それがあったためそういう措置をとったということであって、宿直では

ないということであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

何回も言いますけど、不祥事を隠さんがためのすりかえですね。無理やり正統的にしようとする。

ただ、何回も言うけど、勝手に泊まってたのを皆さんが認識したのはことしの３月からですよ。何、

今ごろになって宿直が要るとか何とか。 

しかも次、この支配人の裁量権なんですけど、これ、いつからこの裁量権というのを認めるよう

になったんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

今、古畑議員のご質問は、支配人がお客様にサービスという形で提供していた食べ物の、あるい

は飲み物の話だと思っておりますけれども、支配人のほうでは、いわゆるリピーター客を確保する

おもてなしの一環ということで、支配人の判断基準の中でそのような対応をし、きていたところで

あります。先ほどの市長答弁でもありましたように、一定の基準を設けておく必要があったという

ふうに、行政としては考えております。その点については、非常に誤解を招くような結果になった

点については反省すべき点というふうに思っております。 

私が気づいたのは、今回、議会のほうでお話のあった本年３月の状況であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

これも本年の３月、私の質問からわかったんですよね。これ、好き勝手やってた部分を、あなた

方、裁量権という言葉を使ってかばい出したんじゃないですか。それまでサービスの一環として認

めていた事実は一切ないんですよ。泥棒を見つけたら、これいいんだよ別に、原事務所長の言葉か

りりゃ、微々たるもんじゃないから使っていいよみたいなもんだ。これ、業務上横領じゃないです

か。まず、その責任をはっきりさせなさいよ。それから裁量権というのも必要だというふうに説明



 

－ 98 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

せんとおかしいでしょう。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

これは、お客様に対するサービス等々については、これはまさしく支配人によるリピート対策と

いうことで、また、お客様をつなぎとめておきたいということから出たサービスの一環ということ

であります。動機については、はっきりしておりますので、そのあたり裁量ということがあれば、

特に責任を問われるものではないのかなというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

帳簿の管理も、基本的な在庫の管理もできんでどれだけ使ったかもわからんものを認めるって、

一体どういう天国みたいな職場なんですか。 

それから、出入りの業者が宿泊した際、毎晩のように一升酒をあけていたという。これも裁量権

になるんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

ただいまの表現の、毎日、一升酒をあけていたかどうかっていうのは、私はないと信じておりま

す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

友人を無料で寝泊まりさせていた、それも裁量権になるんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

支配人の本人の意識の中には、裁量権という考え方だったと思いますけれども、事態を公務員の

行為として見れば、不適切であったなというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 
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取引業者が宿泊した際、飲食込みで５,０００円から６,０００円で支払いを済ませていた。それ

も裁量権ですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

今、古畑議員がおっしゃったことについて、私は初耳なのでちょっと理解ができません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

この間の１２日の全員協議会で言ったじゃないですか。 

次、権現荘の研修旅行で、予約人数が足りないからと言って、友人・出入りの業者を連れていく

のも裁量権なんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

権現荘の職員において、リニューアル後の取り組みということで、職員の皆さんが自費研修とい

う形で、先進地の宿泊施設に行きました。その折に、予約した人数に職員の中からキャンセルが当

日出て、それを補うために支配人の知り合いの方を同行させたということだと思っておりますけれ

ども、職員の自費研修ということで、目的は職員研修で、自費とはいいながら職員研修の一環であ

りますので、そこに他の方を同行させたというのは、不適切だったというふうに受けとめておりま

す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

その研修旅行で、権現荘の商品を持っていった。本人は上越から乗ったので、上越で買って段ボ

ールに詰めて持っていったという話だけど、従業員の証言によると、前日に権現荘の商品を段ボー

ルに詰めて、車のトランクに入れて持っていったって言ってます。これも裁量権なんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

古畑議員がおっしゃるそのような案件が、どこの話から出てきているのかわかりませんけれども、

内部監査で聞き取り等の話した中では、支配人はその研修のときに持っていったのは、自分が上越

から乗ったときに持っていったというふうに言っております。 
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また、同行した職員が、廃棄する賞味期限が切れたビールを、そのとき権現荘から持っていった

と、数本持っていったというような聞き取りはいたしております。それについても、ちゃんと廃棄

の手続をとるなり、そういう事務処理をしっかりしないと適切ではなかったというふうに思ってお

ります。その行為も不適切だというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

不適切なんですね。そこは認めただけ立派だ。 

朝食バイキングを毎日無料で食べている。それも裁量権なんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

そういうことは一切なかったと思っております。 

賄いのものを食べたときには、２００円の原価というのかをいただいて、食べていただいており

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

ここで言う賄いというのは昼食のことなんですよ。朝食というのは、だから支配人は朝食バイキ

ングを無料で食べてるんですか、確認してきない。 

それから、朝食バイキングで残ったパンを袋に詰めて２００円で販売している。悪いとは言いま

せん。だったら、その売上伝票はあるんですか。また、袋詰めにした商品のはずが、そのパンを事

務所で食べておるというんだ。これどういうことですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

調べた後、回答したいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

市長。あなた、８月２２日に地元区長会と懇談会を権現荘で行ってますね。その際、会費を取っ

てオードブル、１つ１万６,０００円のものを２つ注文しましたよね。ところがその際、支配人は

それでは料理が少なくてみっともないからと、１皿ずつ、約１万円ほどずつボリュームアップして
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出してるんです。これも裁量権ですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

今ほど古畑議員が言われた内容については、確認をしないと返答のしようがありませんし、古畑

議員がどのような聞き取りの中でおっしゃられたのかも含めまして、確認をとらないと回答できま

せん。よろしくお願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

本当だね。これはもうお互い、だって、私だって証人として証言してくれた人を守らんきゃいけ

んのでね。やるとしたら、百条委員会のようなきちっとした中で、証人の守られる体制をつくって

あげなきゃ。あなた方に紹介できませんよ。あなた方、下手すりゃそういう方々、首にしたりどっ

か飛ばしたりするでしょう。危ないですもん。 

それから、この１,５００時間を超える時間外労働で勤務していたフロント係のＢさん。これは、

本当にどういう理由でやめたんですか。もしも体を壊したんなら過重労働ですよ。不祥事であるん

なら不祥事で、やっぱり報告すべきだと思います。どういう理由でおやめになられたんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

このＢさんのやめられた理由というのは、あくまでも一身上の都合ということであります。ただ、

病気であるとかそういった事実はございません。 

また、先ほどの朝食を食べたその代金、またパンの代金についてでございますが、これはレジで

しっかりと払っているということの回答であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

そのレストランの伝票をなぜ捨てているんですか。税務上、保管義務があるはずなんですけど、

ごみ箱には注文伝票が全部捨ててあるというんだけど、これは複写式なんですか。複写式で通した

やつは捨てて、記録に残してあるということなんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 
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これも調査して回答いたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

あのね、私、総文のメンバーでもないし、冗談じゃないよ。小林支配人、今月中で終わるんでし

ょう。次の機会といったら１２月議会しかない。それまで待っておられんですよ。今、答えてくだ

さい。 

○議長（倉又 稔君） 

暫時休憩します。 

 

〈午後２時１０分 休憩〉 

 

〈午後２時１３分 開議〉 

 

○議長（倉又 稔君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

レストランのところで、注文票をごみ箱に捨てていたということがあったそうでございます。ま

た、その情報についてはレストランの職員から話があって、すぐ支配人のほうでそれはいけないと

いうことで、しっかり取っておくようにということで、すぐに指導したということであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

既に、指導する間に日がたってるんですよ。不正の事実でしょう、伝票を捨てるってこと自体が。

それいつ気づいたんですか。それもまた、きょう、私の質問で気づいたんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

これは、一週間ほど前、うちの担当の職員が現場へ行っていろいろ現場の方と話をしているとき

に、そういうことがあったということで、そのことを直前に私に報告があって、それについて、レ

ジと現金はきちっと合わせておりますという話の回答をくれたときに出た話でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

それを、じゃ、なぜ議会に報告しないの。それに今、休憩とってわざわざ行かなくたって、事前

に聞いてるんなら、今、答えられたじゃない。下手な言いわけしてると、後で困りますよ。 

それから、もう時間ないからここ行っちゃいますけど、笠原議員が、本当に一生懸命追求してく

れた現金・貴重品入りのバッグの紛失事件。この概要を、もう一回ちょっと簡単に教えてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

それでは、簡単に概要だけ説明させていただきます。 

昨年の８月１１日の夜でございますけれども、地元出身の、             男女

８人だったと思いますけれども、同級会を権現荘で開いたということで、その夜に自分の持ってい

るバッグがなくなったということに気づいて、その日には何も届け出とかなくて、翌日の朝、フロ

ントのほうに、ちょっとバッグをなくしたんだけれども発見したら届けてもらいたいということで、

お話をいただいたということであります。そして、その後１３日の日に午前中、泊まっていた西館

の共通のトイレがありますけれども、そちらのほうのタンクの上にあったということを、掃除婦が

確認して、そのまんまフロントに持ってきたと。フロントの職員は、実は１２日の日に、そのバッ

グをなくしたという方の話を、フロントの隣で聞いておりましたので、ああ、この人の物で間違い

ないということで東京のほうに、名前も電話番号も知っておりましたので連絡をさせてもらったと

いうことであります。ただ、その職員も連絡してそのまんま忘れてしまったということ、それと東

京のご自宅にいた方は忘れた方本人ではなくて、そのお兄さんであったということで、 

            そこで本人に連絡が行かなかったということで、２人とも忘れたこと

によって１０カ月間、そのバッグが権現荘の忘れ物の棚の中にあったということであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

これは、いわゆるすぐ手元に行きゃ何の問題もない、感謝される話だった。しかし、預かってお

きながら１０カ月間、１０カ月以上も失念してしまったというのは大きな問題だ。これは、法律の

定めるところの遺失物法に違反してませんか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

今の忘れ物の紛失の案件でありますけれども、権現荘の職員のほうが電話をした後、失念をして
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連絡を怠っていたという点については、大変な不手際でございます。権現荘の業務においてそのよ

うなことは、信頼を失う行為ということで非常によくありません。ただ、故意にそのような形でや

ったものではなくて、本人にも確認をいたしましたけれども、忘れていてしまったということであ

りまして、平に謝罪をして、ご本人にもそのような状況を踏まえて状況を説明し、ご了解をいただ

いたという状況であります。 

なお、先ほど古畑議員のほうから、８月２２日の市長が権現荘で飲食をした件についてのお話が

ありましたけれども、そのときは飲み物も込みのプランで承って、飲み代のほうとの調整で、余り

実際においでになったときに飲み物をそれほど飲まないというようなことから、その飲み代込みの

プランの中で料理と飲み代を調整して料理をよくしたということが、古畑議員がおっしゃられてい

る結果としたような状況になったというふうに調査の状況を確認いたしましたので、お話させてい

ただきます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

じゃ、参考のために、幾らの会費でやった宴会なんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

先ほど、聞き取りをいたしたところによりますと、ちょっと金額が、今の聞き取りの状況では確

認はできませんでした。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

疑わしいんだよね。飲み放題プラン、残量チェックをなぜやるなというふうに、支配人は指示を

するんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

支配人が残量チェックをするなと、どのような状況下でそのような話をされたのかはちょっと確

認がとれませんけれども、どの部分で何の物を、残量チェックをするなって言ったのかは定かでは

ございませんけれども、一般的にはそのようなことはないというふうに思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 
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○能生事務所長（原 郁夫君） 

先ほどの８月２２日の地元との懇談会でございますけれども、これは上南地区との行政懇談会と

いうことで市長が参加したものでありますけれども、これは上南地区の区長会が主催ということに

なっておりまして、１人当たり５,５００円で上げてもらいたいという内容で依頼があったものだ

そうです。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

これ、原価の話で言っておるんだろうから、商品価値としてはその上。いいですわ、これ話やや

こしいから。 

遺失物のほうも、これ危ないですよ。通常、速やかに返す義務があるんです。取得物を返還し、

または警察署長に提出しなければならないことに違反したことにより受けた公安委員会から指示に

違反した場合は、６カ月以下の懲役または５０万円以下の罰金。速やかにというのは、大体１週間

から１０日間ぐらいを言うんですわ。この法律はご存じでしたか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

この件については、私も調査をさせてもらいました。それからまた該当する人と接触といいます

か、交渉をさせてもらっているところであります。今、私もこの所有者なり落とし主がわかったん

で、そういう法律的には大丈夫だろうと。それもなおかつ、権現荘という市が管理する建物の中だ

と、屋外ではないということで、そういったことでそういう法律的にはクリアするだろうと思って

たんですけども、その後いろんな勉強をさせてもらいましたら、ちょっと抵触するんじゃないかな

という面もあります。 

したがいまして、この件につきましては、後ほどまた警察のほうへも相談をさせてもらいたい。

事後相談になりますけども、そういった相談をしたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

笠原議員に感謝すべきですね。笠原さんの指摘と捜査再要求がなけりゃ、あなた方、今ごろ全員

捕まってますわね。物は現金ですよ、１０万円、キャッシュカード、貴重品入り。それを保管義務

違反と言いましょうかね、確実にアウトでしょう。 

それから、山本総務課長。時間がなくなったんで、ちょっと恐れ入りますが、糸魚川市不祥事防

止のための行動指針、糸魚川不祥事防止のためのチェックリストの中における、汚職の防止、ここ

における不祥事につながる兆候の部分、少し読み上げていただきたい。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

山本総務課長。 〔総務課長 山本将世君登壇〕 

○総務課長（山本将世君） 

汚職の防止の部分でいらっしゃいますね。 

私どものほうの、不祥事防止のほうのチェックリストのほうに、今、議員がおっしゃる部分の汚

職の防止という部分が１項目として挙がっております。その中の不祥事につながる兆候といたしま

しては、利害関係者との単独での私的な接触が常態化している。もう１つは、利害関係者との関係

が必要以上に親密になっていると、こういった部分がつながる兆候という形で、チェックリストの

１項目として挙げさせていただいております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

続いて２ページの（３）公金及び物品の適切な管理のところを、不祥事につながる兆候、お読み

ください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

山本総務課長。 〔総務課長 山本将世君登壇〕 

○総務課長（山本将世君） 

同じくチェックリストにある項目でございますが、会計処理、決算を適正に行っていない。帳簿

上、金額と請求書や実際の現金との記載誤りが見られる。市民等から受領した現金を、直ちに処理

をしない。資金前渡や、概算払の精算が決められた期間内に行われていない。備品や物品を私物の

ように使用している。１人の職員が長期にわたって事務を担当しており、他の職員が状況を把握で

きなくなっている。これらの項目が、不祥事につながる兆候として掲載をさせていただいておりま

す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

山本課長、ありがとうございます。あなたが読んでくれた不祥事への兆候、これ今回、全て当て

はまるんじゃないですか。もっと厳密に調査すべきだと思いますが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

山本総務課長。 〔総務課長 山本将世君登壇〕 

○総務課長（山本将世君） 

お答えをいたします。 

今、挙げさせていただいた部分の中で、確かにそれに該当すると思われる事例につきましても、

今までのお話の中ではあろうかと思っております。ただ、そこの部分で、私どもは内部監査の中で、
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支配人だけではなく権現荘の職員の方々をお聞きする中でも、明確なものまでは事実がつかめなか

ったということが事実でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

しかし、内部調査、また今までの答弁によって不適切と認めたものがたくさんありますよね。そ

れだけでも十分懲戒免職、こちらの指針に当てはまると思う。３月以降は皆さんが確認して、ある

程度合法化したということにしたっていい。じゃ、それを以前からやってきたことは、誰が責任を

とるんですか。すぐに問うべきでしょう、これは。いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

今、山本課長のほうで読み上げました職員の不祥事防止のためのチェックリストに抵触するよう

な状況が見受けられるということについては、危惧いたすところでありますけれども、支配人につ

きましては、この９月末をもって雇用を停止するということであります。これは、今までお話のあ

ったような状況をこれからの経営状況、種々の状況を踏まえてそのような判断をさせていただいた

ところであります。また、行政の責任については、市長が答弁申し上げましたように、一定の段階

で責任を明確にさせていただくということで考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

古畑議員。 

○２０番（古畑浩一君） 

時間がないんで、ただ、これだけは言っておきます。私も含めて多くの議員、市民が感じている

のは不正疑惑です。公私混同も甚だしい支配人の放漫経営や、それを許してきたずさんな会計管理。

市が行った内部調査でも第三者委員会が行った調査でも、金銭管理、経理の仕方については不適切

であったとの調査項目が報告されています。 

いいですか、支配人ひとりを首にすればいいという問題ではありませんよ。支配人の契約打ち切

りも、単に与えられたノルマを達成できなかったという理由だけで、不適切な業務内容に対して責

任を問われたものではないじゃないですか。なぜ、市長は業務責任を問わず、かばい立てをするの

ですか。不正・背任行為と言える数々の事象を正当化し、不祥事はなかったかのようにするすりか

えの答弁の数々が、より多くの疑念を呼んでいます。給食会計の不正会計や、民営化保育園の補助

金の不正受給、これまで多くの不正会計問題が起こりましたが、そのたびに原因を究明し責任を明

らかにしてきた。これらと比べても、今回の権現荘問題はその対応に大きな疑問を感じざるを得ま

せん。まだ明らかにされていない不正疑惑のにおいが、多くの議員の疑念を深めていると言っても

いいでしょう。権現荘の健全経営、市民に愛される新たな権現荘のためにも、こうした議会のため、

市民の疑惑を晴らすことが行政の責任であり、権現荘トップである米田市長の責任であるというこ
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とを強く訴えて、質問を終わります。 

○議長（倉又 稔君） 

以上で、古畑議員の質問が終わりました。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

ただいま、古畑議員の質問が終わりましたが、先ほどの古畑議員の質問の中で答弁し切れなかっ

た部分で、一部答弁をしたいという申し入れがありましたので、原能生事務所長のほうから答弁だ

けをさせていただきます。 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

先ほど、職員の、残量チェックはするなということで、支配人がそういうことを言ったのかとい

うことで、確認とりましたけれども、支配人はそういうことは一切言っておりませんということで、

回答でございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議長（倉又 稔君） 

ここで暫時休憩します。 

再開を２時４５分といたします。 
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〈午後２時３３分 休憩〉 

 

〈午後２時４５分 開議〉 

 

○議長（倉又 稔君） 

休憩を解き会議を開きます。 

次に、伊藤文博議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 〔１２番 伊藤文博君登壇〕 

○１２番（伊藤文博君） 

清政クラブの伊藤文博です。 

本日は総合計画ほか、各計画等の策定・実行・検証・改善について質問いたします。 

現在、第２次総合計画大綱・実施計画の策定中です。糸魚川市には総合計画以下、多くの計画等

が策定されているが、その基本的な考え方について伺います。 

(1) 総合計画が策定されると下位計画の見直しが必要となりますが、どのように考えますか。 

(2) 全ての計画において、国の方針の変更・社会情勢の変化・市長の選挙公約などにより見直

しが必要となることが多いと考えますが、対応方針はいかがでしょうか。 

(3) ほとんどの場合、１つの計画が多面的要素を持ちます。財政的要素とまちづくりの要素な

ど、その重複した部分に着目しないと、策定以降の適正なＰＤＣＡを回すことができません。

どのように考えていますか。 

(4) 各計画間に重複する要素があり、計画の統合を考えることにより、よりわかりやすい計画

となるケースがあると思いますが、そのような検討が常になされる体質となっているでしょ

うか。 

(5) 計画を策定し、施策を実行していく段階で、常に検証しながら進めていくことが求められ

ます。検証には、前述（１）・（２）の見直し要因のほかに、進捗管理や効率性・有効性な

どについて、よりよい市政運営、市民生活を求める建設的姿勢での検討が含まれますが、ど

のように考えているでしょうか。 

以上、１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

伊藤議員のご質問にお答えいたします。 

１点目につきましては、総合計画は、市の最上位計画でありますので、方向性が大きく異なった

場合には下位計画を見直す必要があると考えております。 

２点目につきましては、国の制度や社会情勢の変化など、各計画で変更が必要となった際には、

適宜見直しをしてまいります。 
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３点目につきましては、関連する複数の要素を勘案して計画を策定し、実行・検証する中で関連

する計画も含めて改善することにより、計画の目的や目標を達成するものと考えております。 

４点目につきましては、計画の中には国や県により内容が定められたものもありますが、市民目

線でよりわかりやすい計画策定に取り組んでまいります。 

５点目につきましては、事務事業評価などの検証によりさまざまな観点から分析を行い計画本来

の目的が達成できるよう、事業や進め方を見直すことが重要であると考えております。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

質問の仕方も簡略なので、やると言えば今のような答弁になるわけですよね。でも実際、中身が

非常に重要になります。 

市長言われるように、総合計画は全ての計画の最上位計画でありますから、総合計画策定の段階

から各計画との整合性をチェックしながら、計画の組み立てを行っていくという側面もあると思う

んですよね。途中で総合計画が変更されるわけですから、これ逆に言うと、策定済みの各計画に総

合計画が左右されるということにもなりかねない。先に決まってるものがあるからですね。例えば、

総合計画をもっと進んだ取り組みとしたいけども、そうすると下位計画を見直さなければいけなく

なる。これは面倒なんだよ。この程度でとどめておこうなんていう考え方があったら困るわけです

よ。それでは戦略的市政運営と言えなくなってしまいます。その辺の視点が庁内全体で意思統一さ

れているか。そういう危険性についてちゃんと着眼した上で、総合計画着手に取り組んだかという

ところなんですが、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

お答えいたします。 

確かに議員の言われるように、総合計画は市の最上位計画でありますので、やはり今後の市の方

向性というのは総合計画の中でしっかり示す必要があると思ってます。今回、策定の段階では、や

はり現状の課題把握ということで各種統計資料の分析、それから市民アンケート等、それから策定

の段階では庁内各課から庁内の策定委員会ということで進めてまいりました。が、その一方でやは

り、議員おっしゃられるように、各課が策定している現在ある計画に縛られている部分もあろうか

と思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 
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もう総合計画、大綱が今回、上程されている段階ですから、ここの質問の中でいろいろな問題点

が明らかになれば、今後の見直しの中に反映してもらうということになると思うんですけどね。 

今、企画財政課、非常に忙しいんですよね。総合計画・総合戦略・行政改革大綱・実施計画と多

くの計画策定・見直しを抱えている。重要な総合計画を策定するに当たって、十分な検討時間、確

保できてなかったんじゃないかということを心配しているわけですが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

お答えいたします。 

私は昨年から企画財政課長として、総合計画の策定に携わってきております。その中でやはり、

一番感じるのは今回の総合計画というのは、従前の総合計画と違って実質５年間という形で策定す

ることとしております。 

そういう面では、今までの総合計画と違ってやはり中期的な施策・戦略、そういったものが必要

になるというふうに考えておりましたけれども、そういった面が少し不十分かなという気はしてお

ります。 

ただ、そういう中でも、今回、最後のほうになりましたけれども、重点課題ということで人口減

少問題とそれから人口減少社会に対応したまちづくり、こういったものを入れられたっていうのは、

１つの成果かなと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

きょうは、今回の総合計画の中身を議論するつもりはないんですね。市の計画全体について、や

っぱり考えていきたいと。総合計画について、もし不足があるんであれば、やはり今後の改定とい

うところへ持っていきたいということなんですが、総合計画を戦略的に検討して組み立てていくと、

当然、今までの総合戦略、総合計画や戦略とは違う施策が必要になってくると。下位計画の見直し

が必ず必要になります。総合計画策定された段階で、各課が、自分が今かかわっている計画を見直

すという共通観念ができているかどうか、今の時点で。できていなければ早急に図っていかなきゃ

いけないわけですが、どうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

市長の答弁でもありましたけれども、総合計画は市の最上位計画でありますので、そういったや

はり方向性が違っていれば、当然、見直すべきと思っております。 

そういう中でやはり、下位計画については、それぞれの担当部署が見直すべきと思ってますので、

担当部署についてもそういう意識は持っていると思っております。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

今の答弁は非常に形式的だよね。実際は、全然そんな観念ないでしょう。去年だって行政改革の

計画を市長の公約に従って行革の特別委員会、おととしですか、変えてもらいましたけど、絶対そ

んな感覚ないと思いますよ。そこをしっかり図ってもらいたいから今、質問してるわけですね。考

え方としてどうですかって言えば、それは当然見直さなきゃいけないっていうのは当たり前ですよ。

僕が聞いたのは、共通観念が今現在あるかどうかって聞いてるわけですね。ないとしたら、早々に

どういうやり方で今後取り組んでいきたいというところに入っていってもらわなければ、形式的な

答弁されたら、どんどん突っ込んでいきますよ。よろしくお願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

鋭い質問で厳しいんですけれども、確かにここにいる部課長はそういう気持ちというのはしっか

り持ってると思ってます。 

ただそれが、今度一般職員全員が、じゃ、そういう気持ちを持っているかというと、まだまだ不

十分であると思ってますし、中には総合計画の位置づけすらわかってない職員もいるんではないか

なと思ってますので、総合計画策定が終わりましたら、職員研修をする中で、総合計画の位置づけ

や総合計画にうたわれている方向性、そういったものについて、職員のほうへ周知してまいりたい

と考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

今の答弁の中にありましたけど、総合計画が策定されても、やはりそれをしっかりと周知する、

水平展開していく機会が、やっぱり絶対必要ですよね。それをやって初めて見直す必要があるかど

うかわかってくると。私が、さっき見直すというところから入りましたけど、見直すためには読ま

なきゃいけない。ですけど、まず本来はやっぱり周知して、よく理解するというところであります

よね。 

先ほども言いましたけど、行政改革の特別委員会で市長の公約に基づいて、見直さないのはおか

しいでしょうと。市長の公約が、行政改革の大綱や実施計画に入ってないこと自体がおかしいとい

うことで、見直しをしてもらいました。このことは、今、総合計画の議論の中でも言ってきました

が、ありとあらゆる計画は５年間１０年間決めたら、１０年間変えないんじゃなくて、第１版・第

２版・第３版として変えていくという、まず、その計画自体を変えていくんだと、状況に応じて。

不足が見つかったらすぐ変える、もっといい方法が見つかったら変えていくというとこの考え方が

必要だと思うんですね。これやっぱり、ちょっと徹底してもらわないとと思いますよ。いかがでし
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

確かにおっしゃるとおりと思っております。そういう中でやはり、上位計画・下位計画、さらに

その下位計画という形で計画の体系というのは成り立っておりますので、上位計画については、本

当は余り改定すべきではないと思ってますけれども、本来のその方向性をしっかりやるための下位

計画でありますので、そういった部分については、やはり手段・方法というのはいろんなものが考

えられますし、時代が変われば新たな手段というのも出てくると思ってますので、そういう意味で

は行革とも絡むんですけれども、やはり職員の意識改革というのは非常に大切なことと思っており

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

今の答弁の中で、やっぱりちょっと気に入らんのは、上位計画ってあんまり変えるべきじゃない

と。これやっぱり違いますよ。一番大事な総合計画を、例えば今までで言うと１０年間、大綱が変

わりません。この目まぐるしく移り変わっていく世の中で、総合計画１０年間変わっておらんなん

て、そんな形骸化した計画で何していくのって話になりますし、だからこそ職員一人一人が、総合

計画なんか読んでないんですよ。大事じゃないから。形式的だから。じゃなくて、本当の生きた計

画にするには、やはり最上位の総合計画を、いつでも見直していくんだという姿勢が、生きたもの

にして、職員に伝わっていくんじゃないでしょうかね。ここどうですか、考え方。市長、副市長。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

総合計画の改定でありますけども、私も今、振り返ってみますと、平成２５年に本当は総合計画

を改定すべきだったなという反省をしております。と申しますのは、市長の選挙公約が、それまで

の１期目２期目と、今回の３期目は全然違った選挙公約になってるということを踏まえてまして、

後から考えると、今、総合計画を策定してるんですけども、平成２５年のときに改定すべきだった

なということで反省をしております。そういったことで、総合計画は最上位計画ですけども、果敢

に改定すべきときは改定すべきだというふうに考えております。 

ただ、もう一つ最上位計画の総合計画と下位計画の関係ですけども、その辺の整合性にとりまし

ては、２つの手法があるんではないかなと思っております。と申しますのは、総合計画をつくる少

し前に下位計画をつくって、それを総合計画に反映をしていくというのと、もう一つは今度、総合

計画をつくった段階で下位計画を何といいますか、見直しをしていくと。総合計画に沿って見直し
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をすると。そういったことで、手法的には２つの手法があるんではないかなと思っております。 

そういったことで、今回は最上位計画の総合計画がきちっとなった段階で、それぞれ各課に下位

計画について、もう一度その改定の必要性をチェックさせたい、調査をさせたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

今、２つの手法と言いましたけど、今現在の状況って、その両方必要だと思うんですよ。だって、

平成２７年度に相当いろんな計画つくりましたよね。総文でもいろいろ検討しました。それと並行

して、総合計画の案もつくってきたわけですから、これは反映されているだろうとは思ってますけ

ど。しかし、それだって見直しをしなきゃいけない。両方が大切ですので。柔軟な頭で対応しても

らう。柔軟な体制にしてもらわないと、やっぱり行政の今までの手法の中の思い込みは、やはりだ

めですね。もうちょっと、やわらかく対応してもらわんといかんと思う。 

それから、多面的要素ですが、例えば今、総合計画の審議の中でちょっと話題になりましたが、

公共施設総合管理指針というのは、財政的要素、公共施設をどう管理していくかというのは、財政

的要素がすごく大きいですけど、しかしそれはやはり戦略的なまちづくりと絡んでいくというよう

なことですね。その重複した部分に着目しないと、策定時にもしっかりした計画となって、その総

合計画を見て、いろいろ施策を講じていく職員一人一人の共通認識になっていかないということと、

それから策定以降の適正なＰＤＣＡサイクルを回すことができないということだと思うんですね。

やっぱりそこについては、何ていうかな、そこに着眼していく癖をつけていないとだめだと。どっ

か１つからぽんとおりてきたら、例えば縦割りの中でおりてきたら、そこの部分というふうに限定

した考え方になってしまう。横に何か関連あるんじゃないかということを、見る癖をつけていかな

いかんと思うんですけど、どうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

お答えいたします。 

計画と計画との関連性という部分だと思ってます。それについては・・・。 

○１２番（伊藤文博君） 

１つの計画の多面的要素。 

○企画財政課長（藤田年明君） 

１つの多面的な関連ということで、確かに１つの計画の中には、先ほど議員言われたように財政

的要素があったり、まちづくりの要素があったり、また違う計画の要素が入ったりしております。

そういう中で、過去にも何回か伊藤議員から指摘されたとおり、計画の中で他の計画との関連性が

わかるように、いわゆる関連計画をしっかりあらわすようにということで、最近つくる計画におい

てはそういう形で関連する計画を表示したり、それから計画の中に他の計画の一部分を引用するよ

うな形であらわしたりということで、そういう形にする中で計画の多面的なチェック、そういうこ
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ともよりやりやすくなるんだろうと思ってますし、そういう表示によってやはり、職員のほうもこ

れを変えればこの計画も変える必要がある、また逆に、そのもととなる計画が変われば、こちらの

計画も変えなきゃいけないんだという、やはりそういう習慣づけというのが、これからは重要にな

ってくると思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

そうやって考えたときに、私がこう、市の計画を拾っただけでも、何かこんなにこうやっていっ

ぱいあるんですよね。この中に、もう今、廃案になったものもありますけど。私、これエクセルで

つくって、クリックするとその計画のところへちゃんと飛ぶようにしてるんです。そうしないとわ

からない。 

だから市のほうで、総合計画がいっぱいあるじゃないですか。それはやっぱり、体系的にしっか

りと整理して、今、課長が言われたことを職員がやるとしたら、例えば健康づくりと介護予防と、

それから生涯学習とが連携してどんな計画が重複してあるのかというところを、職員が一目瞭然わ

かるようにして、すぐ見れるようにしていなきゃいけない。まず、そこに気がつく仕組みをつくら

ないかん。これどうですかね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

お答えいたします。 

今回、伊藤議員のご質問をいただいて、私のほうでも市の計画ってどれぐらいあるんだろうかと

いうことで、調べてみました。ちょっと遠くて見えませんけれども、総合計画の体系ごとに、どう

いう計画があるのかということでまとめてみました。全部でおおむね７０ぐらいの計画があるとい

うことで、その中にはやはり、国からの指導に基づく計画、それから財源確保のための計画、そう

いったものもありますけれども、今回まとめてみて大変よかったのは、やはり、例えば１章の中で

こういった計画があるんだよというのは、一目でわかるということはよくわかりましたんで、でき

れば基本計画の参考資料として添付するような形にしたいと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

そうしますと、今、基本計画の中に、関連する計画というのが出てくるじゃないですか。そこを

やっぱり、今度もう一回見直す必要が出てくると思いますね。 

１つの計画の多面的要素のとこへちょっと戻りますけど、昔、補助金の削減に取り組む中で、学

校での資源回収の補助金の削減について、ちょっと話題になったことがあります。その当時の、ま

だ文教民生常任委員会だったですかね。これは、補助金という財政問題と、それから資源回収活動
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で培われる教育的要素、この絡みだったわけです。ところが、補助金削減だけで考えてもう、すぐ

スタートしようとした。ところが、教育的要素で考えると、資源の有効活用、それから親子活動で

しょう。それから地域活動ですよ、地域と一体になった活動。今言う、子ども一貫教育方針の中で、

学校と地域と家庭が一体になって取り組んでいくという、そういうもとになる。そういうことを全

く無視して、財政的側面だけで補助金を削減しようとしたということで、その付加価値的要素に着

眼して物を考えるべきだという議論を持ちかけたわけですけど、こういう癖をつけなきゃいけない。

１つの施策の多面的要素・付加価値的要素。本来、起案した最初の着眼点と違う要素があるという

ところを、常にチェックする仕組みをつくっていかなきゃいかんと思うんですが、どうでしょうか

ね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

お答えいたします。 

何年か前に、そういうような議論があったなというのを記憶しております。 

確かに、多分そういうような補助制度をつくるときには、その当時のそういった事情があったん

だと思ってます。そういう意味で、その当時つくった補助金の目的というのはなくなったから、補

助金をやめようということで進めたんだと思うんですけれども、やはり時代の変化の中で当初の目

的と違う、いわゆる教育的視点とか資源保護とか、そういった新たな補助金の目的が出てきたとい

うことであれば、やはりそこでそういう補助金の目的というのを見直す中で、補助金のあり方とい

うのも考える必要があるんだと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

今、補助金を例に出したから補助金って言ったけど、補助金のことを言っておるわけじゃないの

ですよ。その多面的要素や付加価値的要素に、着眼する癖をつけていかなきゃいけないということ

を言ってるんですね。これはちょっとひっくり返すと、１つの施策を検討するときに、より多くの

付加価値的効果も求めていくという、逆の考え方になるわけですね。今の件は、やっているうちに、

こんなこと、こんな効果もあるんだとわかる場合もあるということと、それから最初から計画する

段階で、その付加価値的要素を、効果を求めていくというとこだと思うんですね。 

例えば製造現場において、安全対策を講じる、お金をかけますよね。安全を確保するだけじゃな

くて、その安全な環境をつくることによって、作業効率を上げて生産性を高めて、資金もまた回収

していくと。安全と効率アップで、両面のよさを導き出していこうとする思いがあるかどうかで、

大きな違いになるわけですね。ただ単に、こうやっておきゃ安全だわと、そこに金をかければいい、

そうではないという意識が必要になるということなんですよ。 

こうやって言うと、当然、そういうこと考えていかなきゃいけないですねって、簡単に答えるか

もしれんけど、簡単じゃないですよ、そういう意識を植えつけていくのは。これはもう本当に、さ
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っき話がありましたけども、職員の意識改革ですよ。どう取り組んでいくかですね。僕はいつも、

職員の意識改革は熱伝導で、熱源は市長だというふうにお願いをしておりますが、それを受け継い

だ部課長が、しっかりとその施策をそういう方向でいろんなものを展開していかなきゃいけない。

どのように考えますかね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

今ほど、伊藤議員がおっしゃられるように、１つの事業あるいは１つの計画に多面的な要素が必

ずあるよ、そういう視点を持つ癖をつけるべきだと思っております。なかなか経験を重ねてくると、

経験的なところだけで見て、一面的要素で見てしまう癖がかえってできてしまう。それを、全く違

った気がつかない視点から、ほかの方からそういう視点で話を聞いたりというようなものを、日常

の仕事の上で、オンザジョブトレーニングですか、そういう中で部・課長が意識を持って、部下に

もそういう話をしながら展開していくことが必要だと思っておりますが、簡単に何か研修やれば身

につくというような内容でもないと思いますので、みんながそういう意識を持ちながら組織の中で

やっていくことによって醸成されていくというふうに思っておりますので、常々、伊藤議員がおっ

しゃるようなことも心がけていかなければならないと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

私が今言った、付加価値を求めていく、２つ３つの効果を求めていくというのは、非常に何とい

うか、その担当者が、飽くなき探求心みたいなものが必要なんですね。だから、誰にでもできるこ

とではないんですよ。だから職員の特性を見きわめた中で、やはり上手な使い方をしていかないと

そういうふうにならないと思いますね。 

それから、各計画間に重複する要素というところですが、先ほど７０の計画があるという、ホー

ムページに載ってるだけで多分、載ってるものと載ってないものがあると思うんですけど、５０ぐ

らいある。統合することによって、よりわかりやすく、また運用しやすくなるというようなことも

あると思うんですよ。今、具体的にどれとどれとは言えませんけど、やはりそういうことをちゃん

と検討していくと。僕らが見ても、こんなに計画があってわかりにくくてしようがないんだ。それ

で、その計画を検討する段階に出てくると、今みんな、総合計画から流れを図化して体系図みたい

なのをつけてくれるようになりましたけど、同時にそういうふうに出てきた２つの計画が、片方に

ついてきてついてないのがあったり、いろいろだったわけですよ。今は大体、統一されてきました。

やはり、そのたくさんある計画を、本当にちゃんと見直して、今、企画財政課長が言われたように、

そういう表が出てきて初めて、あら、これちょっと似たようなものがあるなということもわかる場

合もある。それを、日常的にやっぱり見直していかなきゃいけないと思うんですけどね。それは、

どういうふうに考えますか。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

お答えいたします。 

議員おっしゃるとおり、複数の計画を見ないといろんな部分がわからないという、そういうよう

では計画本来の意味をなさないという、そういうことも考えられます。そういう意味では、複数あ

る関連する計画の統合とか、それから関係計画の引用、そういうことも必要であると思ってますし、

それが無理であっても、やはり市民の皆さんへの説明の段階では関係する計画をあわせて説明する

など、やはり市民が説明を聞いてわかりやすいような工夫、そういったものもあわせてやる必要が

あるんだと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

法律で定まった計画であっても、２つの計画を１つの計画で併記して定めることだってできます

よね。だから、例えば行政改革、これは可能かどうかわかりませんけど、行政改革の大綱なんかは、

総合計画のずっと流れの中に、行政改革的要素を全部盛り込んでいけば、大綱はもうその中で入っ

てきちゃうと思う。そうすると、行革は実施計画だけでいいということにもなると思う。やっぱり、

こういう視点が必要なんですね。そういう視点があれば、屋上屋を重ねるようなことにはならんと

いうことなんですけど、本気でやっぱりそういうことをどこかの段階で、全ての計画を重ね合わせ

て検討し、再編成していく作業が必要だと思うんです。だから考え方が、そういうことはそうです

よねじゃなくて、やっぱりやってもらいたいと思うんですけど、どうでしょうかね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

非常に今、いろんな事業に取り組んでいたり、いろんな計画があるわけであります。これは、本

当に単純ではなくて、みんな多様性であったり多面的である部分を考えますと、今、我々こう見て

おると、やっぱり一次元的なものなんですが、もっともっと複雑なものになっておるんだろうと思

うわけでございまして、これらはやっぱり、二次元、三次元ぐらいのやつを見ながら、どのように

ネットワークみたいなり、また連携があるのかというのを見ながら、例えば今、ご指摘いただいた

ような点で省略できるものもあったり、また逆にそれをもっと強く出していける部分もあるのかも

しれません。そういう見方も、これはしていくべきかなと、私は今、感じておるわけでございまし

て、そういう形で、やはり１つの事業だけを見るんではなくて、全体的に常に見れる、これはもう

職員は当然でございますが、議員の皆様方たちにもお示しできるような形にして、市民の皆様方に

わかっていただくような形にしていきたいなと思っております。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

総合計画は、企画財政課が担当ですね。と言いながら、各計画はそことは離れて各担当部署で定

めていくと。企画財政課の、今度は機能のお話になるんですけど、企画財政課が企画面で本当に中

心的役割を果たすということであれば、総合計画に集約されていくような仕組みをつくって、各計

画はそこから発生し定められている構造が、今より明確になっていかなきゃいけない。それによっ

て企画財政課が、各施策の企画面の中心的立場にいるということになる。私も再三言ってますけど、

どうも財政調整課的要素が強いんじゃないかというところを、またちょっと構造的に変えていける

んじゃないかと思うんですけど。ここはやっぱりしっかりと、簡単じゃないですよ、僕が言ってる

ことは。言うのは簡単ですけど、やるのは簡単じゃないと思うんですけど、やっぱりそこに着眼し

て取り組んでもらいたいというとこなんですね。企画財政課の企画の中心的機能という面からも、

見直してもらえんかなと思いますけど、どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

お答えいたします。 

私自身、企画財政課長として、一番ジレンマを持っている点でもあります。私自身、財政という

のはもう黒子であるというふうに思ってますので、財政が表に出てはいけないと。そういう中で企

画というのはある意味、市政の演出家みたいな形にならなきゃいけないんだろうと。各部署はそう

いう意味では役者さんなのかなという思いで仕事をしてますけれども、そういう中で、やはり今の

企画の中で弱い点は、企画立案能力と言われるとちょっとあれなんですけれども、やはり市民と一

番接しているのは、やはり各課だというふうには思ってますんで、そこで各課での企画立案、それ

を全体調整をいかにするかというのが、今の企画の置かれている部分でないかなと思ってますし、

その中で特使・特命的な部分は企画が中心になってまとめていくべきと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

悪いけど答弁になっておらんわ。それは今までの考え方で、その考え方、何回も聞いています。

僕が今、言ったのは、そういう現状の中で総合計画が、本当に中心的役割になっているというとこ

ろの構造を明らかにして見直していくことによって、企画財政課の企画面がしっかりと機能すると

いうところですよ。企画財政課の現状はよくわかってます、何回も議論しているから。そうじゃな

くて、今、僕が一般質問している内容はそうじゃないでしょう。そこに着眼して、もう一度その、

今、言ってる各計画間の調整といいますかね、構造的な見直しをしてほしいと、どうだろうという

ことを聞いているわけですね。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

伊藤議員がおっしゃられるのは、総合計画を通じて、個別の計画の計画統制をして、戦略的に進

めるべきではないかということを言っておられると受けとめましたが、確かにそれぞれの個別計画

を、横串的に見て、どういう関連性があるのかというのを、企画が調整と立案もしていくと。例え

ば、似通ったような趣旨での事業が縦割りであるとすれば、それを連携をとって１つにして効果を

上げるというようなやり方を、そういう視点でものを見ていくというのが、企画で必要だというふ

うに思っております。そういう視点が今まで非常に弱いというのがあるので、総合計画を通じてそ

ういう視点を庁内に植えつけていくというふうに取り組まなければならないと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

今の答弁でお願いします。 

検証の方に入りますが、法律や条例で定められた計画を定めなければいけないと。現在、新潟市

に４つの計画定められていなかったと問題になってますよね。糸魚川市でそういうことないでしょ

うね、どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

そういうことがあるかないかというのは確認しておりませんけれども、絶対にないものと思って

おります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

多少おくれたものとかあるようですが、今のところ、その辺をしっかり見ていってもらいたい。

そのときに計画を定めることが仕事となって、実践する段階がおろそかになるという指摘はさんざ

んしてきましたが、この点について職員の意識というのは改善されていますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

お答えいたします。 

完全に解消されているかと言われれば、いないと思っております。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

いないで終わったら困るじゃないですか。いなかったらどうするんですかね、これを。それはま

たちょっと答えてくださいね。 

それから計画の不備・不適合・現実とのそごみたいなものが、実践段階で明らかになる。計画を

したけど、やっていったらそういうものが、どうも感じられる。その場合には見直ししなきゃいけ

ないですよね。ところが今は、多分してないですよね。計画そのまま、計画全然変えないでやって

ると思うんです。だけど、計画ちゃんと見直さんといかん。共通認識が養われていきませんから。

それから、そういうふうに全ての部分で、戦略的な取り組みが必要になるというところだと思うん

ですよ。ここは、やはり職員でしっかりと共通認識を持ってもらいたいと思うんですけど、今、現

状は私が認識したとおりだとすれば、さっきのいないというのも含めて今後どうされるかですね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

お答えいたします。 

各計画の検証がどのようにされているかというのは、それぞれの担当部署で検証の方法というの

は持ってると思います。やはり、そのもととなるのは、やはり総合計画でないかなと思っておりま

す。 

現在、事務事業評価で実施計画事業について評価を行っております。評価では、事業費などの投

入コストと活動指標や成果指標、そういったものをもとに１次評価では妥当性・有効性・効率性・

公平性を評価して、２次・３次評価では貢献度・優先度を評価して、総合評価として事業の方向性

を出しております。本来であれば、これらの評価をもとに各計画の構成事業の評価もし、計画の見

直しに役立てることができるというふうに考えております。今回の総合計画でも、節単位に施策の

目標指標、そういったものを設定しておりますので、今後については、そういった目標指標の達成

度、そういうものを見る中で施策評価、そういったものまでつなげていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

私も合併後にＰＤＣＡサイクルというのは嫌になるほど言ってきました。今、各計画にほとんど

新しく定められるのはＰＤＣＡサイクルが入っていますが、実際に計画定められて、さっき言った

行革の計画以外に改訂版出されたのはありますか。見直しの手法は各課で持ってるって言ったけど、

ないでしょう。書かれてはいるけどやっていないというのが、現状じゃないかと思うんですね。癖

ついてないからですよ。その部分も、計画を定めたらそれで終わっていると思うんですけど。実態、

どうですかね。本当にやってますか。やってなきゃやってないでいいんですよ。これからどうする
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か、方向性を、ここで気がついて改めてもらえばいいわけですから。いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

お答えします。 

私も全ての計画を把握しているわけでないので、間違ったあれかもしれませんけれども、多くの

計画はやはり、策定期間ごとの見直しというのが多いものと思ってます。ただ、やはりどうしても

改定しなきゃいけない部分については、適宜改定している計画もあるものと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

具体的に聞いていいですか。だめだろう。ないって。だから、そういう形式的な答弁されたら突

っ込まないとしようがなくなるじゃないですか。それだめ。 

要するに、各計画ごとにＰＤＣＡサイクル定めていてもなかなか本当にね、ＰＤＣＡサイクルっ

て毎日毎日回すんですよ。１カ月ごとに回すんです。それで１年間で回す、計画期間で回す。１つ

の仕事をするときに、自分の中でぐるぐるＰＤＣＡサイクル回していくんですよ。そういうことだ

と思うんですね。まれに、もしかしたら改定したものあるかもしれません。僕は全否定しません。

僕もそれ、根拠ないから。答えたがってる人いるみたいですけど、もうそこはこだわらんからいい

です。それで、やっぱりその癖をつけてもらいたいということを言ってるんで、そこをちゃんと着

眼してくださいね。 

内部監査にちょっと入りますが、内部監査で各計画の進捗状況や適合性などの監査というのは行

ってますかね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

山本総務課長。 〔総務課長 山本将世君登壇〕 

○総務課長（山本将世君） 

お答えいたします。 

内部監査につきましては、今までもお話ししてきたように、当初は事務ミスのチェックというよ

うな形でございましたが、ここ二、三年前ぐらいからは、その課の主要な事業の進捗状況、そうい

ったものを監査、完璧に監査しているかというと、若干まだ足りない部分がありますけども、そう

いった部分の状況等について監査をしているというものは、ここ二、三年実施をさせております。

ただ、まだそこが完全なものになっているかというと、ちょっと今、完全という形ではお答えでき

る状況ではございません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 
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○１２番（伊藤文博君） 

その現状の内部監査についての評価というのは、ちょっと分かれるところだと思うんですね。具

体的にそこに言及するのは、ちょっと避けますが、現在、内部監査では不可能だとすれば、やっぱ

り新しい監査制度を考えるべきだと思うんですよ。 

私、合併後にＰＤＣＡサイクル言ってきたって、さっき話をしましたが、まず業務監査の必要性

を訴えたんですね。せめて、内部監査を行うように主張した。それで内部監査は実施されるように

なりましたが、表面的なミス防止の監査にとどまっていることから、ここ一、二年、ちょっと一歩

踏み込んだ対応をしているというのは、この間、総文でも答弁がありました。この業務監査という

のは、常勤の業務監査員を設置して、常に厳しく業務内容のチェックを行っていって、より効率

的・効果的な施策の実施を求める仕組みを構築するべきであるというふうに言ってたんですけど。

大分前ですけど、渡辺重雄議員が無謬の原則という、公務員というのは無謬の原則という質問した

ことあって、誰もわからんかったんですね、難しくて。僕もわかりませんでした。これは、自分は

絶対正しいと思っているということなんですよ。ところが、可謬の原則というのがあって、間違い

は起こるんだと、ミスは起きるんですよというところですね。だから、ミスが起きるからそれに対

する対応策をとらなきゃいけないと。どれだけ言っても、業務監査に取り組むというふうに、一歩

踏み込めなかったのは、まさに無謬の原則に縛られているからなんですよね。そうじゃないと言う

けど、腹の底はそうなんです。変えていきませんか。やっぱりここはひとつここで踏み込んで、そ

ういう取り組みをしていくべき時期に来てるんではないかなと思うんですけど、どうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

内部監査については、今お話ありましたように、重点的には業務のミスの防止という視点でやっ

ておるのが視点であります。先ほど、総務課長言いましたように、最近は業務的な視点も入れなが

らいっておりますけれども、まだまだその点は弱いのが、現在の状況であります。その比重といい

ますか内容については、業務の進め方を違う視点でものを見て、改善していくという考え方の中に

おいては、内部監査の仕組みの中でそういうものも取り入れてやっていくことを、もう少し研究を

しながら進めていく必要があるというふうには思っております。ミス防止の監査も必要ですし、今

言う業務の監査も必要だというふうに思っていて、そのバランスをもう少し研究をしてみたいと思

います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

今のは答弁になってないって。内部監査のことだけを聞いてるんじゃないじゃないですか。日常

的な業務監査を行う体制をつくったらどうかと言うんです。それが行われたら、今回の権現荘の問

題だって起きてないでしょう。過去にいろんなことがあったことだって起きてないですよ。合併当
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初に私が、そういうふうに唱えたときに、業務監査室、これは内部監査室でもいいですわ、常勤の

内部監査員、監査主任みたいな人がいてね。それがもし設置されてたら、この間、合併後１２年目

になってる今までに起きた不始末といいますかね、の幾つかは防げてたはずですよ。ここへ来て、

まだ内部監査のバランスぐらいの話しかできないかって、非常に残念ですよ。私、情けないと思っ

てるんですよ。業務監査の必要性を訴えてきたにもかかわらず、一向に取り組む必要性がないと、

必要性を感じていないと、そういうふうにしか受け取れないんですね。 

ミスは起きるんです。経営には赤字も発生するんですよ。しかし、問題はその後です。起きたミ

スに適正に対処し、再発防止処置を適正に講ずる。それから、ここが重要なんですが、より効率的

で効果的な業務執行ができるように改善していくことが重要である。日常的にそういうチェックを

していくと。ミスを小さいミスで抑えていく。赤字も今の件では、赤字がいいか悪いかと別の議論

としても、赤字がもしだめだと言うんだったら、それをより小さく抑えていくということができた

かどうか。もっと改善できたんじゃないかと。そこをやっぱり着眼しないと、現状を変えられませ

んよ。たまたま起きた問題じゃないという視点をとらないと。無謬の原則じゃないんです、可謬の

原則なんです。そこに切りかえていってもらわなきゃいかん。どうでしょうかね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

業務を見直すという視点におきまして、今、伊藤議員が言われる状況を踏まえて、これまでのい

ろいろな庁内での出来事・問題、こういうことを踏まえておっしゃられる点を、どのように取り入

れられるか検討してみたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

今、私に言われたからって、すぐ内部監査室を設置しますとか、業務監査室を設置しますわ、監

査役を設置しますと言えませんよ、それはわかってます。だけど、現状から踏み込んだ対応をしな

きゃだめな時期じゃないかということですね。 

要するに、糸魚川市をどうするつもりかということですよ。我々も来年４月が任期ですが、部

長・課長の中には来春、また、その後間もなく定年を迎える人たちばっかりじゃないですか。その

後にどういう財産を残していくんですか、あなたたちは。どういう糸魚川市をつくるもとをつくっ

て、後輩たちに引き継いでいくのか。物すごい大事なことじゃないですか。もうちょっと、１歩も

２歩も踏み込んだ答弁が欲しいんですけど、どうでしょうかね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 
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業務監査のほう、確か民間企業のほう、商法等の改正によりまして、監事が業務監査までやるか

やらんかというようなことも、今、聞いております。そういったことで、これからはそういう時代

なんだなというのは勉強させてもらっておるんですけども、じゃ、市の行政の中でそういうものが

できるかということでありますけども、ただ、今までの内部監査につきましては、定期的な監査項

目だけであります。したがいまして、ちょっと不十分かなというふうに感じております。その辺を

含みまして、部内で協議をする中で、やはり自分たちの業務の監査をするというような体制につき

まして、部内協議をさせてもらいたいと思ってます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

あのね、内部監査、限界あるんですよ。要するに総務課長でしょう、ほかに仕事いっぱいあるじ

ゃないですか。内部監査員、各課から内部監査員に指定した人から、きょうはあんたとあんた、そ

ういうんじゃなくて、それじゃもう限界があるでしょうと言ってるわけですよ。例えば、現在の会

計監査中心の監査員とは別に、または統合してもいいんだけど、内部監査室を設置して、常勤の監

査役のポストを新設する。もう一回言いますよ。毎日毎日、あらゆる部署の施策の内容・執行状況

についてチェックし、改善を促していく。その業務に関する権限は市長にも及ぶ立場として、市長

の職務についても検証し、改善を求めることができて、市長がその指摘に対して何らかの措置を講

ずるなど、その指摘に対して合意を図っていかなきゃいけない、そして処置していかなきゃいけな

い。 

定例の内部監査は別に行い、その常勤の内部監査役がチーフとなって、各部署の職員から選任し

て所属部署以外の監査を行う。この監査には、常勤内部監査役の日ごろの監査内容も含めて、その

後の改善状況の監査も行っていくと。といったようなシステムを、これだけにこだわりません、と

いったシステムを糸魚川スタイルという形で構築して、よりよい糸魚川市をつくるために、常に継

続的改善に取り組んでいくと、取り組まなければならない。取り組まなければならないですよ。仕

組みを、システムをつくり上げることが大事だ、必要であるという提言をします。もう一回聞きま

す、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

行政の監査のあり方、非常に片手間にはできない部分でございまして、我々も資料を見せてもら

っておると、かなりの量になっております。ですから、職員が行うというのは、仕事を持ちながら、

ポジションにつきながら内部監査というのは、非常に難しいなと思っております。今、ご指摘のよ

うに、やっぱり専門的にしていくことになるのが、一番いいのだろうと。やっぱりそういったポジ

ションを、考えていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

考えていっていただけるということで、ぜひお願いをします。そうすれば、糸魚川市も変わるか

もしれません。 

最後にある方の話ですが、組織がうまくいく３つの法則とあるんですね。この人の経験から来て

るんですね。この人は、いろんな事業主とかかわってきての経験則なんですが、１つ目、うまくい

く組織はリーダーが自責主義。自分に責任がある。２つ目、うまくいく組織はミスをあるものとし

て動いている。ミスがあって当たり前だからということですね、さっき言った話です。３つ目は、

うまくいく組織は仕事のための仕事をさせない。報告のための報告、会議のための会議ではなくて、

実効性のある仕事をさせるということだそうであります。 

ぜひとも、糸魚川市が今、置かれた非常に厳しい状況を踏まえて、今後に向けて新しい体制を構

築していただくことをお願いしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（倉又 稔君） 

以上で、伊藤議員の質問が終わりました。 

次に、保坂 悟議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 〔６番 保坂 悟君登壇〕 

○６番（保坂 悟君） 

公明党の保坂悟でございます。 

通告書に基づき１回目の質問を行います。 

１、権現荘の経営について。 

(1) 支配人の民間登用の意義と雇用契約内容について。 

① 支配人採用時、経歴に赤字収支の改善実績はあったか。 

② 民間登用の目的は民間手法による収支改善でよいか。 

③ 月額報酬６０万円の役割と責任は何か。 

(2) プロの契約支配人としての能力について。 

① 収支改善するための支配人が収支管理をしないのはなぜか。 

② 支配人が行う飲食サービスの記録がないのはなぜか。 

③ 棚卸しの未実施・売価変更伝票がないのはなぜか。 

④ 支配人の客室使用や飲食の記録がないのはなぜか。 

⑤ 支配人の７年間のリスク管理の状況はどうか。 

⑥ 支配人の７年間の労務管理の状況はどうか。 

⑦ 今回の内部監査報告、公の施設指定管理者選定委員会の報告、民間による経営診断の中

間報告で多くの指摘があるのはなぜか。 

(3) 市長（能生事務所）の管理監督責任について。 

① 各年度の決算時における支配人の能力や資質チェックはどうか。 
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② ７年間の１億１,０００万円の累計赤字について、責任割合はどうか。 

③ 平成２４年・２５年度以外は雇用契約違反と考えるがどうか。 

２、交流人口拡大とまちづくりについて。 

(1) 人が集まる楽しい仕組みづくりや仕掛けづくりをするチームの創設と拠点設置については

どうか。 

(2) ポケモンゴー（Pokémon GO）の活用について。 
平成２６年９月定例会一般質問で、アニメの「妖怪ウォッチ」のキャラクターをジオサイ

トに出現させるアプリの提案をいたしました。今年７月、その提案した手法によるゲーム

「ポケモンゴー」が登場いたしました。社会現象になっております。世界ジオパークの推進

にこれらを生かすべきと考えますがどうか。 

(3) 既存駅と新設駅の活用について。 

① 駅の付加価値化の推進はどうか。 

② 新設駅の推進と新しい活用方法の研究はどうか。 

(4) 高校の魅力化づくりと連携事業について。 

① 未利用魚のご当地グルメの商品開発はどうか。 

② 釣りやマリンスポーツ等の海洋系レジャーの開発はどうか。 

③ ドローンを生かした高校のＰＲ動画の作成はどうか。 

(5) 高齢者や障害者が身の丈で活動する施設づくりについて。 

可能性を伸ばせる町、できることを生かす町にしてはどうか。 

３、日常生活の支援策について。 

(1) 補聴器の所得制限付き購入補助について。 

治療行為に当たらない高額補聴器購入の支援はどうか。 

(2) ポケットカルテと地域共通診察券の研究について。 

入院・通院・救急搬送の広域化に伴い、医療の個人情報が共有できる仕組みを推進してはど

うか。 

(3) ヘルプカードの推進について。 

障害者や高齢者などが携帯し、災害時や緊急時に必要な支援や配慮を周囲の人にお願いする

ものであります。広く推進すべきと思いますがどうか。 

(4) 太陽光パネル型防犯ＬＥＤ街灯の設置推進について。 

災害対応として、危険箇所に設置すべきと思いますがどうか。 

(5) ひきこもりの現状と対策について。 

いじめ・不登校が原因でひきこもりになる方や、社会人になってからひきこもりになった方

への支援はどうか。 

(6) 新婚生活支援事業補助金の実施についてはどうか。 

(7) 生きがいづくりとしての身の丈産業の育成支援について。 

野菜や果物・加工品の販売を志す方への加工場等の提供の支援はどうか。 

以上で１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 



 

－ 128 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

保坂議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目の１つ目につきましては、採用時、赤字収支の改善実績については確認いたして

おりません。 

２つ目につきましては、民間的な経営手法を導入することができる人材として、募集・採用いた

したものであります。 

３つ目につきましては、平成２８年度の業務としては、権現荘の管理・運営・職員の勤務及び人

事などであり、運営収支の数値目標達成に向け、努力することといたしております。 

２点目の１つ目につきましては、修繕費や委託料など、能生事務所で管理をしている支出もあり、

全体把握ができないことが理由であります。 

２つ目につきましては、支配人の裁量の中で行っていたものであり、今後はやめていく方向で検

討してまいります。 

３つ目につきましては、公会計において必要なかったものであったため、棚卸しは年度末のみ実

施いたしておりました。 

４つ目の宿直業務につきましては、お客様の安全確保の観点から実施してきており、事務手続は

なかったものと考えております。 

飲食につきましては、基本的には自費で購入しており、賄いを食べた場合には食事代を徴収いた

しております。 

５つ目につきましては、防火・防犯や入浴時の事故対策など、現場責任者として指導監督してき

ております。 

６つ目につきましては、労務管理は適正でなかったと考えております。 

７つ目につきましては、経理及び労務について管理が不十分であったことや、客室稼働率などが

指摘されており、今後、改善していきたいと考えております。 

３点目の１つ目につきましては、決算時における支配人の能力や資質のチェックはいたしており

ません。 

２つ目と３つ目につきましては、運営収支の赤字について、外的要因や市の施策が要因の場合も

あり、支配人にのみ責任があるとは考えておりません。 

２番目の１点目につきましては、現在、市民や各種団体が主体的にまちづくりの取り組みを行っ

ていただいており、今後も支援してまいります。 

２点目につきましては、観光施設や公共施設、駅などにポイントが設置されておりますので、通

信環境や安全面などを考慮した上で、ジオサイトへのポイントの設置について、運営会社に提案し

てまいります。 

３点目につきましては、既存駅はその拠点性を考慮した利活用を、また新駅は地元の意向も踏ま

えながら必要となる機能について、調査・検討をしてまいります。 

４点目の１つ目につきましては、海洋高校では地方創生加速化交付金を活用し、地域産業に生か

すまちづくりプロジェクトの中で、地元の水産資源の商品開発に向けた取り組みを行っております。 



－ 129 － 

＋ 

２つ目につきましては、海洋高校と連携をしながら、よりよい体験メニューの開発に取り組んで

まいります。 

３つ目につきましては、新しい視点からの映像が撮影できることから、高校と相談をしてまいり

ます。 

５点目につきましては、あらゆる状況にある方々が、伸び伸びとともに生きていくことのできる

社会となるよう施策を進めてまいります。 

３番目の１点目につきましては、身体障害者手帳を所有する方、また難視聴児視聴機購入費助成

事業の対象児以外への支援については考えておりません。 

２点目のポケットカルテの利便性の向上や、地域共通診察券の導入等により、情報共有を図るた

めに医療機関の電子化が必要であると認識いたしております。 

３点目につきましては、現在、導入の予定はありませんが、高齢者や障害者にとって有益なもの

と認識しておりますことから、今後、実施市町村の状況を確認した上で、検討してまいります。 

４点目につきましては、電源工事が不要であり、災害時に強いというメリットもあることから、

どのような利用ができるか、今後、検討してまいります。 

５点目につきましては、ひきこもり解消のため、専門の相談員が相談窓口となっております。ま

た、専門機関への紹介を行うなど、連携をしてまいりたいと考えております。 

６点目につきましては、婚姻数の増加には経済的理由だけじゃなくて、就労・雇用環境・子育て

環境などの要因もあることから、全体を整理した上で検討してまいります。 

７点目につきましては、重要と認識しておりますが、加工品の販売には食品衛生法の許可等が必

要なことから、加工場の提供の支援は考えておりません。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もございますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

すみません。大きい２番から質問させてください。２番の１番、人が集まる楽しい仕組みづくり

であります。 

現在、若者会議・チーム糸魚川・各種業者団体・ジオパーク・文化芸術・スポーツというさまざ

まな切り口で、いろんな取り組みがなされておるかと思います。ただ、市民の中には、さまざまな

趣味を持った方、また個人的に糸魚川を満喫している方など、１つの枠におさまらない分野で楽し

んでいる方も、現実、おります。糸魚川で楽しいと思うことや、糸魚川の地の利を生かした楽しみ

方を提供したり、実際にやってみたりする人が集まる場所をつくってはどうかという考えでありま

す。現実的な交流人口拡大を模索する、やっぱり拠点というものが必要かと思うので、今回、提案

させていただきました。今までやってる方は当然なんですが、なかなかそういうふうに見えない、

個人で楽しんでおられる趣味であったり、取り組みであったりそういったものも、そういった方に

も何というのかな、こういうまちづくりに参加してもらう機会づくりを、ぜひ、考えていただきた

いと思うんですが、その辺いかがなものでしょうか。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤定住促進課長。 〔定住促進課長 斉藤喜代志君登壇〕 

○定住促進課長（斉藤喜代志君） 

お答えいたします。 

地域づくりというような観点で、確かにいろんな趣味やそういったものを通じての活動をされて

いる方、たくさんいらっしゃると思います。現時点で、そういった方が集まる場所をというような

ことまでは、まだ細かくは考えておりませんが、今回、若者の力を活用した会議と、そういったも

のに対する支援策等も出しました。 

これは、若者が糸魚川の歴史や文化、そういったものをテーマにしながら、ちょっと遊び感覚で

いろいろイベントをやってもらうものに対する支援であります。あくまでもソフト部分でありまし

て、ただ、この事業をやっていただいた方は、若者ＪＡＭという名簿をつくらせていただくという

ことで取り組んでおります。こういったものも、また１つの人的資産のデータベースとして、以後

の地域づくり等にも活用できればなと思っております。 

そういった流れを見ながら、また、集まれるような場所とかそういったものもいろんなところで、

新たな施設をつくらなくても、考えられるものあるかもしれませんので、また今後、検討してまい

りたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

まちづくりをしていく中で、ある団体に所属してなきゃだめだとか、そういうふうな枠に捉われ

なくて、自分がこういう考えがあるんだということをアピールできる場所とか、提案できる場所と

いうものをつくっていただきたいという、非常に軽い感じ方で受けとめていただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

次に（２）のポケモンゴーであります。 

ポケモンゴーについては、各マスコミでも意見が分かれております。歩きスマホによる事故・隠

し撮り・不法侵入・交通事故・神社やお寺でのマナー違反などの問題点が指摘されております。 

その一方で、このゲームにより、外出できなかった人が外出するようになったとのニュースもご

ざいます。ポケスポットという拠点に行くと、ポケモンを捕まえるボールや道具がもらえるという

場所が決まっております。それが今、糸魚川で言うと、市役所であったり図書館であったり、また

石碑であったり、神社やお寺であったりとします。これは、地方における観光拠点として生かすこ

とができます。 

先取りとしては、鳥取県がとっとりＧＯというサイトをつくり、このポケモンゴーと観光施設を

タイアップさせて推進をされています。ついせんだっては、横須賀市もポケモンゴーを使ったこの

観光の解放区というか、そういう取り組みもされております。任天堂とかナイアンティックという

会社が、このポケモンゴーをやっており、本社がある京都府も連携されております。 

今、市長の答弁の中では、ちょっと提案を考えているということだったので、ぜひ、ジオパーク、
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世界ジオパークですから、ユネスコ公認の世界遺産、また世界ジオパーク両方にわたって、こうい

うポケモンゴーを結びつけて、若い方から、また子供も含めて、そういうところにどんどん行って

いただけるような取り組みをぜひ、展開していただきたいと思います。 

これは、要望にさせていただきます。よろしくお願いします。 

次、（３）の既存駅と新駅の活用でありますが、私は以前から提案しているんですが、駅をカフ

ェとかショップとか、展示室にしていく必要があると思っております。大糸線、トキめき鉄道ひす

いラインにそういったものを設置していっていただきたいのを強く望むんですが、その辺の考え方、

鉄道会社と連携して進めていただきたいんですが、その辺いかがなものでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

見辺建設課長。 〔建設課長 見辺 太君登壇〕 

○建設課長（見辺 太君） 

お答えします。 

既存駅、あるいは新駅もそうですけれども、いろんな形での利活用というのは、まちづくり、あ

るいは鉄道の利用促進といった意味合いからも重要なことだというふうに考えております。 

えちごトキめき鉄道におきましては、１年前にトキめき鉄道になったばかりでということで、な

かなか運行にだけ特化して事業を展開してまいったところですけれども、最近になって、雪月花の

運行もいろんなことをやっていただいておりますし、サイクルトレインの試みとかそういった鉄道

事業以外のことについて、いろいろとやっていただいておるところでございます。 

市としましても、まちづくりの観点から鉄道の駅を利用するというのは、非常に重要なことだと

考えておりますけれども、そこはやはり、おっしゃるとおり鉄道事業者とともにやることも重要だ

と思いますし、また地域、あるいは民間の方と一緒になってやることによって、地域全体が活性化

していくんだろうというふうに考えておりますので、今後とも、そのように努めていきたいという

ふうに考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

せっかくの機会なので、２点だけ提案させていただきます。 

ジオパークの新潟で、子供たちが遊ぶためにすごろくゲームをされてたんですが、あれをリアル

に鉄道でやってみたらおもしろいなと思いました。ぜひ、そのジオパークの関連、その駅にまつわ

る出来事、またその地域にある出来事を勉強しながらすごろくで、駅行ってまた戻ったりみたいな

ことを、１日かけて遊んだりするという、そういう駅の活用法。 

あともう１点は、全国でも世界でもいいんですが、アーティストに応募をして、お金かかるんで

すけど、一つ一つ毎年どこか１つ、駅にそのアーティストに設計だとか、駅自体をつくってもらっ

て、そこを作品にしてもらうとか、リニューアルしてもらうとか、そういったものも取り組んでい

ただくと、駅が一つの芸術品になって、そこに写真を撮りに来てもらうとか、訪れてもらうとかと
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いうそういうきっかけづくりを、ぜひ先ほど言った地域・民間、また鉄道会社と連携して、そうい

ったとこもちょっと研究していただきたいなということを、要望させていただいておきます。 

次に、（４）の高校の魅力化であります。 

海洋高校では、地元の海産物のグルメとして、カニ・アンコウ・サザエなど、積極的に推進をし

ていただき、感謝しているところであります。行政も、よくこの海洋高校に関しましては支援をし

ていただき、成果を出していただいております。できましたら、この未利用魚の活用として、以前

も言ったかもしれませんが、今後、プレス機とかてんぷら鍋とかで、産官学で購入していただいて、

イカやタコを目の前でプレスして煎餅にして提供するとか、あとマメアジとかキスなどについても、

目の前でてんぷらにして食べさせるような、今、サザエがとりたてのをすぐ食べられるような取り

組みをされてますけども、そういった見せ方、食べさせ方というのを工夫していくと、加工過程が

わかりやすく、子供受けすると思うんですが、そういうプレス機とかてんぷら鍋とかの提供をして、

この高校と連携してにぎわいづくりをしていただきたいんですが、その辺の考え、いかがなもので

しょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

市長の１回目の答弁でお話をさせていただきました。今、地方創生の加速化交付金を使いまして、

高校生が海外への販路の拡大の調査をしたり、それからレストランのメニュー開発をしたりという

取り組みは、皆さんご承知のとおりだと思っております。 

今、ご提案のような格好についても、また高校側のほうに話をつなぎたいというふうに考えてい

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

続きまして②であります。 

特に、私が知っているのは能生漁港なんですけども、漁師さんの中にサーフィンとかウインドサ

ーフィンを趣味にしている方がおられます。釣り船を営業している方もおります。そういう方たち

を中心に、この漁師の目で見る漁場の海というのもありますし、レジャー業としての観光やスポー

ツに生かす海という、またこの視点もございます。こういったものを、地元の高校生、特に海洋高

校になりますが、そういう方と議論していただいて、具体的に、この漁港のレジャー開放日の設定

だとか漁師の体験観光や、逆に今度、スポーツのこのサーフィンとかをこの糸魚川のエリアで、ど

ういうとこでサーフィンしたらいいかとか、海に潜る潜水をしたらいいかとかというのを議論して、

メニューづくりとかをしていただきたいんですが、その辺の考え方、いかがなものでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 
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○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

今、海洋高校との連携と、マリンレジャーの連携といいますと、海洋高校では毎年に２日間、マ

リンスポーツの集中実習というのをやっておりまして、Ｂ＆Ｇの能生海洋クラブの皆さんが講師に

なってやってるといった取り組みをしております。 

こうした取り組みを広げる中で、今、ご提案の部分、いろんな漁師の皆さんとか、海に関係する

人たちといったものを結びつけるような取り組みをして、海の魅力アップにつなげていきたいとい

うように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

次、③の３点目です。 

地元には３つの高校がございます。行政では魅力化の予算もつけていただいております。 

そこで、高校生の寮生活とか部活動の紹介、今、言ったマリンスポーツだとか、あと高校生レス

トランだとかというものを、積極的に動画を撮って、当然、生徒の了解を得た上ですけども、動画

を撮って、広く全国に発信していただきたい。 

特に、海洋高校には限ってませんが、糸魚川市としては能生に女子寮の設置もしていただいてお

りますし、そういった寮生活の楽しい部分とか、あと女子学生のコメントなども入れた動画配信を

していただきたいんですが、その辺、いかがなものでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

佐々木教育次長。 〔教育次長 佐々木繁雄君登壇〕 

○教育次長（佐々木繁雄君） 

お答えいたします。 

非常にドローンの普及というのも、非常に多くなってきていると思います。今現在、今、議員お

っしゃられましたように、各高校に４０万円の魅力化づくりの補助金を、今、交付しております。 

高校の中では、ホームページの開始を今、手がけておるというところもございますので、ちょう

どタイミングがいいですので、このドローンを活用した動画をホームページに張りつけるなど、そ

ういうものを進めていきたいというふうに話をして、相談をしてまいりたいというように思ってお

ります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

こういう動画をつくっていくという上で、ちょっと気になる点が１つだけございまして、今、海

洋高校では男子寮がございます。ただ、お話を聞いていますと、生徒の数に対して部屋数ですかね、

ちょっと足りないというような状況を聞いておるんですが、現状、どうなっているのか。要は、動
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画に耐えられるだけの状況なのか、ちょっとその辺を教えてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

佐々木教育次長。 〔教育次長 佐々木繁雄君登壇〕 

○教育次長（佐々木繁雄君） 

お答えいたします。 

ご心配ありがとうございます。男子寮につきましては、定員４０名のところを、もう５０人を超

えるというような状況でですね、２人部屋のところは３人入っておる部屋もございます。そういう

意味で、早く、早急に抜本的な改良に向けて、今、担当の先生と、また県当局とも話を進めており

ますので、今後、早目に方針を決定して、１０月には新しい子供たちの募集に向けて、ちゃんと明

確にできるような対応をしたいというように思っております。 

今、現状の中で、仮にドローンを使ってじゃなくても、子供たちの寮生活をＰＲするということ

になると、また学校と相談をして、どういうふうな方法で一番、寮生活が、充実した寮生活を送っ

ているということをＰＲできるか、また検討してまいりたいというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

ちょっと、数字を聞いてびっくりしました。４０名のところを５０名ということで、ちょっと余

り芳しくないですね。海洋高校に関しましては、特に市外から生徒さん来ていただいております。

親御さんのことを考えても、やはりこの定員４０名のところで５０名というのは、私は、よろしく

ないと思いますし、多分、動画配信するときもちょっとぎゅうぎゅうに詰まった感じが、どうして

もにじみ出てしまうんじゃないかなというふうに思いますんで、糸魚川市には雇用促進住宅も能生

にありますし、一時的でもこの１０名分ですか、オーバーしているわけですから、緊急対応という

形で、ぜひ対応をしてもらいたいんですが、その辺いかがなものでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

佐々木教育次長。 〔教育次長 佐々木繁雄君登壇〕 

○教育次長（佐々木繁雄君） 

ありがとうございます。 

先ほどもお話ししましたように、抜本的な改革については、新たな寮の建設というものも含めて

検討しなきゃならないというように思っておりますが、来年度の募集についても、この平成２８年

度の入学よりも若干ふえるというようなこともお聞きしておりますので、雇用促進住宅や民間のア

パート、そういうものも活用する中で、緊急避難的な対応はとらなきゃならないというふうに考え

ております。 

再三申し上げますけど、抜本的な改良に向けて、やっぱり早急に方針を決定したいというふうに

考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 



－ 135 － 

＋ 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

ちょっとくどくなりますけども、行政にお願いすると、先に話を進めていくんで。私、今この

１０名を何とかしてもらいたいということなんで、そこはちょっと勘違いしないでくださいね。 

抜本的な改革も大事ですし、来年度からの新入生の対応も大事です。ただ、今現状１０名、今、

定員オーバーしているわけですから、そこを何とかしていただきたいことを強く要望しますので、

ぜひ、対応をよろしくお願いします。 

そういう子たちの、今度、コメントが外にいっぱい出ますからね。海洋高校の寮はよかったよと

言うのか、海洋高校の寮は狭かったよと言ってるか、変わりますから、ぜひ、緊急対応をお願いい

たします。 

１番、権現荘の経営について質問させていただきます。いろいろ前後するかもしれませんが、ご

協力よろしくお願いします。 

まず、支配人の民間登用の意義と契約内容についてで、今、採用時のことを聞かせてもらったら、

赤字収支の改善実績は確認はしていないということでございました。支配人を糸魚川市に紹介した

人がいるように聞いてはいるんですが、どんな紹介を受けたか、その辺確認させてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

山本総務課長。 〔総務課長 山本将世君登壇〕 

○総務課長（山本将世君） 

お答えをいたします。 

今、紹介というお話なんですけど、私ども、文書の確認でございますが、当時は公募という形で

させていただきまして、お二人の方から応募があったという状況でございます。その中で選考とい

うことで、現支配人が選考されております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

じゃ、私の聞き取り違いかもしれませんが、私が聞いているには二人、支配人と別にお二人が同

時に、権現荘に来られたか何かで、来られたという情報があるものですから、一応言いました。言

った言わんの話になるんで、またそれはわかりませんけど、そういう話がございます。 

次に２番目。支配人は、ゴールデンウイーク明け、いわゆるつまり繁忙期の後ですよね、経費削

減のためにという理由で、カレンダーに何かバッテンだか傍線を引いて、この期間は宿泊の予約、

受け付けないんだみたいな話をされたということは伺っておるんですが、それは事実でしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 
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調査をして、また回答したいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

ちなみにそれは、民間手法ということでよろしいでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

それもあわせて、回答させていただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

支配人が、多分これ宿直しているときだと思うんですが、何かお酒とかが置いてあるところから、

お酒を持っていっている場面を見られた方がいるというふうに聞いておるんですが、支払いは後か

らしてるかもしれませんが、支払いをしてないかもしれないんですけども、そういった勝手にお酒

とかワインとか持っていけるような状態に、権現荘はなっているのかどうか、その辺ちょっと教え

てください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

館内は、支配人はどこへでも出入りできますので、その場所に行くことはできると思いますが、

勝手に持ち出したりということは、私は考えられないと思っています。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

私も、これ聞き取りの調査でありますんで、また、言った言わんの話になりますけども、そうい

うお話を伺っておるもんですから、仮にもしその、宿直しているときお酒を飲まれるというお話も

聞いておりますんで、そういう場合、どうやって持っていくんでしょうね、夜中とか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

支配人は、その件についても本人に聞きましたけれども、外から買ってきて持ってるんだという
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ことでございます。また、支配人は自分の病気のこともありまして、糖の入っていない無糖のお酒

を飲んでいることがありますので、そういう物は権現荘にはありませんので、そういうこともあわ

せて報告します。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

お友達来たときかもしれませんけども、おつまみ等を売店から持っていくようなことというのは、

あったように聞いているんですが、その辺はいかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

そういうことは、本人は一切、否定しております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

支配人は、そうおっしゃられると。私も、聞き取りで、今、言った情報を聞いて、ある意味自信

を持って、この場で言わせてもらっております。だから、こういうことを言った言わんの話になる

と、どうしても百条委員会が必要なのかなという気はしますので、一応ここで確認のため言います。 

ちなみにですけど、お酒を持っていく持っていかないにしても、そういう状況になってるという

ことを、今、認めたわけですから、それやっぱりおかしいですからね。それだけ、ちょっと言って

おきます。 

あともう一つ、総務文教常任委員会で支配人は、内部告発について指摘された内容のことより、

この従業員の告発は何か守秘義務違反であるという認識を表明しました。私、委員ですから、その

ときそう言ってましたよ、支配人は。 

業務上知り得た情報を、外部に漏らすことはいけませんが、内部で行われている不正や上司の不

正を告発することは、職場や施設の管理向上につながるもので、支配人の認識はおかしいと思うん

ですが、行政はどのように判断されていますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

内部の秘密的な事項を話しするということでの、秘密漏えいという部分の守秘義務はございます。 

一方で、公益を保護するために内部通報という仕組み制度もありますので、一概にこの案件は秘

密事項だから秘密漏えいに当たるよというふうにはいかないので、その両方の視点で考える必要が

あると思っておりますので、時と場合と案件によっての話だと思っております。 
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この間の支配人が言われたのは、そういう意味において誤解を与えるような部分があったのかも

しれないというふうに感じております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

誤解じゃないんですよ。支配人にまつわる内容を聞かれて、それについては従業員の守秘義務違

反と言ったんですよ。それについて、どう判断しているのかって聞いてるんで、別に解説してくれ

と言ったわけじゃないですよ。いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

この間の案件については、内部通報のあったことについて、支配人がそのように言われたように

私は記憶しておりますが、内部通報に対する対応でありますので、第三者がそれについて調査の上、

判断すべきだというふうに思いますので、すぐに秘密事項の漏えいだというふうにはならないとい

うふうに受けとめております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

では、あなた方が雇っておられる支配人の認識は間違っているということでよろしいですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

その案件につきましては、守秘義務ではないと思っております。 

ただ、支配人のほうも守秘義務だというふうに断定ではなくて、守秘義務ではないかと思ってお

るようなことを言ってましたんで、その辺はちょっと違うかなと思っています。 

ただ、守秘義務には該当しないと、私は思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

そういうとこで、はっきりきちんと言われたほうがいいと思いますよ。変にかばい立てすると、

かえって誤解されますから。行政の判断ですから。いいですか、そこ間違えないでください。 



－ 139 － 

＋ 

あと、経営立て直しのために４億円のリニューアルをかけて、施設を工事しておるんですが、こ

の設計に当たり、先ほども古畑議員のところでも出てきました支配人の宿泊方法について、協議と

いうのはされてますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

宿泊方法ということでありますけれども、一切、そういう協議はしておりません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

要は、リニューアルに当たって、料理長を初め、従業員の声を丁寧に聞き取って、動線であると

かお客様の対応のしやすさとか、そういった者の声は取り入れてリニューアルされてますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

リニューアル前が、今、レストラン火打の隣に食事どころがあって、夕食・朝食はそちらに運ん

で召し上がっていただいた。準備して片づけるということで、非常に動線が長いということで、従

業員も大変ですしお客様も不便であるということで、そのあたりは改築、リニューアルの中で直し

ていこうと。それを設計の中に盛り込んだということは、間違いありません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

その部屋の数とか、部屋の内容とか、動線ばっかりじゃないんですけども、そのリニューアル全

体にわたって、みんなで本当に話し合ってつくり上げられた、リニューアル後の施設なのかどうか

というのを一番知りたいんですけど、それは間違いないですか。みんなで話し合った結果の産物が、

今の施設でよろしいですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

設計を組む前には、当然、権現荘の現場と能生事務所、また本庁のほうとも連携をとって協議を

進めていきますけれども、現場の権現荘のところは、支配人がそれぞれの部門の長と協議をして、

どんなリクエストがあるのか職員から聞いて、そういったものを積み上げたものを、本庁との協議

の中に反映していくというやり方であったと思います。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

そのリニューアルは、食の館として客単価の高い料理プランや、朝食の質の向上を目指して勝負

をかけてきたと。そういう思惑を反映した設計になっているというふうに理解してよろしいですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

リニューアルでございますので、まるっきり更地から建てるわけではありませんので、限界とい

うのはあるんですけれども、一応、食の館というコンセプトに合った、そのグレードを外れないよ

うな建物にしていきたいという気持ちがあったようでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

議会から提案されたものについて、そのリニューアルのときに、真剣に協議はされましたか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

私が着任しました平成２６年の４月でありまして、それ以前にいろんな要望が入って設計が始ま

ってきたのかなということで、私が行ったときには、もう設計会社が第１回目のプランニング、持

ってきておりましたので、そのあたりは、ちょっと私のところではわからないです。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

議会におきましては、所管の常任委員会のほうに当時、途中段階でのお話を申し上げながら、ご

意見をいただいたとこであります。ご意見をいただく中で、ちょっと具体的に何が反映されたかと

いうのが、明確にはお答えできませんけれども、ご意見をいただきながら進めてまいりました。全

体的な予算の状況もありましたので、全てが全て、反映できる状況ではございませんでしたけれど

も、そういう中では事前に所管の委員会にお話をさせていただきながら、取り組みを進めてきたも

のと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 
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○６番（保坂 悟君） 

議会からの提案、私もいろいろ提案させてもらってきたもんですからね、特にインバウンドなん

かは、かなり前から言ってたつもりなんですけども、要は、そういうのを真剣に協議した経過があ

るのかと聞いてるだけなんですけど。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

インバウンドの部分について、保坂議員のほうからかねがね、何回かはお話があったと思ってお

りますけど、その施設の今回の改修の部分で、特にインバウンドのために改修を取り入れたという

ような部分については、具体的にはないというふうには感じております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

一番聞きたかったのが、今回、行政の中でこの権現荘立て直しに、誰が一番、心血を注いでいま

すか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

現場では小林支配人、それから能生事務所においては能生事務所の当時の所長、あるいは係長が

中心になって、設計事務所のほうと話をしながら、たたき台の設計部分をまとめたというふうに認

識をいたしております。その後、それらを含めて、市長・副市長、あるいは私も相談に乗りながら

まとめていったとこであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

では、権現荘立て直しの、一番心血注いだのが支配人ということでよろしいですか。２番目に能

生事務所長ということでよろしいですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

現場での動線等、あるいはお客様からの意見等、そういう部分においては支配人が日ごろ感じて

いる部分を、できるだけ取り入れたというふうには感じておりますので、そういう部分については
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支配人の考え方が多く反映されたという部分は感じております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

リニューアルの工事はずっと聞いてきて、私の意見が反映されなかったで、一応終わったんです

ね。 

行政の中で、権現荘の立て直しに、誰が一番心血注いだかって聞いたんです。それで支配人って

言ったんです。そしてサブ的に能生事務所長。それでいいですわ。そういう認識なんでしょうから。 

もともと行政は、平成２０年までには行政で赤字を克服できなかったから、民間の支配人を登用

したんですよね。なのに、内部監査や指定管理者選定委員会で、あれだけ指摘を受けているという

ことは、もはや私からすると、支配人としての能力や資質がなかったということが証明されてるん

ではないかと。また、収支会計を見て、修正や改善を行うだけのスキルがなかったんじゃないかと

いうふうに思っています。 

さらに、リニューアル後、２,０００万円と１,８００万円の黒字が、目標設定するなど、今まで、

せいぜい頑張っても１６０万円ぐらいの黒字と十何万円の黒字だったかと思うんですが、それまで

は、最初の３年間で７,０００万円の赤字を切ってるんですよ。その方が、リニューアル後、

２,０００万円と１,８００万円の黒字を目標設定にしたということ自体が、私には正直言って理解

できないんですよ。一体、月額６０万円を支払っていた支配人という方は、何者なんですかという

ことなんですよ。行政は、どう判断されますか、この経過を見て。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

支配人が来る背景につきましては、平成１８年から、それまでは黒字の状況であったんですが、

平成１８年以降、１９年・２０年、非常に赤字が続いた状況でありました。そういう中で、民間的

な経営手法を取り入れたいということで、民間人の支配人を募集をし、現在に至ったわけでござい

ますけれども、その後、平成２１年から２３年については、前段の赤字の状況を克服すべきいろん

な改善に取り組まれたんですが、結果としては平成２３年まで赤字でありました。平成２４年・

２５年と、わずかではありますけれども黒字になったというような状況を踏まえて、当時から指定

管理に移行をしようということでの、内部での取り組み・協議を進めておりました。平成２４年に

おいては、そういう状況で進めておりましたけれども、なかなか指定管理とリニューアルを同時に

やろうというようなお話を、当時の所管の総務文教常任委員会にもお話をしたりして、１年たって

まいりましたけれども、そういう状況を踏まえてもなかなかできないというようなことで、平成

２５年度にリニューアルを先にやった後に、指定管理に移そうという状況で取り組んできたわけで

あります。 

それで平成２７年の８月以降、リニューアル後の１年間の状況については、先ほど来、報告いた
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しましたように、見込みよりもずっと少ない金額になっておるかもしれませんけれども、４００万

円の黒字という状況で、こういう状況を踏まえて指定管理に持っていく状況ができてきたというこ

とで、指定管理に向けた取り組みをやっております。そういう中で、一定の状況を小林支配人から

はつくっていただいたというふうには認識しております。 

ただ、ここまでの間で、いろいろな公の宿としての取り組みに、支配人としても問題点はあった

というふうに考えておりまして、それらについては先ほど来、古畑議員のご質問にもお答えしたよ

うな状況でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

前回６月議会で、金子総務部長は支配人登用の中では、特に営業面、営業的な面、お客をふやす

面、そういう面で特に民間的な手法を取り入れて対応いただくようなことを、特に求めて、そのよ

うな対応を当初の段階ではしていただき、その後、今日につながってきておるということでありま

すと答弁しておるんですね。 

それで、支配人は、私、赤字収支の改善に来てると思ってるんですが、その営業面的なお客をふ

やす面という、その民間手法というのは、今回の支配人の飲食サービスを指しているというふうに

捉えていいですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

営業サイドの取り組みについては、今、いろいろ皆さんから言われているお客様へのサービス、

それをもってただ、営業面だというふうに捉えているだけではだめだと思います。ほかへの誘客宣

伝、あるいは足を運んでの誘客の活動、そういうものも含めた全体的な中での、これまでの支配人

の営業活動、そういう取り組みだというふうに感じております。サービスの提供は、その一環とし

て行われたと思っておりますけれども、先ほど来、申し上げておりますように、一定の基準を設け

た中で対応すべきだという点については、反省すべき事項というふうに捉えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

それで、何で私、最初の３年間で７,０００万円のことを言ったかというと、金子部長が言うそ

の営業面に関して強調されてるのは、支配人の飲食サービスという裁量権により、リピーターづく

りのため３年間、お客にばらまいてきたんじゃないかなと思うんですね。その結果として、３年後

にその７,３１２万３,０００円使って、使ったあげく、年平均２,４３７万円ですよ。食材原価率

も３年間の平均で約６０％。６０％ですよ、３年間平均すると。だから、結果的にそういうお金を

使ってばらまいた結果、平成２４年度は黒字化にできたんじゃないかな。要は、原価率を下げただ
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けですよ、平成２４年度は。だって４７％ぐらいでしたよね。だからそこには、支配人の努力とか

収支の赤字の改善点だとか、見えないということなんですよ。その辺、どういうふうに認識されて

ますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

全体的に通じる中では、収支の確保について不十分な点があったというようなことで、現時点で

は受けとめております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

いいですわ。簡単に言うと、３年間で７,０００万円どぶに捨てて、その４年目にとんとんの黒

字にしたというだけの話ですよ。それで、支配人の月額６０万円じゃないですよ、このときはまだ

参事職で５年間１,０００万円ぐらいの収入になってたと思うんですね、収入というか所得になっ

てると思うんですよね。その上で、この成果でいいのかと聞いてるんですよ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

保坂議員のおっしゃるのは、１つの推測に基づくものでありますので、それについて私たちのほ

うではどうこうコメントはできないと思ってます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

なぜ推測になるかわかりますか。あなた方が、予算・決算の説明をちゃんとしないからですよ。

前から言ってるじゃないですか、前回だって。外的要因とか説明して、全然数字的な説明なくて、

あげくの果てには売価変更の伝票がない、支配人が飲食サービスした伝票がない、どうやって審査

するんですかこれを。そこまで言うんだったらちゃんと出してくださいよ、検討できる資料を。

７,０００万円ですよ３年間で。それで、平成２４年２４年、黒字です黒字ですって威張って。と

んとんじゃないですか。 

はい、説明してください、お願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 
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○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

合併後の平成１８年からの状況については、先ほど申し上げましたけれども、支配人が来て、平

成２１年からの状況では、前からいろいろ経過の中で、あるいは取り組みの中で、すぐに改善でき

ない、あるいはすぐに変更できない部分もございました。 

そのような状況から、例えば平成２３年度には条例改正をして、宿泊料金と料理の料金を一体的

に以前はプランという形で条例設定しておりましたけれども、それを切り離しまして、宿泊料金の

み条例で規定をし、料理プランをいろいろな形のものを組み合わせることによって、それぞれのお

客様に対応するような、自由度の高い状況、そういうものをつくり上げていくまで、そういう状況

をやっていくまでには、若干の時間がやっぱり手続・仕組み的にかかったというのが、平成

２１年・２２年の状況であったというふうに感じております。 

そういう中で、大きい面ではいろんなお話がありましたように、指定管理に向けた取り組みをし

ていこうというのを、ずっと続けてきた中で、時間がかかりながら今日に至っておりますが、今後

は、先ほど来、話をしておりますように、できるだけ早い段階で指定管理に移行をいたして、権現

荘の役割をさらに継続して取り組めるようにしていきたいというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

全く説明になっておりませんよ。だって、伝票がないのはなぜか、そういう数字的根拠がないの

はなぜかって聞いているのに、今の答弁何ですか。きちっと答えてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

大変失礼いたしました。申しわけありません。 

おっしゃられた売価変更伝票等がないというのは、公会計におきましては、そのような仕組みが

なく、不要だったというようなことから、今おっしゃられるようなものの書類手続は、なかったも

のというふうに思っております。 

そういう状況の中で、今回、いろんなご指摘を受けて、収支管理の徹底をしていくために、いろ

んな対応をしていこうということで、損益計算の取り組み、あるいは月ごとの収支管理というもの

に改善、取り組みをさせていただいておるところであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

糸魚川市の皆さんの年間平均収入というか、それは幾らぐらいだかわかりますか。年収で。ざっ

とでいいですよ。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

山本総務課長。 〔総務課長 山本将世君登壇〕 

○総務課長（山本将世君） 

手元にそういった資料がございませんので、変な数字言っても、また誤解を招くと思いますんで、

申しわけございません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

唐突な質問ですみませんでした。 

支配人の、要は月額６０万円、また最初の５年間の１,０００万円という所得が、市民から見た

ら、とてつもなく高い水準にあるということなんですよ。ちなみに、糸魚川市役所の中で、支配人

の給料より多い方って何人いますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

山本総務課長。 〔総務課長 山本将世君登壇〕 

○総務課長（山本将世君） 

支配人、今、今回は５％減額ということで５７万円でございますが、６０万円といたしましても、

６０万円で７２０万円の年間の収入という形になりますが、通常、共済費とかそういったものを含

めてという形になりますと、ふえてる方がいっぱいいらっしゃいますが、今の６０万円につきまし

ても、平成２１年の採用当初、参事職相当の給与付の中でほぼ横並びで来ておりますから、そこで

課長職より上の方であれば、それより上のほうをもらっていらっしゃる方は、ただ人数的に何人と

いう形まではあれなんですけど。 

もう１点、先ほどお話ございました平均月額でございますが、行政職の場合ですと平均給与月額

で約３０万９,０００円という形でなっております。 

すみません、今、平均年齢が４１.１１歳ということなんで、その年齢でということでご理解を

お願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

すみませんね。何でこんなことを言うかというと、結局、行政はまだお給料いいですよ。民間だ

ともっと安くなるはずだと思います。そういう方から見たときに、支配人のお給料に対する仕事の

成果と見たときに、とてつもなくおかしいことが起きてるぞとなるんですよ。その認識が行政にあ

りますかって聞いてるんです。いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 
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金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

先ほど、総務課長のほうで申し上げましたように、支配人、平成２１年当時、登用するときに、

市役所内の参事職相当の給与待遇という位置づけで、権現荘の支配人を位置づけておりましたので、

そういう中で当時の支配人の給与を決めてまいりました。その後、非常勤特別職というような形で、

平成２６年以降でしょうか、今のような契約の中身になっておりますが、おおむねその金額も当時

の保険料等々も含めた中での金額を準用して勤めておられました。そういう中では、市役所の参事

のポジションとしては、平均的なところだという理解でここまで勤めてきたところであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

じゃ、聞きますよ。じゃ、その多額のお金を使って、プロの支配人を雇って、民間手法で赤字収

支を改善しようとしたときに、公会計でいいって言い張ったのは誰ですか、じゃ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

公会計にしようというんではなくて、合併当初以前から特別会計という形で運営をしてきました

ので、その状況の中で特別会計という流れの中で進めてきたということであります。 

その中で、先ほど来申し上げましたように、損益計算というような形のものを示しなさいよとい

うことで、平成２６年の決算監査の中で監査委員のほうから、そのようなお話もいただきまして、

平成２７年度の決算におきましては、簡易の損益計算というような形のものをつくってお示しをさ

せていただいたということでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

何言ってるかさっぱりわかりませんけども、要は、プロの支配人を呼んできて、赤字収支を改善

するために会計をやらなきゃいけないわけですよ。それをとめたのは誰かと聞いてるんですよ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

とめたと、何かおっしゃられますけども、赤字は出さないように進めてくださいよという形での

経営の改善については、登用した当初から、そのような形の取り組みをお願いしたわけであります。

ただ、１年で進んでこなかったのもあります。公会計にしなさい、そこでとめておきなさいよって、
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特別、ブレーキをかけたというような状況はございません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

今、とんでもないことを言ってますよ。プロの支配人を高額で雇っておいて、民間手法で赤字改

善しようとしているのに、その能力が支配人になかったってことなんですよ、だから。皆さんのや

り方で赤字になってるのを、何とか改善したいから雇ってるわけですよ。だから、プロの支配人は、

いや、この会計じゃだめですよと、支配人言わなきゃいけないんですよ。わかりますか、言ってる

こと。支配人のほうから改善しなきゃいけないんですよ。 

今、とうとうと答弁してますけど、今までのやり方ですって言ったでしょう。行政も支配人も、

はなから変える気なかったということですよ。わかりますか、今言ってること。６０万円も月額払

って、５年間、年間１,０００万円払って。改善提案されてないってことでしょう、それ。いかが

ですか。自分で言ったんですよ、今。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

支配人が就任する以前から、行政の会計システムの中で取り組んできて、じゃ、支配人のほうか

ら公会計はだめで、企業会計にすべきではないかという提案は、特別なかったというふうに思って

おりますけれども、行政のほうとしても、今までの中で取り組みをいただくというのを基本ベース

に置きながらやってきたところであります。現時点で振り返れば、収支のできるだけわかるものを

的確に把握するように進めてくるべきではあったという点については、今時点に立てば、おっしゃ

られるように反省すべき点だというふうには思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

じゃ、聞きますよ。支配人はプロとして、飲食サービスの記録を残さないというのはどういうこ

とですか、プロとして。自分の身の潔白が証明できないということなんですよ、伝票がないという

ことは。だだ漏れに使ってしまいましたということを証明できないんですよ、この伝票がないとい

うことは。わかりますか。 

それで、棚卸しもしてないですよね。在庫管理ができてないということなんですよ。どんだけ仕

入れてどんだけ使ったかというのは、ただ、あなた方は年間の収支を見るだけで、それを自分で食

べたか人に提供したかわからないんですよ。わかってますか。これが、プロの支配人のやることか

って話なんですよ。それに６０万円、年間１,０００万円払ってきた。それでいいんですかって話

ですよ。市民、許しませんよ、そんなの。そこを答えてくださいと言ってるんです。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

伝票がなぜなかったかということでありますけども、今になって考えればそうではありますけど

も、当時、公会計としては必要なかったということであります。 

また、何で公会計だったんだということでありますけども、それは旧能生町の時代から公会計で

あったと。そのときには、ずっと赤字ではなくて、当初は黒字もあったということで、ですから公

会計でも黒字にはならないということではなかったということであります。 

そういったことでありますので、今これを、現時点で振り返ってどうだこうだと言われましても、

公会計でやってきたということだけ、ご理解願いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

私は、プロの支配人に能力があったかないか聞いてるだけですわ。それを、あなた方がどう判断

したのかと聞いてるだけですわ。過去のことをずっと掘り下げて、長い時間しゃべるのやめてくだ

さいよ。能力があったかないかだけですよ。通告書にもそう書いてある。何を言ってるんだ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

先ほどもお答えさせていただきましたが、やはり我々は赤字を脱却するために、支配人からおい

でいただいた部分もございます。そういう中で、今、時間がかかったかもしれませんが黒字化して

いる。 

しかしながら、今、ご指摘いただいた点についても、公の施設としてはやはり、問題もあるとい

うのが現状であるわけでございまして、それに対しての責任等もやはり、しっかりと見きわめなが

ら対応していきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

私、難しいこと言ってませんよ。支配人のやってきたいろんな経過を踏まえて、能力があったの

かなかったのかって聞いてるだけなんですよ。これが、一番最後の行政の責任なのか、支配人の責

任なのか、この割合に大きく影響があるもんですから、確認しただけなんです。それだけですよ、

どうぞ。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

公の施設の取り組みの中で、民間手法の取り組みの、なかなか及びにくい部分もあったというふ

うに思っております。したがって、支配人としては、いろいろと取り組みされた点もあるんですけ

れども、全てが全て支配人が経営管理ができていた部分ではないわけでありまして、当然、行政の

内部で統制をしていった部分もあるわけでございますので、その、じゃ、責任割合はどのようにな

るのかという点については、やっぱり何割、何割というような形での数字的なもので、なかなかあ

らわしにくいというのが現状だと思っております。それぞれの収支の管理であったり営業であった

り、あるいは施設の管理だったり労務の管理だったり、それぞれが両方の責任分担の中でかみ合っ

ていた部分が多いと思っておりますので、簡単に何割、何割というふうには捉えられません。相互

の責任の中で、現在言われているような結果だということだというふうに認識しております。 

〔「１００％市長だろ」と呼ぶものあり〕 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

そうなるんですよ。結局、管理監督責任で全部、市長に行っちゃうんですよ。 

だから、私は、そうは言っても、逆に市長はだまされたのかなと思ってるんです、正直言って。

そういんですよ、だまされたのかなと思ってるから、支配人の能力についてどうかって聞いてるん

ですよ。だまされたんなら、それは責任とってもらいましょうとなるけど、行政がそれを認めて、

行政も責任ありますと言ったら、全部市長の責任ですよ、これは。重たいですよ。総文か何かで発

表するんでしょう、責任。重たいですよ。 

だまされたんならわかる。ある方に紹介されて、能力があって、ふたあけてみたら１億

１,０００万円も赤字つくってしまいました、そんな支配人です。だまされたというのならわかる。

わかっててやったなんていったらとんでもない話ですよ、本当に。この真意がわかりませんかね、

私の。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

支配人に能力がどうのこうのということでありますけども、私たちのほうでは、能力そのもので

はなくて、今回、リニューアル後の１年間の運営収支を初めとしまして、いろんなものを評価をし

て、総合的に評価をした段階で、不十分であるとか満足できないということで、今回、１０月以降

の任用については更新しないということで、させてもらったというものであります。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

市民の方、誤解されるような答弁しないでくださいよ。私は常に７年間って聞いてるじゃないで

すか。あなた方のこの処分は、１年間のただ赤字か黒字かだけの判断で処分出してるだけじゃない

ですか。 

だったら聞きますよ。７年間トータルしたその責任は、どうとらせるんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

今、指摘している点だけではなくて、要するに、権現荘全体の一つの流れの中で進めてきた問題

でありまして、そして今、部分的には支配人という話もあるわけでございますが、最終的な全ての

責任は管理監督のこの責任のある、私だと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

市長、じゃ、責任が１００％ありますね。 

じゃ、能生事務所長も、私ちょっと疑問があるんですよ。７年間を振り返って、日帰り温泉のほ

うで、前回の議会で訂正しましたけど９,４００万円とかっていう数字と、あと総務文教常任委員

会で４,５００万円の赤字理由というんですけども、毎年度毎年度、決算・予算組んでますよね。

そのときに、燃料費とか日帰り温泉の利用についての赤字分というのが、じゃ、累積してそうなっ

たのかって聞きたくなるんですけど、それ大丈夫ですか、この数字。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

私の計算したのは、結局、手元での試算でありまして、平成２２年の１２月１５日に、当時

７７０円の日帰り温泉入浴、大人の分を、５００円にするということで、２７０円減額したわけで

すね。本当は３月末でやめるつもりだったんですけども、一旦、またそのときには大震災もあった

もんですから、また延長するということで、それがどんどんどんどん延びて、最終的には今現在も

２７０円減額のまま来ているということで、その期間の大人の人数を掛けますと、そういうふうな

大きな金額になるんではないかということで、これは収入不足になるんではないかなということで

計算しただけでありまして、今現在はもう、５００円でやっておりますので、それをもとに収支と

いうのをやらなきゃいけないなと思っております。 
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○議長（倉又 稔君） 

質問の途中ですけども、あらかじめお諮りいたします。このままの状況で進みますと、午後５時

を若干過ぎると思いますが、そのような場合も継続して一般質問をいたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

異議なしと認め、そのように計らいます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

今の、能生事務所長の考え方でいくと、いわゆる支配人を守るつもりはないんですけど、政策に

よる赤字分というのは、毎年度どういうふうに出してましたか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

例えば予算ですとか決算の中に、そういうものがどういうふうに入り込んでいるかということに

は、全く触れておらなくて、結果だけを収支という形で出していますので、因果関係については一

切、論じておりません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

プロの支配人、その会計でオーケー出しましたか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

支配人も職員でございますので、結局は命令には従わなければなりませんし、私もそうですし、

上の決定に従って、もうそういう料金でやりなさいという中で、最善の結果を残していくというの

を頑張るということしかないわけです。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

市長、確認です。 

支配人、非常勤特別職で来られて、この報酬でプロでやられて、政策赤字も自分の責任でとらせ
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

毎年度毎年度、収支の赤字があったり、このリニューアル後については１年間の収支の状況では、

この７月までの１年間では黒字４００万円ほどでありますが、その状況状況に応じた細かい分析を、

過去の段階では細かいところの分析まではなかなか、先ほど来、話ありました損益計算書のような

形のものをとっていなかったもんですから、細かい分析まではできていないということであります。

そういう状況の中において、じゃ、何割までが政策的な要素で、あるいは何割までの分が運営上の

営業収入が少なかった、あるいはコストが高かった、そういう部分については、過去の状況の中で

はなかなか分析できる状況じゃなかったということであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

私がもし、プロの支配人で入ってきたら、政策赤字はそれ行政の責任ですよ。私、支配人なら嫌

ですよそんなの。ただ、売り上げを伸ばすだとか人件費を削る、何か節約するとかというのはやり

ますけど、政策赤字まで自分の成績につけられたら、たまったもんじゃないですよ。でも、糸魚川

市はそうじゃないんですね。ひどいな。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

支配人の今までの状況の中では、そういう中での損益分析の政策的な部分、あるいは営業的な部

分の分界点が、明らかに決算上できるような状況ではなかったという点がありますので、全体的な

中で黒字化を図って経営改善につなげていっていただきたいというような取り組みで、過去の状況

ではきてまいりました。そういう中で、リニューアル後の１年間につきましては、損益の分析をで

きるような形で、企業会計的な損益計算書を簡易ではございますがつくる中で対応し、改善につな

げていきたいということで、指定管理に向けての取り組みをしているところであります。過去の状

況については、なかなか公会計の仕組みの中ではそこまでできなかったという点がございました。

そういう中で、支配人に取り組んでいただいたということであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

金子部長、今、自分おっしゃったこと、わかってますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

日帰り入浴料金を下げたのは、政策的なものではないかということでありますけども、当時、平

成２２年の１２月のときには、これにつきましては、その７７０円から５００円にすることにつき

ましては、支配人も能生事務所も全て承知の上でやったものと思っております。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

だから、支配人の立場で経営していたときに、収支を改善しなきゃいけないわけですよ。だけど、

支配人の力の及ばないところの固定費であったりとか、その政策上ペレットを購入する代金だとか

というのは、支配人の努力じゃ、もうどうしようもないじゃないですか、糸魚川市の政策なんだか

ら。そういう部分の赤字が出たときはちゃんとさっぴいて、成績として評価しなきゃいけませんよ

ということを言ってるだけなんですよ。 

だけど、さっきからずっと聞いてると、いやそれはみんな知ってることで、それは公務員だから

全部その赤字の責任は支配人にあるんだよと言ってるんですよ。大丈夫ですかって聞いてるんです。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

ですから、やはり今、いろいろ皆さんから論議いただいておりますように、公会計のやはりこの

まずい部分であったり、またその辺のやはり意思決定がしっかりしていなかったところが、今、ご

指摘いただいている点であろうかと思っております。 

そういったところの中で、今、ペレットの問題もそうでしょうし、そういったところをやはり、

きちっと明確にしながらお互いの立場は明確にしていくことが大切であるわけでございますが、そ

ういうことをしっかりできるようになるのは指定管理のほうで、もっと明確といいましょうかすっ

きりするんだろうと思っております。その辺が、直営という１つの盲点だと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

保坂議員。 

○６番（保坂 悟君） 

最後になりますけども、今回のさっき言った責任の配分とかも含めて、きちんと調査する必要が

あると思うんですよ。各議員からのいろんな聞き取り調査もございます。だからそれ、百条委員会

が、私は一番照合をとるには、一番いいかと思うんですが、ある程度そこまで徹底してやらないと、
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今みたいにすぐ答弁をすりかえたり、違う答弁されたりすると、全然ここの審査自体が何も生かさ

れませんので、ぜひ、支配人もやめられるわけですから、そこだけはきちんと責任とってもらうよ

うな対応をお願いいたします。 

以上です。 

○議長（倉又 稔君） 

以上で保坂議員の質問が終わりました。 

保坂議員の質問が終わりましたが、先ほどの質問の中で答えられない部分が一部あったというこ

とで、今、その部分を答弁したいという申し出がありましたので、能生事務所長のほうから答弁を

してもらいます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

保坂議員の一番最初の質問で、カレンダーにバッテンがついているということで、繁忙期の後に

２つぐらいバッテンがついている、これはどういう意味かということでございますが、これは休日

出勤の対応ですとか超過勤務の対応ということも含めておりまして、特に繁忙期というのはもう休

みなしで、非常に長い時間働くもんですから、そういった者を休日なりを与えて体を休ませるとい

う意味合いで、なるべくお客様を絞るという意味でバッテンマークをつけてるということでござい

ますので、ご理解いただきます。 

○議長（倉又 稔君） 

本日はこれにてとどめ延会といたします。 

大変ご苦労さまでした。 

 

〈午後５時０８分 延会〉 
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